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梨
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す
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梨
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付
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す
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通
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に
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す
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の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
一
〇

○
地
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手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	
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三

○
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
一
四

○
寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
一
五

○
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
一
七

○
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
一
七

○
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
一
九

○
山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
一
九

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	
一
一
九

○
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	
一
二
〇

○
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

一
二
五

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す

る
規
則

（
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
八
項
」
を
「
附
則
第
七
項
」
に
改
め
る
。

（
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六

十
三
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
の
見
出
し
中
「
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
附
則
第
八
項
等
」
を
「
山
梨
県
職
員
給
与
条

例
附
則
第
七
項
等
」
に
改
め
、
同
項
中
「
附
則
第
八
項
」
を
「
附
則
第
七
項
」
に
、
「
附
則
第
十

項
」
を
「
附
則
第
九
項
」
に
改
め
る
。

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
人

事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
の
見
出
し
中
「
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
附
則
第
八
項
等
」
を
「
山
梨
県
職
員
給
与
条

例
附
則
第
七
項
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
附
則
第
八
項
」
を
「
附
則
第
七
項
」
に
、
「
附
則
第
十

項
」
を
「
附
則
第
九
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
附
則
第
八
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
附
則
第
八
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四

年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

山
梨
県
職
員
給
与
条
例
附
則
第
七
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
に
関
す
る
規
則

第
一
条
中
「
附
則
第
八
項
か
ら
第
十
項
」
を
「
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
」
に
、
「
附
則
第
十
項

か
ら
第
十
二
項
」
を
「
附
則
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
附
則
第
十
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
附
則
第
十
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

山
梨
県
職
員
給
与
条
例
附
則
第
十
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則

第
一
条
中
「
附
則
第
十
一
項
、
第
十
三
項
又
は
第
十
四
項
」
を
「
附
則
第
十
項
、
第
十
二
項
又
は

第
十
三
項
」
に
、
「
附
則
第
十
三
項
、
第
十
五
項
、
第
十
七
項
又
は
第
十
八
項
」
を
「
附
則
第
十
二

項
、
第
十
四
項
、
第
十
六
項
又
は
第
十
七
項
」
に
、
「
職
員
給
与
条
例
附
則
第
十
一
項
等
」
を
「
職

員
給
与
条
例
附
則
第
十
項
等
」
に
改
め
る
。
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二

す
る
規
則

山
梨
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
及
び
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
山
梨

県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
及
び
第
七
条
を
削
り
、
第
八
条
を
第
六
条
と
し
、
第
九
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
十
条
中
「
第
九
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
十
一
条
を
第
九
条
と
し
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
八
条
中
「
特
定
任
期
付
職
員
」
の
下
に
「
（
条
例
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職

員
を
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
別
表
第
八
」
を
「
別
表
第
八
イ
」
に
、
「
昇
給
号
給
数
表
」
を
「
行
政
職

給
料
表
七
級
以
下
職
員
等
昇
給
号
給
数
表
」
に
改
め
、
「
掲
げ
る
号
給
数
」
の
下
に
「
（
行
政
職
給

料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
第
二
十
三
条
の
六
各

号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
八
ロ
に
定
め
る
行
政
職
給
料
表
八
級
以
上
職
員
等
昇
給
号

給
数
表
の
C
欄
に
掲
げ
る
号
給
数
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
四　

削
除

第
二
十
三
条
の
六
及
び
第
二
十
三
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
行
政
職
給
料
表
の
八
級
以
上
の
職
員
に
相
当
す
る
職
員
）

第
二
十
三
条
の
六　

条
例
第
八
条
の
五
第
三
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次

に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一　

医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
も
の

二　

研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
る
も
の

第
二
十
三
条
の
七　

削
除

第
二
条
第
三
号
中
「
附
則
第
十
一
項
」
を
「
附
則
第
十
項
」
に
、
「
附
則
第
十
三
項
」
を
「
附
則

第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
附
則
第
八
項
」
を
「
附
則
第
七
項
」
に
、
「
附
則
第
十

項
」
を
「
附
則
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
附
則
第
十
一
項
等
」
を
「
山
梨
県
職
員
給
与
条
例

附
則
第
十
項
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
一
項
」
を
「
第
十
項
」
に
、
「
第
十
三
項
及
び
第
十
五

項
」
を
「
第
十
二
項
及
び
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
ロ
中
「
附
則
第
十
五
項
」
を
「
附
則

第
十
四
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
山
梨
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
八
項
か
ら
第
十
七
項
」
を
「
第
七
項
か
ら
第
十
六
項
」
に
、

「
第
十
項
か
ら
第
二
十
一
項
」
を
「
第
九
項
か
ら
第
二
十
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
県
費
負
担
教
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
山
梨
県
県
費
負
担
教
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則

第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
八
項
か
ら
第
十
七
項
」
を
「
第
七
項
か
ら
第
十
六
項
」
に
改

め
る
。附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

2　

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
三

年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
三
項
中
「
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
附
則
第
八
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
に
関

す
る
規
則
」
を
「
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
附
則
第
七
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
に
関
す
る
規

則
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

山
梨
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
及
び
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

山
梨
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
及
び
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
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三

つ
て
終
わ
る
。
た
だ
し
、
扶
養
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
、
こ
れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き

は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ

の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

2　

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
に
そ
の
月
額
を
変
更
す
べ
き
事
実
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事

実
の
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る

月
）
か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定
す
る
。
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
扶
養
手
当
の
月
額
を
増
額
し

て
改
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
第
三

項
」
に
、
「
勤
務
に
」
を
「
同
条
第
一
項
の
勤
務
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を

削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
三
十
七
条
の
三　

条
例
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
第
一
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
勤
務
に
従
事
し
た
時
間
が

一
時
間
以
上
三
時
間
未
満
の
場
合
は
そ
の
額
に
百
分
の
七
十
、
一
時
間
未
満
の
場
合
は
そ
の
額
に

百
分
の
四
十
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
）
と
す
る
。

一　

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
別
表
第
十
二
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員　

次
に
掲
げ
る
当
該

職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
同
表
に
掲
げ
る
支
給
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ　

一
種　

一
万
二
千
円

ロ　

二
種　

一
万
千
円

ハ　

三
種　

一
万
円

ニ　

四
種　

九
千
円

ホ　

五
種　

八
千
円

ヘ　

六
種　

七
千
円

ト　

七
種　

六
千
円

チ　

八
種　

五
千
円

二　

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
別
表
第
十
二
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員　

次
に

掲
げ
る
当
該
職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
同
表
に
掲
げ
る
支
給
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額

イ　

一
種　

一
万
千
円

ロ　

二
種　

一
万
円

ハ　

三
種　

九
千
円

ニ　

四
種　

八
千
円

ホ　

五
種　

七
千
円

ヘ　

六
種　

六
千
円

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
一
級
上
位
の
職
務
の
級
」
の
下
に
「
（
承
認
を
要
す
る
職
務
の
級
へ
昇

格
さ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
上
位
の
職
務
の
級
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
の
三
中
「
降
号
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
よ
り
二
号
給
下
位
の
号
給
（
当

該
受
け
て
い
た
号
給
が
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
の
最
低
の
号
給
の
直
近
上
位
の
号
給
で
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
最
低
の
号
給
）
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
号
給
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一　

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員　

降
号
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
よ
り
二
号
給

下
位
の
号
給
（
当
該
受
け
て
い
た
号
給
が
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
の
最
低
の
号
給
の
直
近
上

位
の
号
給
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
最
低
の
号
給
）

二　

行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
以
上
で
あ
る
も
の
及
び
第

二
十
三
条
の
六
各
号
に
掲
げ
る
職
員　

降
号
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
よ
り
一
号
給

下
位
の
号
給

第
三
十
一
条
第
一
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

新
た
に
条
例
第
十
二
条
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
職
員
は
、
人
事
委
員
会
が
定

め
る
様
式
の
扶
養
親
族
届
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
任
命
権
者
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
扶
養
手
当
を
受
け
て

い
る
職
員
の
届
出
に
係
る
扶
養
親
族
の
恒
常
的
な
所
得
の
年
間
の
見
込
額
そ
の
他
の
扶
養
の
事
実

等
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

第
三
十
二
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同

条
第
二
項
中
「
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、

「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
な
ら
な
い
。
」
を
「
な
ら
な
い
。
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お

い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

2　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
に
お
い
て
扶
養
の
事
実
等
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
。

第
三
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
）

第
三
十
二
条
の
三　

扶
養
手
当
の
支
給
は
、
職
員
が
新
た
に
条
例
第
十
二
条
の
職
員
た
る
要
件
を
具

備
す
る
に
至
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属

す
る
月
）
か
ら
開
始
し
、
職
員
が
同
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
（
人
事
委
員
会
が

定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
以
降
の
日
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る

日
）
の
属
す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
を
も
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四

た
場
合

二　

条
例
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
一
項
の
勤
務
を
し

た
場
合

第
三
十
七
条
の
五　

任
命
権
者
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
実

績
簿
及
び
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
整
理
簿
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
附
則
第
十
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第

八
項
」
を
「
附
則
第
七
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
六
条
の
見
出
し
中
「
附
則
第
八
項
」
を
「
附
則
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
三
十

七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
三
十
七
条
の
三
」
に
、
「
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三

項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次

に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
令
和
七
年
改
正
条
例
附
則
第
四
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
の
読
替
え
）

第
十
七
条　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
三
十
条
の
三
中

「
条
例
第
十
二
条
た
だ
し
書
の
」
と
あ
る
の
は
「
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
令
和
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
八
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
条
例
（
以
下
「
読
替
え
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
務
の
級

が
行
政
職
給
料
表
の
九
級
以
上
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
」
と
、
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
一
条

の
二
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
読
替
え
後
の
条
例
」
と
、
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
新
た
に
条

例
」
と
あ
る
の
は
「
新
た
に
読
替
え
後
の
条
例
」
と
、
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
条
例
」
と

あ
る
の
は
「
読
替
え
後
の
条
例
」
と
す
る
。

（
行
政
職
給
料
表
の
八
級
以
上
の
職
員
に
相
当
す
る
職
員
）

第
十
八
条　

山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
八

号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る

職
務
の
級
が
行
政
職
給
料
表
の
八
級
以
上
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

職
員
は
、
第
三
十
条
の
三
及
び
第
三
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
職
員
と
す
る
。

別
表
第
二
の
イ
の
表
5
級
の
項
1
中
「調

査
監
補
佐

推
進
監
補
佐

」
を
「調

査
監
補
佐

推
進

監
補
佐

振
興
監
補
佐

支
援
監
補
佐

」
に
改
め
、
同
表
6
級
の
項
1
中
「人

口
減
少
危
機
対
策
監

人
口
減
少
調
査
監

感
染
症
対
策
監

地
域
ブ
ラ
ン
ド
推
進
監

富
士
山
保
全
・
観
光
エ
コ
シ
ス

テ
ム
推
進
監

富
士
五
湖
自
然
首
都
圏
推
進
監

」
を
「高

度
政
策
推
進
監

」
に
、
「国

際
戦
略
監

リ
ニ
ア
・
次
世
代
交
通
推
進
監

新
事
業
チ
ャ
レ
ン
ジ
推
進
監

情
報
政
策
推
進
監

D
X
推
進

監
」
を
「感

染
症
対
策
監

観
光
政
策
推
進
監

観
光
振
興
監

観
光
地
経
営
支
援
監

南
ア
ル
プ

ス
観
光
振
興
監

富
士
山
観
光
振
興
監

」
に
、
「情

報
シ
ス
テ
ム
専
門
監

館
長

」
を
「館

長
こ

ど
も
支
援
対
策
監

情
報
シ
ス
テ
ム
専
門
監

」
に
、
「介

護
保
険
指
導
監

」
を
「高

齢
者
健
康
づ
く

り
推
進
監

」
に
改
め
、
「観

光
推
進
監

」
の
下
に
「

デ
ザ
イ
ン
推
進
監

」
を
加
え
、
同
項
2
中

「

政
策
企
画
監

」
を
削
り
、
同
項
3
中
「調

査
監
補
佐

推
進
監
補
佐

」
を
「調

査
監
補
佐

推

ト　

七
種　

五
千
円

チ　

八
種　

四
千
円

三　

任
期
付
研
究
員
等
条
例
第
一
条
の
三
第
一
号
又
は
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定

め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
限
る
。
）　

一
万
二
千
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
人
事
委
員
会
が
認
め
る
額

2　

条
例
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一　

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
別
表
第
十
二
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員　

次
に
掲
げ
る
当
該

職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
同
表
に
掲
げ
る
支
給
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ　

一
種　

六
千
円

ロ　

二
種　

五
千
五
百
円

ハ　

三
種　

五
千
円

ニ　

四
種　

四
千
五
百
円

ホ　

五
種　

四
千
円

ヘ　

六
種　

三
千
五
百
円

ト　

七
種　

三
千
円

チ　

八
種　

二
千
五
百
円

二　

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
別
表
第
十
二
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員　

次
に

掲
げ
る
当
該
職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
同
表
に
掲
げ
る
支
給
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額

イ　

一
種　

五
千
五
百
円

ロ　

二
種　

五
千
円

ハ　

三
種　

四
千
五
百
円

ニ　

四
種　

四
千
円

ホ　

五
種　

三
千
五
百
円

ヘ　

六
種　

三
千
円

ト　

七
種　

二
千
五
百
円

チ　

八
種　

二
千
円

三　

任
期
付
研
究
員
等
条
例
第
一
条
の
三
第
一
号
又
は
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定

め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
限
る
。
）　

六
千
円
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
人
事
委
員
会
が
認
め
る
額

第
三
十
七
条
の
四　

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
条
例
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理

職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
が
し
た
同
条
第
二
項
の
勤
務

は
、
同
条
第
一
項
の
勤
務
と
み
な
す
。

一　

条
例
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を
し
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別
表
第
八
か
ら
別
表
第
八
の
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

進
監
補
佐

振
興
監
補
佐

支
援
監
補
佐

」
に
改
め
、
同
表
7
級
の
項
1
中
「人

口
減
少
危
機
対
策

監
人
口
減
少
調
査
監

感
染
症
対
策
監

地
域
ブ
ラ
ン
ド
推
進
監

富
士
山
保
全
・
観
光
エ
コ
シ

ス
テ
ム
推
進
監

富
士
五
湖
自
然
首
都
圏
推
進
監

」
を
「高

度
政
策
推
進
監

」
に
、
「国

際
戦
略
監

リ
ニ
ア
・
次
世
代
交
通
推
進
監

新
事
業
チ
ャ
レ
ン
ジ
推
進
監

情
報
政
策
推
進
監

D
X
推
進

監

」
を
「感

染
症
対
策
監

観
光
政
策
推
進
監

観
光
振
興
監

観
光
地
経
営
支
援
監

南
ア
ル
プ

ス
観
光
振
興
監

富
士
山
観
光
振
興
監

」
に
改
め
、
同
表
8
級
の
項
1
中
「知

事
政
策
補
佐
官

地
域
ブ
ラ
ン
ド
・
広
聴
広
報
統
括
官

富
士
山
保
全
・
観
光
エ
コ
シ
ス
テ
ム
推
進
統
括
官

感
染
症
対

策
統
轄
官
補

D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官

」
を
「多

様
性
・
働
き
方
統
括
官

こ
ど
も
・
次
世

代
統
括
官
富
士
山
未
来
・
次
世
代
交
通
統
括
官

山
梨
ブ
ラ
ン
ド
・
国
際
戦
略
統
括
官

感
染
症

対
策
統
括
官

ス
ポ
ー
ツ
統
括
官

知
事
政
策
補
佐
官

」
に
改
め
、
「

歳
入
確
保
対
策
監

」
及
び

「

ス
ポ
ー
ツ
戦
略
推
進
監

」
を
削
り
、
「リ

ニ
ア
推
進
監

」
の
下
に
「

地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦
略

監
D
X
・
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
改
革
戦
略
監

財
産
高
度
化
戦
略
監

市
町
村
・
広
域
連
携
戦
略
監	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「5　
産
業
技
術
短
期

文
化
振
興
戦
略
監

」
を
加
え
、
同
項
中
「5　

本
部
の
次
長
の
職
務

」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6　
本
部
の
次
長
の

大
学
校
の
校
長
の
職
務

　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
9
級
の
項
2
中
「知

事
政
策
補
佐
官

地
域
ブ
ラ
ン
ド
・

職
務

　
　
　
　
　
　
　

」

広
聴
広
報
統
括
官

富
士
山
保
全
・
観
光
エ
コ
シ
ス
テ
ム
推
進
統
括
官

感
染
症
対
策
統
轄
官
補

D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官

」
を
「多

様
性
・
働
き
方
統
括
官

こ
ど
も
・
次
世
代
統
括
官

富
士
山
未
来
・
次
世
代
交
通
統
括
官

山
梨
ブ
ラ
ン
ド
・
国
際
戦
略
統
括
官

感
染
症
対
策
統
括
官

ス
ポ
ー
ツ
統
括
官

知
事
政
策
補
佐
官

」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
の
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

学
歴
区
分

修
学
年
数

基
準
学
歴
区
分

大
学
卒
（
十
六
年
）

短
大
卒
（
十
四
年
）

高
校
卒
（
十
二
年
）

博
士
課
程

修
了

二
十
一
年

＋五
年

＋七
年

＋九
年

修
士
課
程

修
了

十
八
年

＋二
年

＋四
年

＋六
年

専
門
職
学

位
課
程
修

了

十
八
年

＋二
年

＋四
年

＋六
年

大
学
六
卒

十
八
年

＋二
年

＋四
年

＋六
年

大
学
専
攻

科
卒

十
七
年

＋一
年

＋三
年

＋五
年

大
学
四
卒

十
六
年

＋二
年

＋四
年

短
大
三
卒

十
五
年

－一
年

＋一
年

＋三
年

短
大
二
卒

十
四
年

－二
年

＋二
年

短
大
一
卒

十
三
年

－三
年

－一
年

＋一
年

高
校
専
攻

科
卒

十
三
年

－三
年

－一
年

＋一
年

高
校
三
卒

十
二
年

－四
年

－二
年

高
校
二
卒

十
一
年

－五
年

－三
年

－一
年

中
学
卒

九
年

－七
年

－五
年

－三
年

学
歴
区
分

修
学
年
数

基
準
学
歴
区
分

大
学
卒
（
十
六
年
）

短
大
卒
（
十
四
年
）

高
校
卒
（
十
二
年
）

博
士
課
程

修
了

二
十
一
年

＋五
年

＋七
年

＋九
年

修
士
課
程

修
了

十
八
年

＋二
年

＋四
年

＋六
年

専
門
職
学

位
課
程
修

了

十
八
年

＋二
年

＋四
年

＋六
年

大
学
六
卒

十
八
年

＋二
年

＋四
年

＋六
年

大
学
専
攻

科
卒

十
七
年

＋一
年

＋三
年

＋五
年

大
学
四
卒

十
六
年

＋二
年

＋四
年

短
大
三
卒

十
五
年

－一
年

＋一
年

＋三
年

短
大
二
卒

十
四
年

－二
年

＋二
年

短
大
一
卒

十
三
年

－三
年

－一
年

＋一
年

高
校
専
攻

科
卒

十
三
年

－三
年

－一
年

＋一
年

高
校
三
卒

十
二
年

－四
年

－二
年

高
校
二
卒

十
一
年

－五
年

－三
年

－一
年

中
学
卒

九
年

－七
年

－五
年

－三
年
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別表第八 昇給号給数表（第十八条、第二十三条の五関係） 

 イ 行政職給料表七級以下職員等昇給号給数表 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

昇給の号

給数 

８以上 ６ ４（医療職給

料表㈡の適用

を受ける職員

でその職務の

級が６級以上

であるもの、

医療職給料表

㈢の適用を受

ける職員でそ

の職務の級が

６級以上であ

るもの又は福

祉職給料表の

適用を受ける

職員でその職

務の級が６級

であるものに

あつては、

３） 

２ ０ 

２以上 １ ０ ０ ０ 

 備考 

１ この表は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの及び第二十

三条の六各号に掲げる職員以外の職員に適用する。 

２ この表に定める上段の号給数は条例第八条の五第三項の規定の適用を受ける職員以外の職員に

、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。 

 

 ロ 行政職給料表八級以上職員等昇給号給数表 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

昇給の号

給数 

２ １ ０ ０ ０ 

備考 

  この表は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの及び第二十三

条の六各号に掲げる職員に適用する。 

 

別表第八　昇給号給数表（第十八条、第二十三条の五関係）
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別表第八の二 昇格時号給対応表（第二十六条関係） 

イ 行政職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の

前日に受けて

いた号給 

昇格後の号給 

２級 

 

３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 

１ １ １ １ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ １ １ ２ 

３ １ １ １ １ １ １ １ ３ 

４ １ １ １ １ １ １ １ ４ 

５ １ １ １ １ １ １ １ ５ 

６ １ １ １ １ １ １ １ ５ 

７ １ １ １ １ １ １ １ ５ 

８ １ １ １ １ １ １ １ ５ 

９ １ １ １ １ １ １ １ ５ 

１０ １ １ １ ２ １ １ １   

１１ １ １ １ ３ １ １ １   

１２ １ １ １ ４ １ １ １   

１３ １ １ １ ５ １ １ ２   

１４ １ １ １ ６ ２ １ ２   

１５ １ １ １ ７ ３ １ ２   

１６ １ １ １ ８ ４ １ ２   

１７ １ １ １ ９ ５ １ ２   

１８ １ １ １ １０ ６ ２ ３   

１９ １ １ １ １１ ７ ３ ３   

２０ １ １ １ １２ ８ ４ ３   

２１ １ １ １ １３ ９ ５ ３   

２２ １ ２ ２ １４ １０ ５ ４   

２３ １ ３ ３ １５ １１ ６ ４   

２４ １ ４ ４ １６ １２ ６ ４   

２５ １ ５ ５ １７ １３ ７ ４   

別表第八の二　昇格時号給対応表（第二十六条関係）
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２６ １ ６ ６ １８ １４ ７ ４   

２７ １ ７ ７ １９ １５ ８ ４   

２８ １ ８ ８ ２０ １６ ８ ４   

２９ １ ９ ９ ２１ １７ ９ ５   

３０ １ １０ １０ ２２ １８ ９ ５   

３１ １ １１ １１ ２３ １９ １０ ５   

３２ １ １２ １２ ２４ ２０ １０ ５   

３３ １ １３ １３ ２５ ２１ １１ ５   

３４ ２ １４ １４ ２６ ２２ １１ ５   

３５ ３ １５ １５ ２７ ２３ １２ ５   

３６ ４ １６ １６ ２８ ２４ １２ ５   

３７ ５ １７ １７ ２９ ２５ １３ ５   

３８ ６ １８ １８ ３０ ２６ １３ ５   

３９ ７ １９ １９ ３１ ２７ １３ ５   

４０ ８ ２０ ２０ ３２ ２８ １３ ５   

４１ ９ ２１ ２１ ３３ ２９ １４ ５   

４２ １０ ２２ ２２ ３４ ２９ １４ ５   

４３ １１ ２３ ２３ ３５ ３０ １４ ５   

４４ １２ ２４ ２４ ３６ ３０ １４ ５   

４５ １３ ２５ ２５ ３７ ３１ １５ ５   

４６ １４ ２６ ２６ ３８ ３１ １５     

４７ １５ ２７ ２７ ３９ ３２ １５     

４８ １６ ２８ ２８ ４０ ３２ １５     

４９ １７ ２９ ２９ ４１ ３３ １５     

５０ １８ ３０ ３０ ４２ ３３ １５     

５１ １９ ３１ ３１ ４３ ３４ １５     

５２ ２０ ３２ ３２ ４４ ３４ １５     

５３ ２１ ３３ ３３ ４５ ３５ １５     

５４ ２１ ３３ ３４ ４６ ３５ １５     

５５ ２２ ３４ ３５ ４７ ３６ １５     
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５６ ２２ ３４ ３６ ４８ ３６ １５     

５７ ２３ ３５ ３７ ４９ ３７ １５     

５８ ２３ ３５ ３７ ５０ ３７ １５     

５９ ２４ ３６ ３７ ５１ ３８ １５     

６０ ２４ ３６ ３８ ５２ ３８ １５     

６１ ２５ ３７ ３８ ５３ ３８ １５     

６２ ２５ ３８ ３８ ５４ ３８ １５     

６３ ２６ ３９ ３９ ５５ ３８ １５     

６４ ２６ ４０ ３９ ５６ ３８ １５     

６５ ２７ ４１ ３９ ５７ ３８ １５     

６６ ２７ ４１ ４０ ５８ ３８ １６     

６７ ２８ ４２ ４０ ５９ ３８ １６     

６８ ２８ ４２ ４０ ６０ ３８ １６     

６９ ２９ ４３ ４１ ６０ ３９ １６     

７０ ２９ ４３ ４１ ６０ ３９ １６     

７１ ２９ ４４ ４１ ６０ ３９ １６     

７２ ３０ ４４ ４２ ６０ ３９ １６     

７３ ３０ ４５ ４２ ６１ ３９ １７     

７４ ３０ ４５ ４２ ６１ ３９       

７５ ３１ ４５ ４３ ６１ ３９       

７６ ３１ ４５ ４３ ６１ ３９       

７７ ３１ ４５ ４３ ６１ ３９       

７８ ３２ ４６ ４４ ６２ ３９       

７９ ３２ ４６ ４４ ６２ ３９       

８０ ３２ ４６ ４４ ６２ ３９       

８１ ３３ ４６ ４５ ６３ ４０       

８２ ３３ ４６ ４５ ６４ ４０       

８３ ３３ ４７ ４５ ６５ ４０       

８４ ３４ ４７ ４５ ６６ ４０       

８５ ３４ ４７ ４６ ６７ ４１       
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〇

８６ ３４ ４７ ４６           

８７ ３５ ４７ ４６           

８８ ３５ ４８ ４６           

８９ ３５ ４８ ４７           

９０ ３６ ４８ ４７           

９１ ３６ ４８ ４７           

９２ ３６ ４８ ４７           

９３ ３７ ４９ ４７           

９４   ４９ ４７           

９５   ４９ ４７           

９６   ４９ ４８           

９７   ４９ ４８           

９８   ５０ ４８           

９９   ５０ ４８           

１００   ５０ ４８           

１０１   ５０ ４８           

１０２   ５０ ４８           

１０３   ５１ ４９           

１０４   ５１ ４９           

１０５   ５１ ４９           

１０６   ５１ ４９           

１０７   ５１ ４９           

１０８   ５２ ４９           

１０９   ５２ ４９           

１１０   ５２             

１１１   ５２             

１１２   ５２             

１１３   ５２             

１１４   ５２             

１１５   ５２             



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
一

１１６   ５２             

１１７   ５３             

１１８   ５３             

１１９   ５３             

１２０   ５３             

１２１   ５３             

１２２   ５３             

１２３   ５３             

１２４   ５３             

１２５   ５３             

ロ 医療職給料表（一）昇格時号給対応表 

昇格した日の

前日に受けて

いた号給 

昇格後の号給 

２級 

 

 

３級 ４級 

１ １ １ １ 

２ １ １ １ 

３ １ １ １ 

４ １ １ １ 

５ １ １ １ 

６ １ １ １ 

７ １ １ １ 

８ １ １ １ 

９ １ １ １ 

１０ １ １ １ 

１１ １ １ １ 

１２ １ １ １ 

１３ １ １ １ 

１４ １ １ １ 

１５ １ １ １ 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
二

１６ １ １ １ 

１７ １ １ １ 

１８ １ １ １ 

１９ １ １ １ 

２０ １ １ １ 

２１ １ １ １ 

２２ １ ２ １ 

２３ １ ３ １ 

２４ １ ４ ２ 

２５ １ ５ ２ 

２６ １ ６ ２ 

２７ １ ７ ３ 

２８ １ ８ ３ 

２９ １ ９ ３ 

３０ １ １０ ３ 

３１ １ １１ ４ 

３２ １ １２ ４ 

３３ １ １３ ４ 

３４ ２ １４ ５ 

３５ ３ １５ ５ 

３６ ４ １６ ５ 

３７ ５ １７ ５ 

３８ ６ １８ ５ 

３９ ７ １９ ５ 

４０ ８ ２０ ５ 

４１ ９ ２１ ５ 

４２ １０ ２１ ５ 

４３ １１ ２２ ５ 

４４ １２ ２２ ５ 

４５ １３ ２３ ５ 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
三

４６ １３ ２３ ５ 

４７ １３ ２４ ５ 

４８ １４ ２４ ５ 

４９ １４ ２５ ５ 

５０ １４ ２５ ５ 

５１ １４ ２６ ５ 

５２ １５ ２６ ５ 

５３ １５ ２７ ５ 

５４ １５ ２７ ５ 

５５ １５ ２８ ５ 

５６ １６ ２８ ５ 

５７ １６ ２９ ５ 

５８ １６ ２９ ５ 

５９ １６ ２９ ５ 

６０ １７ ３０ ５ 

６１ １７ ３０ ５ 

６２ １７ ３０ ５ 

６３ １８ ３１ ５ 

６４ １８ ３１ ５ 

６５ １９ ３１ ５ 

６６   ３２ ５ 

６７   ３２ ５ 

６８   ３２ ５ 

６９   ３２ ５ 

７０   ３２ ５ 

７１   ３３ ５ 

７２   ３３ ５ 

７３   ３３ ５ 

７４   ３３   

７５   ３３   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
四

７６   ３４   

７７   ３４   

７８   ３４   

７９   ３４   

８０   ３４   

８１   ３５   

８２   ３５   

８３   ３５   

８４   ３５   

８５   ３５   

ハ 医療職給料表（二）昇格時号給対応表 

昇格した日の

前日に受けて

いた号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

１ １ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ １ １ 

１０ １ １ １ １ １ １ 

１１ １ １ １ １ １ １ 

１２ １ １ １ １ １ １ 

１３ １ １ １ １ １ １ 

１４ １ １ ２ １ １ １ 

１５ １ １ ３ １ １ １ 

１６ １ １ ４ １ １ １ 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
五

１７ １ １ ５ １ １ １ 

１８ １ １ ６ １ １ １ 

１９ １ １ ７ １ １ １ 

２０ １ １ ８ １ １ １ 

２１ １ １ ９ １ １ １ 

２２ ２ ２ １０ ２ ２ ２ 

２３ ３ ３ １１ ３ ３ ３ 

２４ ４ ４ １２ ４ ４ ４ 

２５ ５ ５ １３ ５ ５ ５ 

２６ ６ ６ １４ ６ ６ ５ 

２７ ７ ７ １５ ７ ７ ６ 

２８ ８ ８ １６ ８ ８ ６ 

２９ ９ ９ １７ ９ ９ ７ 

３０ １０ １０ １８ １０ １０ ７ 

３１ １１ １１ １９ １１ １１ ８ 

３２ １２ １２ ２０ １２ １２ ８ 

３３ １３ １３ ２１ １３ １３ ９ 

３４ １４ １４ ２２ １４ １４ ９ 

３５ １５ １５ ２３ １５ １５ ９ 

３６ １６ １６ ２４ １６ １６ ９ 

３７ １７ １７ ２５ １７ １７ ９ 

３８ １８ １８ ２６ １８ １８ ９ 

３９ １９ １９ ２７ １９ １９ １０ 

４０ ２０ ２０ ２８ ２０ ２０ １０ 

４１ ２１ ２１ ２９ ２１ ２１ １０ 

４２ ２２ ２２ ３０ ２２ ２１ １０ 

４３ ２３ ２３ ３１ ２３ ２１ １０ 

４４ ２４ ２４ ３２ ２４ ２２ １０ 

４５ ２５ ２５ ３３ ２５ ２２ １１ 

４６ ２５ ２６ ３４ ２５ ２２ １１ 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
六

４７ ２６ ２７ ３５ ２６ ２３ １１ 

４８ ２６ ２８ ３６ ２６ ２３ １１ 

４９ ２７ ２９ ３７ ２７ ２３ １１ 

５０ ２７ ３０ ３８ ２７ ２４ １１ 

５１ ２８ ３１ ３９ ２８ ２４ １２ 

５２ ２８ ３２ ４０ ２８ ２４ １２ 

５３ ２９ ３３ ４１ ２９ ２５ １２ 

５４ ２９ ３４ ４２ ２９ ２５   

５５ ３０ ３５ ４３ ３０ ２６   

５６ ３０ ３６ ４４ ３０ ２６   

５７ ３１ ３７ ４５ ３１ ２７   

５８ ３１ ３８ ４６ ３１ ２７   

５９ ３２ ３９ ４７ ３２ ２８   

６０ ３２ ４０ ４８ ３２ ２８   

６１ ３３ ４１ ４９ ３３ ２８   

６２ ３３ ４２ ５０ ３３ ２８   

６３ ３４ ４３ ５１ ３３ ２８   

６４ ３４ ４４ ５２ ３４ ２９   

６５ ３５ ４５ ５３ ３４ ２９   

６６ ３５ ４６ ５４ ３４ ２９   

６７ ３６ ４７ ５５ ３５ ２９   

６８ ３６ ４８ ５６ ３５ ２９   

６９ ３７ ４９ ５７ ３５ ３０   

７０ ３７ ４９ ５７ ３６ ３０   

７１ ３８ ５０ ５８ ３６ ３０   

７２ ３８ ５０ ５８ ３６ ３０   

７３ ３９ ５１ ５９ ３７ ３０   

７４ ３９ ５１ ５９ ３７ ３１   

７５ ４０ ５２ ６０ ３７ ３１   

７６ ４０ ５２ ６０ ３７ ３１   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
七

７７ ４１ ５３ ６１ ３８ ３１   

７８ ４１ ５３ ６１ ３８     

７９ ４１ ５３ ６２ ３８     

８０ ４２ ５４ ６２ ３８     

８１ ４２ ５４ ６３ ３９     

８２ ４２ ５４ ６３ ３９     

８３ ４３ ５５ ６４ ３９     

８４ ４３ ５５ ６４ ３９     

８５ ４３ ５５ ６５ ３９     

８６   ５６ ６６ ４０     

８７   ５６ ６７ ４０     

８８   ５６ ６８ ４０     

８９   ５６ ６９ ４０     

９０   ５６ ６９ ４０     

９１   ５７ ７０ ４１     

９２   ５７ ７０ ４１     

９３   ５７ ７０ ４１     

９４   ５７ ７０ ４１     

９５   ５７ ７０ ４１     

９６   ５８ ７０ ４２     

９７   ５８ ７０ ４２     

９８   ５８ ７０ ４２     

９９   ５８ ７０ ４２     

１００   ５８ ７０ ４２     

１０１   ５９ ７０ ４３     

１０２   ５９ ７０       

１０３   ５９ ７０       

１０４   ５９ ７０       

１０５   ５９ ７０       

１０６     ７０       



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
八

１０７     ７０       

１０８     ７０       

１０９     ７０       

ニ 医療職給料表（三）昇格時号給対応表 

昇格した日の

前日に受けて

いた号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

１ １ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ １ １ 

１０ １ １ １ １ １ １ 

１１ １ １ １ １ １ １ 

１２ １ １ １ １ １ １ 

１３ １ １ １ １ １ １ 

１４ １ １ ２ １ １ １ 

１５ １ １ ３ １ １ １ 

１６ １ １ ４ １ １ １ 

１７ １ １ ５ １ １ １ 

１８ ２ １ ６ １ １ １ 

１９ ３ １ ７ １ １ １ 

２０ ４ １ ８ １ １ １ 

２１ ５ １ ９ １ １ １ 

２２ ６ １ １０ ２ １ ２ 

２３ ７ １ １１ ３ １ ３ 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
九

２４ ８ １ １２ ４ １ ４ 

２５ ９ １ １３ ５ １ ５ 

２６ １０ １ １４ ６ ２ ６ 

２７ １１ １ １５ ７ ３ ７ 

２８ １２ １ １６ ８ ４ ８ 

２９ １３ １ １７ ９ ５ ９ 

３０ １４ ２ １８ １０ ６ １０ 

３１ １５ ３ １９ １１ ７ １１ 

３２ １６ ４ ２０ １２ ８ １２ 

３３ １７ ５ ２１ １３ ９ １３ 

３４ １８ ６ ２２ １４ １０ １４ 

３５ １９ ７ ２３ １５ １１ １５ 

３６ ２０ ８ ２４ １６ １２ １６ 

３７ ２１ ９ ２５ １７ １３ １７ 

３８ ２２ １０ ２６ １８ １４ １８ 

３９ ２３ １１ ２７ １９ １５ １９ 

４０ ２４ １２ ２８ ２０ １６ ２０ 

４１ ２５ １３ ２９ ２１ １７ ２０ 

４２ ２６ １４ ３０ ２２ １７ ２０ 

４３ ２７ １５ ３１ ２３ １８ ２０ 

４４ ２８ １６ ３２ ２４ １８ ２０ 

４５ ２９ １７ ３３ ２５ １９ ２１ 

４６ ３０ １８ ３４ ２６ １９ ２１ 

４７ ３１ １９ ３５ ２７ ２０ ２１ 

４８ ３２ ２０ ３６ ２８ ２０ ２１ 

４９ ３３ ２１ ３７ ２９ ２１ ２１ 

５０ ３４ ２２ ３８ ３０ ２１ ２２ 

５１ ３５ ２３ ３９ ３１ ２２ ２２ 

５２ ３６ ２４ ４０ ３２ ２２ ２２ 

５３ ３７ ２５ ４１ ３３ ２３ ２２ 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
〇

５４ ３８ ２６ ４２ ３４ ２３ ２２ 

５５ ３９ ２７ ４３ ３５ ２４ ２３ 

５６ ４０ ２８ ４４ ３６ ２４ ２３ 

５７ ４１ ２９ ４５ ３７ ２５ ２３ 

５８ ４１ ３０ ４６ ３８ ２５   

５９ ４２ ３１ ４７ ３９ ２６   

６０ ４２ ３２ ４８ ４０ ２６   

６１ ４３ ３３ ４９ ４１ ２７   

６２ ４３ ３４ ５０ ４２ ２７   

６３ ４４ ３５ ５１ ４３ ２８   

６４ ４４ ３６ ５２ ４４ ２８   

６５ ４５ ３７ ５３ ４５ ２９   

６６ ４６ ３８ ５４ ４５ ２９   

６７ ４７ ３９ ５５ ４６ ２９   

６８ ４８ ４０ ５６ ４６ ２９   

６９ ４９ ４１ ５７ ４７ ２９   

７０ ５０ ４２ ５８ ４７ ２９   

７１ ５１ ４３ ５９ ４８ ３０   

７２ ５２ ４４ ６０ ４８ ３０   

７３ ５３ ４５ ６１ ４９ ３０   

７４ ５４ ４６ ６２ ５０ ３０   

７５ ５５ ４７ ６３ ５１ ３０   

７６ ５６ ４８ ６４ ５２ ３０   

７７ ５７ ４９ ６５ ５３ ３１   

７８ ５８ ５０ ６６ ５３ ３１   

７９ ５９ ５１ ６７ ５４ ３１   

８０ ６０ ５２ ６８ ５４ ３１   

８１ ６１ ５３ ６９ ５５ ３１   

８２ ６２ ５４ ７０ ５５ ３１   

８３ ６３ ５５ ７１ ５６ ３２   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
一

８４ ６４ ５６ ７２ ５６ ３２   

８５ ６５ ５７ ７３ ５７ ３２   

８６ ６５ ５８ ７４ ５７     

８７ ６６ ５９ ７５ ５８     

８８ ６６ ６０ ７６ ５８     

８９ ６７ ６１ ７７ ５９     

９０ ６７ ６２ ７８ ５９     

９１ ６８ ６３ ７９ ６０     

９２ ６８ ６４ ８０ ６０     

９３ ６９ ６５ ８１ ６０     

９４ ７０ ６６ ８１ ６０     

９５ ７１ ６７ ８２ ６１     

９６ ７２ ６８ ８２ ６１     

９７ ７３ ６９ ８３ ６１     

９８ ７４ ７０ ８３ ６１     

９９ ７５ ７１ ８４ ６２     

１００ ７６ ７２ ８４ ６２     

１０１ ７７ ７３ ８５ ６２     

１０２ ７７ ７４ ８６ ６２     

１０３ ７８ ７５ ８７ ６３     

１０４ ７８ ７６ ８８ ６３     

１０５ ７９ ７７ ８８ ６３     

１０６ ７９ ７７ ８８ ６３     

１０７ ８０ ７７ ８９ ６４     

１０８ ８０ ７８ ８９ ６４     

１０９ ８１ ７８ ８９ ６５     

１１０ ８１ ７８ ９０       

１１１ ８１ ７９ ９０       

１１２ ８１ ７９ ９０       

１１３ ８１ ７９ ９１       



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
二

１１４ ８２ ８０ ９１       

１１５ ８２ ８０ ９１       

１１６ ８２ ８０ ９２       

１１７ ８２ ８１ ９２       

１１８ ８２ ８１ ９２       

１１９ ８３ ８１ ９３       

１２０ ８３ ８１ ９３       

１２１ ８３ ８２ ９３       

１２２ ８３ ８２         

１２３ ８３ ８２         

１２４ ８４ ８２         

１２５ ８４ ８３         

１２６ ８４ ８３         

１２７ ８４ ８３         

１２８ ８４ ８３         

１２９ ８５ ８４         

１３０ ８５ ８４         

１３１ ８５ ８４         

１３２ ８６ ８４         

１３３ ８６ ８５         

１３４ ８６ ８５         

１３５ ８７ ８５         

１３６ ８７ ８６         

１３７ ８７ ８６         

１３８ ８８ ８６         

１３９ ８８ ８６         

１４０ ８８ ８６         

１４１ ８９ ８７         

１４２ ８９ ８７         

１４３ ８９ ８７         



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
三

１４４ ８９ ８７         

１４５ ９０ ８７         

１４６ ９０ ８８         

１４７ ９０ ８８         

１４８ ９０ ８８         

１４９ ９１ ８８         

１５０ ９１ ８８         

１５１ ９１ ８９         

１５２ ９１ ８９         

１５３ ９２ ８９         

１５４ ９２           

１５５ ９２           

１５６ ９２           

１５７ ９３           

１５８ ９３           

１５９ ９３           

１６０ ９４           

１６１ ９４           

１６２ ９４           

１６３ ９５           

１６４ ９５           

１６５ ９５           

１６６ ９６           

１６７ ９６           

１６８ ９６           

１６９ ９７           

ホ 研究職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の

前日に受けて

いた号給 

昇格後の号給 

２級 

 

３級 ４級 ５級 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
四

１ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ 

１０ １ １ １ １ 

１１ １ １ １ １ 

１２ １ １ １ １ 

１３ １ １ １ ２ 

１４ １ １ １ ２ 

１５ １ １ １ ２ 

１６ １ １ １ ２ 

１７ １ １ １ ２ 

１８ １ １ １ ２ 

１９ １ １ １ ２ 

２０ １ １ １ ３ 

２１ １ １ １ ３ 

２２ １ １ １ ３ 

２３ １ １ １ ３ 

２４ １ １ １ ３ 

２５ １ １ １ ３ 

２６ ２ １ ２ ３ 

２７ ３ １ ３ ４ 

２８ ４ １ ４ ４ 

２９ ５ １ ５ ４ 

３０ ６ １ ６ ４ 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
五

３１ ７ １ ７ ４ 

３２ ８ １ ８ ４ 

３３ ９ １ ９ ４ 

３４ １０ １ １０ ５ 

３５ １１ １ １１ ５ 

３６ １２ １ １２ ５ 

３７ １３ １ １３ ５ 

３８ １４ １ １３ ５ 

３９ １５ １ １４ ５ 

４０ １６ １ １４ ５ 

４１ １７ １ １５ ６ 

４２ １７ ２ １５ ６ 

４３ １８ ３ １６ ６ 

４４ １８ ４ １６ ６ 

４５ １９ ５ １７ ６ 

４６ １９ ６ １８ ６ 

４７ ２０ ７ １９ ６ 

４８ ２０ ８ ２０ ６ 

４９ ２１ ９ ２１ ６ 

５０ ２２ ９ ２１ ７ 

５１ ２３ ９ ２１ ７ 

５２ ２４ １０ ２２ ７ 

５３ ２５ １０ ２２ ７ 

５４ ２５ １０ ２２ ７ 

５５ ２６ １１ ２３ ７ 

５６ ２６ １１ ２３ ７ 

５７ ２７ １１ ２３ ７ 

５８ ２７ １２ ２４   

５９ ２８ １２ ２４   

６０ ２８ １２ ２４   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
六

６１ ２９ １３ ２５   

６２ ２９ １３ ２５   

６３ ２９ １４ ２６   

６４ ３０ １４ ２６   

６５ ３０ １５ ２６   

６６ ３０ １５ ２６   

６７ ３１ １６ ２７   

６８ ３１ １６ ２７   

６９ ３１ １７ ２７   

７０ ３２ １７ ２８   

７１ ３２ １７ ２８   

７２ ３２ １８ ２８   

７３ ３３ １８ ２９   

７４ ３３ １８ ２９   

７５ ３４ １９ ２９   

７６ ３４ １９ ３０   

７７ ３５ １９ ３０   

７８ ３５ ２０ ３０   

７９ ３６ ２０ ３１   

８０ ３６ ２０ ３１   

８１ ３７ ２１ ３１   

８２ ３７ ２２     

８３ ３８ ２３     

８４ ３８ ２４     

８５ ３９ ２５     

８６ ３９ ２５     

８７ ４０ ２５     

８８ ４０ ２５     

８９ ４１ ２６     

９０ ４１ ２６     



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
七

９１ ４２ ２６     

９２ ４２ ２６     

９３ ４３ ２７     

９４ ４３ ２７     

９５ ４４ ２７     

９６ ４４ ２７     

９７ ４５ ２８     

９８ ４６ ２８     

９９ ４７ ２８     

１００ ４８ ２８     

１０１ ４９ ２９     

１０２ ５０ ２９     

１０３ ５１ ２９     

１０４ ５２ ３０     

１０５ ５３ ３０     

１０６ ５３ ３０     

１０７ ５３ ３０     

１０８ ５４ ３０     

１０９ ５４ ３１     

１１０ ５４ ３１     

１１１ ５５ ３１     

１１２ ５５ ３１     

１１３ ５５ ３１     

１１４ ５６ ３２     

１１５ ５６ ３２     

１１６ ５６ ３２     

１１７ ５７ ３２     

１１８ ５７ ３２     

１１９ ５８ ３３     

１２０ ５８ ３３     



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
八

１２１ ５９ ３３     

ヘ 福祉職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の

前日に受けて

いた号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

１ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ １ 

１０ １ １ １ １ １ 

１１ １ １ １ １ １ 

１２ １ １ １ １ １ 

１３ １ １ １ １ １ 

１４ １ １ ２ １ １ 

１５ １ １ ３ １ １ 

１６ １ １ ４ １ １ 

１７ １ １ ５ １ １ 

１８ １ １ ６ １ ２ 

１９ １ １ ７ １ ３ 

２０ １ １ ８ １ ４ 

２１ １ １ ９ １ ５ 

２２ １ １ １０ ２ ５ 

２３ １ １ １１ ３ ６ 

２４ １ １ １２ ４ ６ 

２５ １ １ １３ ５ ７ 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
九

２６ １ ２ １４ ６ ７ 

２７ １ ３ １５ ７ ８ 

２８ １ ４ １６ ８ ８ 

２９ １ ５ １７ ９ ９ 

３０ １ ６ １８ １０ ９ 

３１ １ ７ １９ １１ １０ 

３２ １ ８ ２０ １２ １０ 

３３ １ ９ ２１ １３ １１ 

３４ １ １０ ２２ １４ １１ 

３５ １ １１ ２３ １５ １２ 

３６ １ １２ ２４ １６ １２ 

３７ １ １３ ２５ １７ １３ 

３８ ２ １４ ２５ １８ １３ 

３９ ３ １５ ２６ １９ １３ 

４０ ４ １６ ２６ ２０ １３ 

４１ ５ １７ ２７ ２１ １４ 

４２ ６ １８ ２７ ２２ １４ 

４３ ７ １９ ２８ ２３ １４ 

４４ ８ ２０ ２８ ２４ １４ 

４５ ９ ２１ ２９ ２５ １５ 

４６ ９ ２２ ２９ ２６ １５ 

４７ １０ ２３ ３０ ２７ １５ 

４８ １０ ２４ ３０ ２８ １５ 

４９ １１ ２５ ３１ ２９ １５ 

５０ １１ ２６ ３１ ２９ １５ 

５１ １２ ２７ ３２ ３０ １５ 

５２ １２ ２８ ３２ ３０ １５ 

５３ １３ ２９ ３３ ３１ １５ 

５４ １３ ３０ ３３ ３１ １５ 

５５ １４ ３１ ３３ ３２ １５ 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
〇

５６ １４ ３２ ３４ ３２ １６ 

５７ １５ ３３ ３４ ３３ １６ 

５８ １５ ３４ ３４ ３３ １６ 

５９ １６ ３５ ３５ ３４ １６ 

６０ １６ ３６ ３５ ３４ １６ 

６１ １７ ３７ ３５ ３５ １６ 

６２ １７ ３８ ３６ ３５ １６ 

６３ １８ ３９ ３６ ３６ １６ 

６４ １８ ４０ ３６ ３６ １６ 

６５ １９ ４１ ３７ ３７ １６ 

６６ １９ ４２ ３７ ３７   

６７ ２０ ４３ ３７ ３８   

６８ ２０ ４４ ３７ ３８   

６９ ２１ ４５ ３８ ３８   

７０ ２１ ４６ ３８ ３８   

７１ ２２ ４７ ３８ ３８   

７２ ２２ ４８ ３８ ３８   

７３ ２３ ４９ ３８ ３８   

７４ ２３ ５０ ３８ ３８   

７５ ２４ ５１ ３８ ３８   

７６ ２４ ５２ ３９ ３８   

７７ ２５ ５３ ３９ ３９   

７８ ２６ ５３ ３９ ３９   

７９ ２７ ５３ ３９ ３９   

８０ ２８ ５４ ３９ ３９   

８１ ２９ ５４ ３９ ３９   

８２ ２９ ５４ ３９ ３９   

８３ ３０ ５５ ４０ ３９   

８４ ３０ ５５ ４０ ３９   

８５ ３１ ５５ ４０ ３９   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
一

８６ ３１ ５６ ４０     

８７ ３２ ５６ ４０     

８８ ３２ ５６ ４０     

８９ ３３ ５７ ４０     

９０ ３３ ５７       

９１ ３４ ５８       

９２ ３４ ５８       

９３ ３５ ５９       

９４ ３５ ５９       

９５ ３６ ６０       

９６ ３６ ６０       

９７ ３７ ６１       

９８ ３７ ６２       

９９ ３８ ６３       

１００ ３８ ６４       

１０１ ３９ ６４       

１０２ ３９ ６４       

１０３ ４０ ６４       

１０４ ４０ ６４       

１０５ ４１ ６４       

１０６ ４１ ６４       

１０７ ４１ ６４       

１０８ ４１ ６４       

１０９ ４２ ６４       

１１０ ４２ ６４       

１１１ ４２ ６４       

１１２ ４２ ６４       

１１３ ４３ ６４       

１１４ ４３ ６４       

１１５ ４３ ６４       



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
二

１１６ ４３ ６４       

１１７ ４４ ６４       

１１８ ４４         

１１９ ４４         

１２０ ４４         

１２１ ４５         

１２２ ４５         

１２３ ４５         

１２４ ４５         

１２５ ４６         

１２６ ４６         

１２７ ４６         

１２８ ４６         

１２９ ４７         

１３０ ４７         

１３１ ４７         

１３２ ４７         

１３３ ４８         

１３４ ４８         

１３５ ４８         

１３６ ４８         

１３７ ４９         

１３８ ４９         

１３９ ４９         

１４０ ４９         

１４１ ４９         

１４２ ５０         

１４３ ５０         

１４４ ５０         

１４５ ５０         



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
三

１４６ ５０         

１４７ ５１         

１４８ ５１         

１４９ ５１         

１５０ ５１         

１５１ ５１         

１５２ ５２         

１５３ ５２         

 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
四

別表第八の三 降格時号給対応表（第二十七条の二関係） 

イ 行政職給料表降格時号給対応表 

降格した日の

前日に受けて

いた号給 

降格後の号給 

１級 

 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

１ ３３ ２１ ２１ ９ １３ １７ １２ １ 

２ ３３ ２２ ２２ １０ １４ １８ １７ ２ 

３ ３３ ２３ ２３ １１ １５ １９ ２１ ３ 

４ ３４ ２４ ２４ １２ １６ ２０ ２８ ４ 

５ ３５ ２５ ２５ １３ １７ ２２ ４５ ９ 

６ ３６ ２６ ２６ １４ １８ ２４ ４５ ９ 

７ ３８ ２７ ２７ １５ １９ ２６ ４５ ９ 

８ ３９ ２８ ２８ １６ ２０ ２８ ４５ ９ 

９ ４１ ２９ ２９ １７ ２１ ３０ ４５ ９ 

１０ ４２ ３０ ３０ １８ ２２ ３２     

１１ ４３ ３１ ３１ １９ ２３ ３４     

１２ ４４ ３２ ３２ ２０ ２４ ３６     

１３ ４５ ３３ ３３ ２１ ２５ ４０     

１４ ４６ ３４ ３４ ２２ ２６ ４４     

１５ ４７ ３５ ３５ ２３ ２７ ６５     

１６ ４８ ３６ ３６ ２４ ２８ ７２     

１７ ４９ ３７ ３７ ２５ ２９ ７３     

１８ ５０ ３８ ３８ ２６ ３０ ７３     

１９ ５１ ３９ ３９ ２７ ３１ ７３     

２０ ５２ ４０ ４０ ２８ ３２ ７３     

２１ ５４ ４１ ４１ ２９ ３３ ７３     

２２ ５６ ４２ ４２ ３０ ３４ ７３     

２３ ５８ ４３ ４３ ３１ ３５ ７３     

２４ ６０ ４４ ４４ ３２ ３６ ７３     

２５ ６２ ４５ ４５ ３３ ３７ ７３     

別表第八の三　降格時号給対応表（第二十七条の二関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
五

２６ ６４ ４６ ４６ ３４ ３８ ７３     

２７ ６６ ４７ ４７ ３５ ３９ ７３     

２８ ６８ ４８ ４８ ３６ ４０ ７３     

２９ ７１ ４９ ４９ ３７ ４２ ７３     

３０ ７４ ５０ ５０ ３８ ４４ ７３     

３１ ７７ ５１ ５１ ３９ ４６ ７３     

３２ ８０ ５２ ５２ ４０ ４８ ７３     

３３ ８３ ５４ ５３ ４１ ５０ ７３     

３４ ８６ ５６ ５４ ４２ ５２ ７３     

３５ ８９ ５８ ５５ ４３ ５４ ７３     

３６ ９２ ６０ ５６ ４４ ５６ ７３     

３７ ９３ ６１ ５９ ４５ ５８ ７３     

３８ ９３ ６２ ６２ ４６ ６８ ７３     

３９ ９３ ６３ ６５ ４７ ８０ ７３     

４０ ９３ ６４ ６８ ４８ ８４ ７３     

４１ ９３ ６６ ７１ ４９ ８５ ７３     

４２ ９３ ６８ ７４ ５０ ８５ ７３     

４３ ９３ ７０ ７７ ５１ ８５ ７３     

４４ ９３ ７２ ８０ ５２ ８５ ７３     

４５ ９３ ７７ ８４ ５３ ８５ ７３     

４６ ９３ ８２ ８８ ５４ ８５       

４７ ９３ ８７ ９５ ５５ ８５       

４８ ９３ ９２ １０２ ５６ ８５       

４９ ９３ ９７ １０９ ５７ ８５       

５０ ９３ １０２ １０９ ５８ ８５       

５１ ９３ １０７ １０９ ５９ ８５       

５２ ９３ １１６ １０９ ６０ ８５       

５３ ９３ １２５ １０９ ６１ ８５       

５４ ９３ １２５ １０９ ６２ ８５       

５５ ９３ １２５ １０９ ６３ ８５       



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
六

５６ ９３ １２５ １０９ ６４ ８５       

５７ ９３ １２５ １０９ ６５ ８５       

５８ ９３ １２５ １０９ ６６ ８５       

５９ ９３ １２５ １０９ ６７ ８５       

６０ ９３ １２５ １０９ ７２ ８５       

６１ ９３ １２５ １０９ ７７ ８５       

６２ ９３ １２５ １０９ ８０ ８５       

６３ ９３ １２５ １０９ ８１ ８５       

６４ ９３ １２５ １０９ ８２ ８５       

６５ ９３ １２５ １０９ ８３ ８５       

６６ ９３ １２５ １０９ ８４ ８５       

６７ ９３ １２５ １０９ ８５ ８５       

６８ ９３ １２５ １０９ ８５ ８５       

６９ ９３ １２５ １０９ ８５ ８５       

７０ ９３ １２５ １０９ ８５ ８５       

７１ ９３ １２５ １０９ ８５ ８５       

７２ ９３ １２５ １０９ ８５ ８５       

７３ ９３ １２５ １０９ ８５ ８５       

７４ ９３ １２５ １０９ ８５         

７５ ９３ １２５ １０９ ８５         

７６ ９３ １２５ １０９ ８５         

７７ ９３ １２５ １０９ ８５         

７８ ９３ １２５ １０９ ８５         

７９ ９３ １２５ １０９ ８５         

８０ ９３ １２５ １０９ ８５         

８１ ９３ １２５ １０９ ８５         

８２ ９３ １２５ １０９ ８５         

８３ ９３ １２５ １０９ ８５         

８４ ９３ １２５ １０９ ８５         

８５ ９３ １２５ １０９ ８５         



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
七

８６ ９３ １２５             

８７ ９３ １２５             

８８ ９３ １２５             

８９ ９３ １２５             

９０ ９３ １２５             

９１ ９３ １２５             

９２ ９３ １２５             

９３ ９３ １２５             

９４ ９３ １２５             

９５ ９３ １２５             

９６ ９３ １２５             

９７ ９３ １２５             

９８ ９３ １２５             

９９ ９３ １２５             

１００ ９３ １２５             

１０１ ９３ １２５             

１０２ ９３ １２５             

１０３ ９３ １２５             

１０４ ９３ １２５             

１０５ ９３ １２５             

１０６ ９３ １２５             

１０７ ９３ １２５             

１０８ ９３ １２５             

１０９ ９３ １２５             

１１０ ９３               

１１１ ９３               

１１２ ９３               

１１３ ９３               

１１４ ９３               

１１５ ９３               



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
八

１１６ ９３               

１１７ ９３               

１１８ ９３               

１１９ ９３               

１２０ ９３               

１２１ ９３               

１２２ ９３               

１２３ ９３               

１２４ ９３               

１２５ ９３               

ロ 医療職給料表（一）降格時号給対応表 

降格した日の前

日に受けていた

号給 

降格後の号給 

１級 

 

２級 ３級 

１ ３３ ２１ ２３ 

２ ３４ ２２ ２６ 

３ ３５ ２３ ３０ 

４ ３６ ２４ ３３ 

５ ３７ ２５ ７３ 

６ ３８ ２６ ７３ 

７ ３９ ２７ ７３ 

８ ４０ ２８ ７３ 

９ ４１ ２９ ７３ 

１０ ４２ ３０ ７３ 

１１ ４３ ３１   

１２ ４４ ３２   

１３ ４７ ３３   

１４ ５１ ３４   

１５ ５５ ３５   

１６ ５９ ３６   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
九

１７ ６２ ３７   

１８ ６４ ３８   

１９ ６５ ３９   

２０ ６５ ４０   

２１ ６５ ４２   

２２ ６５ ４４   

２３ ６５ ４６   

２４ ６５ ４８   

２５ ６５ ５０   

２６ ６５ ５２   

２７ ６５ ５４   

２８ ６５ ５６   

２９ ６５ ５９   

３０ ６５ ６２   

３１ ６５ ６５   

３２ ６５ ７０   

３３ ６５ ７５   

３４ ６５ ８０   

３５ ６５ ８５   

３６ ６５ ８５   

３７ ６５ ８５   

３８ ６５ ８５   

３９ ６５ ８５   

４０ ６５ ８５   

４１ ６５ ８５   

４２ ６５ ８５   

４３ ６５ ８５   

４４ ６５ ８５   

４５ ６５ ８５   

４６ ６５ ８５   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
〇

４７ ６５ ８５   

４８ ６５ ８５   

４９ ６５ ８５   

５０ ６５ ８５   

５１ ６５ ８５   

５２ ６５ ８５   

５３ ６５ ８５   

５４ ６５ ８５   

５５ ６５ ８５   

５６ ６５ ８５   

５７ ６５ ８５   

５８ ６５ ８５   

５９ ６５ ８５   

６０ ６５ ８５   

６１ ６５ ８５   

６２ ６５ ８５   

６３ ６５ ８５   

６４ ６５ ８５   

６５ ６５ ８５   

６６ ６５ ８５   

６７ ６５ ８５   

６８ ６５ ８５   

６９ ６５ ８５   

７０ ６５ ８５   

７１ ６５ ８５   

７２ ６５ ８５   

７３ ６５ ８５   

７４ ６５     

７５ ６５     

７６ ６５     



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
一

７７ ６５     

７８ ６５     

７９ ６５     

８０ ６５     

８１ ６５     

８２ ６５     

８３ ６５     

８４ ６５     

８５ ６５     

ハ 医療職給料表（二）降格時号給対応表 

降格した日の前

日に受けていた

号給 

降格後の号給 

１級 

 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

１ ２１ ２１ １３ ２１ ２１ ２１ 

２ ２２ ２２ １４ ２２ ２２ ２２ 

３ ２３ ２３ １５ ２３ ２３ ２３ 

４ ２４ ２４ １６ ２４ ２４ ２４ 

５ ２５ ２５ １７ ２５ ２５ ２６ 

６ ２６ ２６ １８ ２６ ２６ ２８ 

７ ２７ ２７ １９ ２７ ２７ ３０ 

８ ２８ ２８ ２０ ２８ ２８ ３２ 

９ ２９ ２９ ２１ ２９ ２９ ３８ 

１０ ３０ ３０ ２２ ３０ ３０ ４４ 

１１ ３１ ３１ ２３ ３１ ３１ ５０ 

１２ ３２ ３２ ２４ ３２ ３２ ５３ 

１３ ３３ ３３ ２５ ３３ ３３ ５３ 

１４ ３４ ３４ ２６ ３４ ３４ ５３ 

１５ ３５ ３５ ２７ ３５ ３５ ５３ 

１６ ３６ ３６ ２８ ３６ ３６ ５３ 

１７ ３７ ３７ ２９ ３７ ３７ ５３ 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
二

１８ ３８ ３８ ３０ ３８ ３８ ５３ 

１９ ３９ ３９ ３１ ３９ ３９ ５３ 

２０ ４０ ４０ ３２ ４０ ４０ ５３ 

２１ ４１ ４１ ３３ ４１ ４３ ５３ 

２２ ４２ ４２ ３４ ４２ ４６ ５３ 

２３ ４３ ４３ ３５ ４３ ４９ ５３ 

２４ ４４ ４４ ３６ ４４ ５２ ５３ 

２５ ４６ ４５ ３７ ４６ ５４ ５３ 

２６ ４８ ４６ ３８ ４８ ５６ ５３ 

２７ ５０ ４７ ３９ ５０ ５８ ５３ 

２８ ５２ ４８ ４０ ５２ ６３ ５３ 

２９ ５４ ４９ ４１ ５４ ６８ ５３ 

３０ ５６ ５０ ４２ ５６ ７３ ５３ 

３１ ５８ ５１ ４３ ５８ ７７ ５３ 

３２ ６０ ５２ ４４ ６０ ７７ ５３ 

３３ ６２ ５３ ４５ ６３ ７７ ５３ 

３４ ６４ ５４ ４６ ６６ ７７ ５３ 

３５ ６６ ５５ ４７ ６９ ７７ ５３ 

３６ ６８ ５６ ４８ ７２ ７７ ５３ 

３７ ７０ ５７ ４９ ７６ ７７ ５３ 

３８ ７２ ５８ ５０ ８０ ７７   

３９ ７４ ５９ ５１ ８５ ７７   

４０ ７６ ６０ ５２ ９０ ７７   

４１ ７９ ６１ ５３ ９５ ７７   

４２ ８２ ６２ ５４ １００ ７７   

４３ ８５ ６３ ５５ １０１ ７７   

４４ ８５ ６４ ５６ １０１ ７７   

４５ ８５ ６５ ５７ １０１ ７７   

４６ ８５ ６６ ５８ １０１ ７７   

４７ ８５ ６７ ５９ １０１ ７７   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
三

４８ ８５ ６８ ６０ １０１ ７７   

４９ ８５ ７０ ６１ １０１ ７７   

５０ ８５ ７２ ６２ １０１ ７７   

５１ ８５ ７４ ６３ １０１ ７７   

５２ ８５ ７６ ６４ １０１ ７７   

５３ ８５ ７９ ６５ １０１ ７７   

５４ ８５ ８２ ６６ １０１     

５５ ８５ ８５ ６７ １０１     

５６ ８５ ９０ ６８ １０１     

５７ ８５ ９５ ７０ １０１     

５８ ８５ １００ ７２ １０１     

５９ ８５ １０５ ７４ １０１     

６０ ８５ １０５ ７６ １０１     

６１ ８５ １０５ ７８ １０１     

６２ ８５ １０５ ８０ １０１     

６３ ８５ １０５ ８２ １０１     

６４ ８５ １０５ ８４ １０１     

６５ ８５ １０５ ８５ １０１     

６６ ８５ １０５ ８６ １０１     

６７ ８５ １０５ ８７ １０１     

６８ ８５ １０５ ８８ １０１     

６９ ８５ １０５ ９０ １０１     

７０ ８５ １０５ １０９ １０１     

７１ ８５ １０５ １０９ １０１     

７２ ８５ １０５ １０９ １０１     

７３ ８５ １０５ １０９ １０１     

７４ ８５ １０５ １０９ １０１     

７５ ８５ １０５ １０９ １０１     

７６ ８５ １０５ １０９ １０１     

７７ ８５ １０５ １０９ １０１     



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
四

７８ ８５ １０５ １０９       

７９ ８５ １０５ １０９       

８０ ８５ １０５ １０９       

８１ ８５ １０５ １０９       

８２ ８５ １０５ １０９       

８３ ８５ １０５ １０９       

８４ ８５ １０５ １０９       

８５ ８５ １０５ １０９       

８６ ８５ １０５ １０９       

８７ ８５ １０５ １０９       

８８ ８５ １０５ １０９       

８９ ８５ １０５ １０９       

９０ ８５ １０５ １０９       

９１ ８５ １０５ １０９       

９２ ８５ １０５ １０９       

９３ ８５ １０５ １０９       

９４ ８５ １０５ １０９       

９５ ８５ １０５ １０９       

９６ ８５ １０５ １０９       

９７ ８５ １０５ １０９       

９８ ８５ １０５ １０９       

９９ ８５ １０５ １０９       

１００ ８５ １０５ １０９       

１０１ ８５ １０５ １０９       

１０２ ８５ １０５         

１０３ ８５ １０５         

１０４ ８５ １０５         

１０５ ８５ １０５         

１０６   １０５         

１０７   １０５         



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
五

１０８   １０５         

１０９   １０５         

ニ 医療職給料表（三）降格時号給対応表 

降格した日の前

日に受けていた

号給 

降格後の号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

１ １７ ２９ １３ ２１ ２５ ２１ 

２ １７ ３０ １４ ２２ ２６ ２２ 

３ １７ ３１ １５ ２３ ２７ ２３ 

４ １８ ３２ １６ ２４ ２８ ２４ 

５ １９ ３３ １７ ２５ ２９ ２５ 

６ ２０ ３４ １８ ２６ ３０ ２６ 

７ ２１ ３５ １９ ２７ ３１ ２７ 

８ ２２ ３６ ２０ ２８ ３２ ２８ 

９ ２４ ３７ ２１ ２９ ３３ ２９ 

１０ ２５ ３８ ２２ ３０ ３４ ３０ 

１１ ２６ ３９ ２３ ３１ ３５ ３１ 

１２ ２８ ４０ ２４ ３２ ３６ ３２ 

１３ ２９ ４１ ２５ ３３ ３７ ３３ 

１４ ３０ ４２ ２６ ３４ ３８ ３４ 

１５ ３１ ４３ ２７ ３５ ３９ ３５ 

１６ ３２ ４４ ２８ ３６ ４０ ３６ 

１７ ３３ ４５ ２９ ３７ ４２ ３７ 

１８ ３４ ４６ ３０ ３８ ４４ ３８ 

１９ ３５ ４７ ３１ ３９ ４６ ３９ 

２０ ３６ ４８ ３２ ４０ ４８ ４４ 

２１ ３７ ４９ ３３ ４１ ５０ ４９ 

２２ ３８ ５０ ３４ ４２ ５２ ５４ 

２３ ３９ ５１ ３５ ４３ ５４ ５７ 

２４ ４０ ５２ ３６ ４４ ５６ ５７ 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
六

２５ ４１ ５３ ３７ ４５ ５８ ５７ 

２６ ４２ ５４ ３８ ４６ ６０ ５７ 

２７ ４３ ５５ ３９ ４７ ６２ ５７ 

２８ ４４ ５６ ４０ ４８ ６４ ５７ 

２９ ４５ ５７ ４１ ４９ ７０ ５７ 

３０ ４６ ５８ ４２ ５０ ７６ ５７ 

３１ ４７ ５９ ４３ ５１ ８２ ５７ 

３２ ４８ ６０ ４４ ５２ ８５ ５７ 

３３ ４９ ６１ ４５ ５３ ８５ ５７ 

３４ ５０ ６２ ４６ ５４ ８５ ５７ 

３５ ５１ ６３ ４７ ５５ ８５ ５７ 

３６ ５２ ６４ ４８ ５６ ８５ ５７ 

３７ ５３ ６５ ４９ ５７ ８５ ５７ 

３８ ５４ ６６ ５０ ５８ ８５ ５７ 

３９ ５５ ６７ ５１ ５９ ８５ ５７ 

４０ ５６ ６８ ５２ ６０ ８５ ５７ 

４１ ５８ ６９ ５３ ６１ ８５ ５７ 

４２ ６０ ７０ ５４ ６２ ８５   

４３ ６２ ７１ ５５ ６３ ８５   

４４ ６４ ７２ ５６ ６４ ８５   

４５ ６５ ７３ ５７ ６６ ８５   

４６ ６６ ７４ ５８ ６８ ８５   

４７ ６７ ７５ ５９ ７０ ８５   

４８ ６８ ７６ ６０ ７２ ８５   

４９ ６９ ７７ ６１ ７３ ８５   

５０ ７０ ７８ ６２ ７４ ８５   

５１ ７１ ７９ ６３ ７５ ８５   

５２ ７２ ８０ ６４ ７６ ８５   

５３ ７３ ８１ ６５ ７８ ８５   

５４ ７４ ８２ ６６ ８０ ８５   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
七

５５ ７５ ８３ ６７ ８２ ８５   

５６ ７６ ８４ ６８ ８４ ８５   

５７ ７７ ８５ ６９ ８６ ８５   

５８ ７８ ８６ ７０ ８８     

５９ ７９ ８７ ７１ ９０     

６０ ８０ ８８ ７２ ９４     

６１ ８１ ８９ ７３ ９８     

６２ ８２ ９０ ７４ １０２     

６３ ８３ ９１ ７５ １０６     

６４ ８４ ９２ ７６ １０８     

６５ ８６ ９３ ７７ １０９     

６６ ８８ ９４ ７８ １０９     

６７ ９０ ９５ ７９ １０９     

６８ ９２ ９６ ８０ １０９     

６９ ９３ ９７ ８１ １０９     

７０ ９４ ９８ ８２ １０９     

７１ ９５ ９９ ８３ １０９     

７２ ９６ １００ ８４ １０９     

７３ ９７ １０１ ８５ １０９     

７４ ９８ １０２ ８６ １０９     

７５ ９９ １０３ ８７ １０９     

７６ １００ １０４ ８８ １０９     

７７ １０２ １０７ ８９ １０９     

７８ １０４ １１０ ９０ １０９     

７９ １０６ １１３ ９１ １０９     

８０ １０８ １１６ ９２ １０９     

８１ １１３ １２０ ９４ １０９     

８２ １１８ １２４ ９６ １０９     

８３ １２３ １２８ ９８ １０９     

８４ １２８ １３２ １００ １０９     



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
八

８５ １３１ １３５ １０１ １０９     

８６ １３４ １４０ １０２       

８７ １３７ １４５ １０３       

８８ １４０ １５０ １０６       

８９ １４４ １５３ １０９       

９０ １４８ １５３ １１２       

９１ １５２ １５３ １１５       

９２ １５６ １５３ １１８       

９３ １５９ １５３ １２１       

９４ １６２ １５３ １２１       

９５ １６５ １５３ １２１       

９６ １６８ １５３ １２１       

９７ １６９ １５３ １２１       

９８ １６９ １５３ １２１       

９９ １６９ １５３ １２１       

１００ １６９ １５３ １２１       

１０１ １６９ １５３ １２１       

１０２ １６９ １５３ １２１       

１０３ １６９ １５３ １２１       

１０４ １６９ １５３ １２１       

１０５ １６９ １５３ １２１       

１０６ １６９ １５３ １２１       

１０７ １６９ １５３ １２１       

１０８ １６９ １５３ １２１       

１０９ １６９ １５３ １２１       

１１０ １６９ １５３         

１１１ １６９ １５３         

１１２ １６９ １５３         

１１３ １６９ １５３         

１１４ １６９ １５３         



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
九

１１５ １６９ １５３         

１１６ １６９ １５３         

１１７ １６９ １５３         

１１８ １６９ １５３         

１１９ １６９ １５３         

１２０ １６９ １５３         

１２１ １６９ １５３         

１２２ １６９           

１２３ １６９           

１２４ １６９           

１２５ １６９           

１２６ １６９           

１２７ １６９           

１２８ １６９           

１２９ １６９           

１３０ １６９           

１３１ １６９           

１３２ １６９           

１３３ １６９           

１３４ １６９           

１３５ １６９           

１３６ １６９           

１３７ １６９           

１３８ １６９           

１３９ １６９           

１４０ １６９           

１４１ １６９           

１４２ １６９           

１４３ １６９           

１４４ １６９           



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

五
〇

１４５ １６９           

１４６ １６９           

１４７ １６９           

１４８ １６９           

１４９ １６９           

１５０ １６９           

１５１ １６９           

１５２ １６９           

１５３ １６９           

ホ 研究職給料表降格時号給対応表 

降格した日の

前日に受けて

いた号給 

降格後の号給 

１級 

 

 

２級 ３級 ４級 

１ ２５ ４１ ２５ １２ 

２ ２６ ４２ ２６ １９ 

３ ２７ ４３ ２７ ２６ 

４ ２８ ４４ ２８ ３３ 

５ ２９ ４５ ２９ ４０ 

６ ３０ ４６ ３０ ４９ 

７ ３１ ４７ ３１ ５７ 

８ ３２ ４８ ３２ ５７ 

９ ３３ ５１ ３３ ５７ 

１０ ３４ ５４ ３４ ５７ 

１１ ３５ ５７ ３５ ５７ 

１２ ３６ ６０ ３６ ５７ 

１３ ３７ ６２ ３８ ５７ 

１４ ３８ ６４ ４０ ５７ 

１５ ３９ ６６ ４２   

１６ ４０ ６８ ４４   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

五
一

１７ ４２ ７１ ４５   

１８ ４４ ７４ ４６   

１９ ４６ ７７ ４７   

２０ ４８ ８０ ４８   

２１ ４９ ８１ ５１   

２２ ５０ ８２ ５４   

２３ ５１ ８３ ５７   

２４ ５２ ８４ ６０   

２５ ５４ ８８ ６２   

２６ ５６ ９２ ６６   

２７ ５８ ９６ ６９   

２８ ６０ １００ ７２   

２９ ６３ １０３ ７５   

３０ ６６ １０８ ７８   

３１ ６９ １１３ ８１   

３２ ７２ １１８ ８１   

３３ ７４ １２１ ８１   

３４ ７６ １２１ ８１   

３５ ７８ １２１ ８１   

３６ ８０ １２１ ８１   

３７ ８２ １２１ ８１   

３８ ８４ １２１ ８１   

３９ ８６ １２１ ８１   

４０ ８８ １２１ ８１   

４１ ９０ １２１ ８１   

４２ ９２ １２１ ８１   

４３ ９４ １２１ ８１   

４４ ９６ １２１ ８１   

４５ ９７ １２１ ８１   

４６ ９８ １２１ ８１   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

五
二

４７ ９９ １２１ ８１   

４８ １００ １２１ ８１   

４９ １０１ １２１ ８１   

５０ １０２ １２１ ８１   

５１ １０３ １２１ ８１   

５２ １０４ １２１ ８１   

５３ １０７ １２１ ８１   

５４ １１０ １２１ ８１   

５５ １１３ １２１ ８１   

５６ １１６ １２１ ８１   

５７ １１８ １２１ ８１   

５８ １２０ １２１     

５９ １２１ １２１     

６０ １２１ １２１     

６１ １２１ １２１     

６２ １２１ １２１     

６３ １２１ １２１     

６４ １２１ １２１     

６５ １２１ １２１     

６６ １２１ １２１     

６７ １２１ １２１     

６８ １２１ １２１     

６９ １２１ １２１     

７０ １２１ １２１     

７１ １２１ １２１     

７２ １２１ １２１     

７３ １２１ １２１     

７４ １２１ １２１     

７５ １２１ １２１     

７６ １２１ １２１     



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

五
三

７７ １２１ １２１     

７８ １２１ １２１     

７９ １２１ １２１     

８０ １２１ １２１     

８１ １２１ １２１     

８２ １２１       

８３ １２１       

８４ １２１       

８５ １２１       

８６ １２１       

８７ １２１       

８８ １２１       

８９ １２１       

９０ １２１       

９１ １２１       

９２ １２１       

９３ １２１       

９４ １２１       

９５ １２１       

９６ １２１       

９７ １２１       

９８ １２１       

９９ １２１       

１００ １２１       

１０１ １２１       

１０２ １２１       

１０３ １２１       

１０４ １２１       

１０５ １２１       

１０６ １２１       



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

五
四

１０７ １２１       

１０８ １２１       

１０９ １２１       

１１０ １２１       

１１１ １２１       

１１２ １２１       

１１３ １２１       

１１４ １２１       

１１５ １２１       

１１６ １２１       

１１７ １２１       

１１８ １２１       

１１９ １２１       

１２０ １２１       

１２１ １２１       

ヘ 福祉職給料表降格時号給対応表 

降格した日の前

日に受けていた

号給 

降格後の号給 

１級 

 

 

２級 ３級 ４級 ５級 

１ ３７ ２５ １３ ２１ １７ 

２ ３８ ２６ １４ ２２ １８ 

３ ３９ ２７ １５ ２３ １９ 

４ ４０ ２８ １６ ２４ ２０ 

５ ４１ ２９ １７ ２５ ２２ 

６ ４２ ３０ １８ ２６ ２４ 

７ ４３ ３１ １９ ２７ ２６ 

８ ４４ ３２ ２０ ２８ ２８ 

９ ４６ ３３ ２１ ２９ ３０ 

１０ ４８ ３４ ２２ ３０ ３２ 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

五
五

１１ ５０ ３５ ２３ ３１ ３４ 

１２ ５２ ３６ ２４ ３２ ３６ 

１３ ５４ ３７ ２５ ３３ ４０ 

１４ ５６ ３８ ２６ ３４ ４４ 

１５ ５８ ３９ ２７ ３５ ５５ 

１６ ６０ ４０ ２８ ３６ ６５ 

１７ ６２ ４１ ２９ ３７ ６５ 

１８ ６４ ４２ ３０ ３８ ６５ 

１９ ６６ ４３ ３１ ３９ ６５ 

２０ ６８ ４４ ３２ ４０ ６５ 

２１ ７０ ４５ ３３ ４１ ６５ 

２２ ７２ ４６ ３４ ４２ ６５ 

２３ ７４ ４７ ３５ ４３ ６５ 

２４ ７６ ４８ ３６ ４４ ６５ 

２５ ７７ ４９ ３８ ４５ ６５ 

２６ ７８ ５０ ４０ ４６ ６５ 

２７ ７９ ５１ ４２ ４７ ６５ 

２８ ８０ ５２ ４４ ４８ ６５ 

２９ ８２ ５３ ４６ ５０ ６５ 

３０ ８４ ５４ ４８ ５２ ６５ 

３１ ８６ ５５ ５０ ５４ ６５ 

３２ ８８ ５６ ５２ ５６ ６５ 

３３ ９０ ５７ ５５ ５８ ６５ 

３４ ９２ ５８ ５８ ６０ ６５ 

３５ ９４ ５９ ６１ ６２ ６５ 

３６ ９６ ６０ ６４ ６４ ６５ 

３７ ９８ ６１ ６８ ６６ ６５ 

３８ １００ ６２ ７５ ７６ ６５ 

３９ １０２ ６３ ８２ ８５ ６５ 

４０ １０４ ６４ ８９ ８５ ６５ 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

五
六

４１ １０８ ６５ ８９ ８５ ６５ 

４２ １１２ ６６ ８９ ８５ ６５ 

４３ １１６ ６７ ８９ ８５ ６５ 

４４ １２０ ６８ ８９ ８５ ６５ 

４５ １２４ ６９ ８９ ８５ ６５ 

４６ １２８ ７０ ８９ ８５   

４７ １３２ ７１ ８９ ８５   

４８ １３６ ７２ ８９ ８５   

４９ １４１ ７３ ８９ ８５   

５０ １４６ ７４ ８９ ８５   

５１ １５１ ７５ ８９ ８５   

５２ １５３ ７６ ８９ ８５   

５３ １５３ ７９ ８９ ８５   

５４ １５３ ８２ ８９ ８５   

５５ １５３ ８５ ８９ ８５   

５６ １５３ ８８ ８９ ８５   

５７ １５３ ９０ ８９ ８５   

５８ １５３ ９２ ８９ ８５   

５９ １５３ ９４ ８９ ８５   

６０ １５３ ９６ ８９ ８５   

６１ １５３ ９７ ８９ ８５   

６２ １５３ ９８ ８９ ８５   

６３ １５３ ９９ ８９ ８５   

６４ １５３ １１７ ８９ ８５   

６５ １５３ １１７ ８９ ８５   

６６ １５３ １１７ ８９     

６７ １５３ １１７ ８９     

６８ １５３ １１７ ８９     

６９ １５３ １１７ ８９     

７０ １５３ １１７ ８９     



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

五
七

７１ １５３ １１７ ８９     

７２ １５３ １１７ ８９     

７３ １５３ １１７ ８９     

７４ １５３ １１７ ８９     

７５ １５３ １１７ ８９     

７６ １５３ １１７ ８９     

７７ １５３ １１７ ８９     

７８ １５３ １１７ ８９     

７９ １５３ １１７ ８９     

８０ １５３ １１７ ８９     

８１ １５３ １１７ ８９     

８２ １５３ １１７ ８９     

８３ １５３ １１７ ８９     

８４ １５３ １１７ ８９     

８５ １５３ １１７ ８９     

８６ １５３ １１７       

８７ １５３ １１７       

８８ １５３ １１７       

８９ １５３ １１７       

９０ １５３         

９１ １５３         

９２ １５３         

９３ １５３         

９４ １５３         

９５ １５３         

９６ １５３         

９７ １５３         

９８ １５３         

９９ １５３         

１００ １５３         



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

五
八

１０１ １５３         

１０２ １５３         

１０３ １５３         

１０４ １５３         

１０５ １５３         

１０６ １５３         

１０７ １５３         

１０８ １５３         

１０９ １５３         

１１０ １５３         

１１１ １５３         

１１２ １５３         

１１３ １５３         

１１４ １５３         

１１５ １５３         

１１６ １５３         

１１７ １５３         

 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

五
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

感
染
症
対
策
監

ポ
ー
ツ
戦
略
推
進
監
」
を
「
文
化
振
興
戦
略
監
」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
域
ブ
ラ
ン
ド
推
進
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
士
山
保
全
・
観
光
エ
コ
シ
ス
テ
ム
推
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
士
五
湖
自
然
首
都
圏
推
進
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
感
染
症
対
策
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
国
際
戦
略
監　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

観
光
政
策
推
進
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

リ
ニ
ア
・
次
世
代
交
通
推
進
監　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

観
光
振
興
監

を
「
高
度
政
策
推
進
監
」
に
、　

新
事
業
チ
ャ
レ
ン
ジ
推
進
監　
　

を　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

観
光
地
経
営
支
援
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

情
報
政
策
推
進
監　
　
　
　
　
　
　
　

監　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
ア
ル
プ
ス
観
光
振

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

D
X
推
進
監　
　
　
　
　
　
　

」　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
士
山
観
光
振
興
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
こ
ど
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
観
光
推
進
監　
　
　
　
　

「
厚
生
管
理
監

　

に
、
「
観
光
推
進
監
」
を　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　

厚
生
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

デ
ザ
イ
ン
推
進
監
」　
　
　

介
護
保
険
指
導
監
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
齢
者

興
監

　
　

」

支
援
対
策
監

理
監　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
部
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
部
中
北
地
域

健
康
づ
く
り
推
進
監
」　

県
民
セ
ン
タ
ー
の
項
、
峡
東
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
の
項
、
峡
南
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
の
項
、
富
士
・

東
部
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
及
び
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
十
福
祉
保
健
部
衛
生
薬
務
課
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

高
度
政
策
推

進
局
高
度
政

策
企
画
イ
ニ

シ
ア
チ
ブ

県
政
に
と
つ
て
重
要
か
つ
困
難
な
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
プ
ロ
ジ

エ
ク
ト
の
企
画
及
び
当
該
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
の
実
施
に
付
随
す
る
部
下

の
指
揮
監
督
、
庁
内
調
整
等
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
事
務
局
長

別
表
第
十
二
知
事
の
事
務
部
局
の
部
本
庁
の
項
中　

感
染
症
対
策
統
轄
官
補　
　
　
　

を
「
事
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
多
様
性
・
働
き
方
統
括
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
ど
も
・
次
世
代
統
括
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
士
山
未
来
・
次
世
代
交

　
　
　

「
知
事
政
策
補
佐
官　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
ブ
ラ
ン
ド
・
国
際
戦

局
長
」
に
、　

地
域
ブ
ラ
ン
ド
・
広
聴
広
報
統
括
官　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

感
染
症
対
策
統
括
官

　
　
　
　

富
士
山
保
全
・
観
光
エ
コ
シ
ス
テ
ム
推
進
統
括
官
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ス
ポ
ー
ツ
統
括
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

知
事
政
策
補
佐
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦
略
監

通
統
括
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
D
X
・
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
改
革
戦
略
監

略
統
括
官

　
　
　

に
、
「
歳
入
確
保
対
策
監
」
を　

財
産
高
度
化
戦
略
監　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
「
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
町
村
・
広
域
連
携
戦
略
監　
　
　
　

」

　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
人
口
減
少
危
機
対
策
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
口
減
少
調
査
監

こ
こ
ろ
の
発
達
総

合
支
援
セ
ン
タ
ー

所
長

五
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
四
種
）

次
長

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

中
央
児
童
相
談
所

所
長

五
種

副
所
長

六
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
五
種
）

次
長

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

児
童
福
祉
指
導

幹

八
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
七
種
）

都
留
児
童
相
談
所

所
長

五
種　

次
長

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

児
童
福
祉
指
導

幹

八
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
七
種
）

甲
陽
学
園

園
長

五
種

副
園
長

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

子
ど
も
心
理
治
療

セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い

す
の
杜

所
長

五
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
四
種
）

次
長

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

心
理
治
療
指
導

幹

七
種



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

六
〇

別
表
第
十
二
知
事
の
事
務
部
局
の
部
職
員
研
修
所
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
十
二
知
事
の
事
務
部
局
の
部
産
業
技
術
短
期
大
学
校
の
項
、
峡
南
高
等
技
術
専
門
校
の
項

及
び
就
業
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
こ
ろ
の
発
達
総

合
支
援
セ
ン
タ
ー

所
長

五
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
四
種
）

次
長

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

中
央
児
童
相
談
所

所
長

五
種

副
所
長

六
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
五
種
）

次
長

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

児
童
福
祉
指
導

幹

八
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
七
種
）

都
留
児
童
相
談
所

所
長

五
種　

次
長

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

児
童
福
祉
指
導

幹

八
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
七
種
）

甲
陽
学
園

園
長

五
種

副
園
長

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

子
ど
も
心
理
治
療

セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い

す
の
杜

所
長

五
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
四
種
）

次
長

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

心
理
治
療
指
導

幹

七
種

中
北
地
域
県
民
セ

ン
タ
ー

所
長

四
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
二
種
又

は
三
種
）

次
長

五
種

工
事
検
査
幹

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

地
域
防
災
幹

七
種

峡
東
地
域
県
民
セ

ン
タ
ー

所
長

四
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
三
種
）

次
長

五
種

工
事
検
査
幹

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

地
域
防
災
幹

七
種

峡
南
地
域
県
民
セ

ン
タ
ー

所
長

四
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
三
種
）

次
長

五
種

工
事
検
査
幹

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

次
長
（
西
八
代

合
同
庁
舎
に
勤

務
す
る
者
）

地
域
防
災
幹

七
種

中
北
地
域
県
民
セ

ン
タ
ー

所
長

四
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
二
種
又

は
三
種
）

次
長

五
種

工
事
検
査
幹

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

地
域
防
災
幹

七
種

峡
東
地
域
県
民
セ

ン
タ
ー

所
長

四
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
三
種
）

次
長

五
種

工
事
検
査
幹

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

地
域
防
災
幹

七
種

峡
南
地
域
県
民
セ

ン
タ
ー

所
長

四
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
三
種
）

次
長

五
種

工
事
検
査
幹

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

次
長
（
西
八
代

合
同
庁
舎
に
勤

務
す
る
者
）

地
域
防
災
幹

七
種

富
士
・
東
部
地
域

県
民
セ
ン
タ
ー

所
長

四
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
三
種
）

次
長

五
種

工
事
検
査
幹

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

地
域
防
災
幹

七
種

県
民
生
活
セ
ン
タ

ー

所
長

四
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
三
種
）

次
長

六
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
五
種
）
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六
一

別
表
第
十
二
知
事
の
事
務
部
局
の
部
富
士
・
東
部
農
務
事
務
所
の
項
中

　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
部
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
の
項
中

「
工
事
施
工
管
理
幹

　
　
　
　
　
　
　

を
「
技
術
審
査
幹
」
に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
事
務
局
の
部
総
合
教
育
セ

技
術
審
査
幹　
　

」

ン
タ
ー
の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

に
改
め
る
。

（
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
別
表
第
四
」
を
「
別
表
第
四
イ
」
に
、
「
昇
給
号
給
数
表
」
を
「
行
政
職

給
料
表
七
級
以
下
職
員
相
当
職
員
昇
給
号
給
数
表
」
に
改
め
、
「
掲
げ
る
号
給
数
」
の
下
に
「
（
第

二
十
条
の
五
の
二
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
四
ロ
に
定
め
る
行
政
職
給
料
表
八
級
以

上
職
員
相
当
職
員
昇
給
号
給
数
表
の
C
欄
に
掲
げ
る
号
給
数
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
十
二
知
事
の
事
務
部
局
の
部
富
士
・
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。女

性
相
談
支
援
セ

ン
タ
ー

所
長

五
種

次
長

七
種

別
表
第
十
二
知
事
の
事
務
部
局
の
部
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
、
中
央
児
童
相
談
所
の
項
、

都
留
児
童
相
談
所
の
項
、
甲
陽
学
園
の
項
、
こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
及
び
子
ど
も

心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜
の
項
を
削
り
、
同
部
宝
石
美
術
専
門
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

産
業
技
術
短
期
大

学
校

事
務
局
長

三
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
一
種
又

は
二
種
）

校
長

三
種

事
務
局
次
長

五
種
（
都
留
に
駐
在
す
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

教
務
指
導
部
長

七
種

峡
南
高
等
技
術
専

門
校

校
長

五
種

副
校
長

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

就
業
支
援
セ
ン
タ

ー

所
長

五
種

別
表
第
十
二
知
事
の
事
務
部
局
の
部
文
学
館
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

富
士
・
東
部
地
域

県
民
セ
ン
タ
ー

所
長

四
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
三
種
）

次
長

五
種

工
事
検
査
幹

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六
種
）

地
域
防
災
幹

七
種

県
民
生
活
セ
ン
タ

ー

所
長

四
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
三
種
）

次
長

六
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
五
種
）

富
士
山
世
界
遺
産

セ
ン
タ
ー

副
所
長

五
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
四
種
）

富
士
山
世
界
遺
産

セ
ン
タ
ー

副
所
長

五
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
四
種
）

農
村
整
備
振
興
幹

七
種

工
事
施
工
管
理
幹

八
種

「

「

農
村
整
備
振
興
幹

七
種

工
事
施
工
管
理
幹

八
種

「

「

農
村
整
備
振
興
幹

七
種

「

「

学
校
運
営
支
援
統
括
幹

五
種

次
長

六
種

「

「

次
長

六
種

「

「

次
長

六
種

「

「
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六
二

件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

日
の
属
す
る
月
）
か
ら
開
始
し
、
職
員
が
同
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
（
人
事
委

員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
以
降
の
日
で
人
事
委
員
会
が

定
め
る
日
）
の
属
す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前

月
）
を
も
つ
て
終
わ
る
。
た
だ
し
、
扶
養
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
八
条
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
、
こ
れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に

さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

2　

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
に
そ
の
月
額
を
変
更
す
べ
き
事
実
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事

実
の
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る

月
）
か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定
す
る
。
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
扶
養
手
当
の
月
額
を
増
額
し

て
改
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
二
条
の
見
出
し
中
「
へ・

・き
地
手
当
」
を
「
へ
き
地
手
当
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
へ・

・き
地
学
校
に
」
を
「
へ
き
地
学
校
に
」
に
、
「
へ・

・き
地
手
当
」
を
「
へ
き
地
手
当
」
に
改
め
、

「
合
計
額
」
の
下
に
「
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
、
給
料
の
月
額
）
」
を
加

え
、
「
へ・

・き
地
学
校
の
」
を
「
へ
き
地
学
校
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
へ・

・き
地
学
校
」
を

「
へ
き
地
学
校
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
見
出
し
中
「
へ・

・き
地
手
当
」
を
「
へ
き
地
手
当
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
へ・

・き
地
手
当
」
を
「
へ
き
地
手
当
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
へ・

・き
地
学
校
」
を
「
へ
き
地
学

校
」
に
、
「
へ・

・き
地
等
学
校
」
を
「
へ
き
地
等
学
校
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
へ・

・き
地
等
学

校
」
を
「
へ
き
地
等
学
校
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
合
計
額
」
の
下
に
「
（
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
、
給
料
の
月
額
）
」
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
条
の
二
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
条
の
二
第
三
項
」

に
、
「
勤
務
に
」
を
「
同
条
第
一
項
の
勤
務
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
削

り
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
の
三　

条
例
第
二
十
条
の
二
第
三
項
第
一
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
勤
務
に
従
事
し
た
時
間
が
一

時
間
以
上
三
時
間
未
満
の
場
合
は
そ
の
額
に
百
分
の
七
十
、
一
時
間
未
満
の
場
合
は
そ
の
額
に
百

分
の
四
十
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
）
と
す
る
。

一　

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
別
表
第
七
の
三
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員　

次
に
掲
げ
る
当

該
職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
同
表
に
掲
げ
る
支
給
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ　

五
種　

八
千
円

ロ　

六
種　

七
千
円

ハ　

七
種　

六
千
円

第
二
十
条
の
四　

削
除

第
二
十
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
行
政
職
給
料
表
の
八
級
以
上
の
職
員
に
相
当
す
る
職
員
）

第
二
十
条
の
五
の
二　

条
例
第
八
条
第
三
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
教
育

職
給
料
表
㈢
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
五
級
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
一
級
上
位
の
職
務
の
級
」
の
下
に
「
（
承
認
を
要
す
る
職
務
の
級
へ
昇

格
さ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
上
位
の
職
務
の
級
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
の
三
中
「
降
号
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
よ
り
二
号
給
下
位
の
号
給
（
当

該
受
け
て
い
た
号
給
が
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
の
最
低
の
号
給
の
直
近
上
位
の
号
給
で
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
最
低
の
号
給
）
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
号
給
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一　

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員　

降
号
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
よ
り
二
号
給

下
位
の
号
給
（
当
該
受
け
て
い
た
号
給
が
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
の
最
低
の
号
給
の
直
近
上

位
の
号
給
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
最
低
の
号
給
）

二　

第
二
十
条
の
五
の
二
に
規
定
す
る
職
員　

降
号
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
よ
り
一

号
給
下
位
の
号
給

第
二
十
八
条
第
一
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

新
た
に
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
職
員
は
、
人
事
委
員

会
が
定
め
る
様
式
の
扶
養
親
族
届
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
任
命
権
者
（
そ
の
委
任
を
受
け

た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
扶
養
手
当
を

受
け
て
い
る
職
員
の
届
出
に
係
る
扶
養
親
族
の
恒
常
的
な
所
得
の
年
間
の
見
込
額
そ
の
他
の
扶
養

の
事
実
等
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

第
二
十
八
条
の
三
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と

し
、
同
条
第
二
項
中
「
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を

削
り
、
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
な
ら
な
い
。
」
を
「
な
ら
な
い
。
第
二
項
に
規
定
す
る
場

合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

2　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
に
お
い
て
扶
養
の
事
実
等
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
。

第
二
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
）

第
二
十
九
条
の
二　

扶
養
手
当
の
支
給
は
、
職
員
が
新
た
に
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
職
員
た
る
要



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

六
三

二　

条
例
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
一
項
の
勤
務
を
し
た

場
合

第
三
十
六
条
の
五　

任
命
権
者
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
実

績
簿
及
び
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
整
理
簿
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
附
則
第
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
八

項
」
を
「
附
則
第
七
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
の
見
出
し
中
「
附
則
第
八
項
」
を
「
附
則
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
三
十
六

条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
三
十
六
条
の
三
」
に
、
「
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項

第
一
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に

次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
令
和
七
年
改
正
条
例
附
則
第
四
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
の
読
替
え
）

第
五
条　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
十
八
条
中
「
条

例
」
と
あ
る
の
は
「
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
山
梨
県
条

例
第
十
八
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
（
以
下
「
読
替
え
後

の
条
例
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
二
十
八
条
の
二
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
読
替
え
後
の
条

例
」
と
、
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
新
た
に
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
新
た
に
読
替
え
後
の
条

例
」
と
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
読
替
え
後
の
条
例
」
と
す
る
。

（
行
政
職
給
料
表
の
八
級
以
上
の
職
員
に
相
当
す
る
職
員
）

第
六
条　

山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
八

号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

職
務
の
級
が
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
別
表
第
一
の
行
政
職
給
料
表
の
八
級
以
上
に
相
当
す
る
教
育

職
員
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
教
育
職
員
は
、
第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
職
員
と

す
る
。

別
表
第
四
か
ら
別
表
第
四
の
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

八
種　

五
千
円

二　

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
別
表
第
七
の
三
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員　

次

に
掲
げ
る
当
該
職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
同
表
に
掲
げ
る
支
給
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
額

イ　

五
種　

七
千
円

ロ　

六
種　

六
千
円

ハ　

七
種　

五
千
円

ニ　

八
種　

四
千
円

三　

任
期
付
研
究
員
等
条
例
第
一
条
の
三
第
一
号
又
は
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定

め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
限
る
。
）　

一
万
二
千
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
人
事
委
員
会
が
認
め
る
額

2　

条
例
第
二
十
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一　

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
別
表
第
七
の
三
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員　

次
に
掲
げ
る
当

該
職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
同
表
に
掲
げ
る
支
給
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ　

五
種　

四
千
円

ロ　

六
種　

三
千
五
百
円

ハ　

七
種　

三
千
円

ニ　

八
種　

二
千
五
百
円

二　

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
別
表
第
七
の
三
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員　

次

に
掲
げ
る
当
該
職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
同
表
に
掲
げ
る
支
給
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
額

イ　

五
種　

三
千
五
百
円

ロ　

六
種　

三
千
円

ハ　

七
種　

二
千
五
百
円

ニ　

八
種　

二
千
円

三　

任
期
付
研
究
員
等
条
例
第
一
条
の
三
第
一
号
又
は
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定

め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
限
る
。
）　

六
千
円
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
人
事
委
員
会
が
認
め
る
額

第
三
十
六
条
の
四　

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
条
例
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職

員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
が
し
た
同
条
第
二
項
の
勤
務

は
、
同
条
第
一
項
の
勤
務
と
み
な
す
。

一　

条
例
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を
し
た

場
合



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

六
四

別表第四 昇給号給数表(第十六条、第二十条の五関係) 

 イ 行政職給料表七級以下職員相当職員昇給号給数表 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

昇給の号

給数 

８以上 ６ ４（教育職給

料表㈠の適用

を受ける職員

でその職務の

級が４級であ

るもの、教育

職給料表㈡の

適用を受ける

職員でその職

務の級が４級

であるもの又

は教育職給料

表㈢の適用を

受ける職員で

その職務の級

が４級である

ものにあつて

は、３） 

２ ０ 

２以上 １ ０ ０ ０ 

 備考 

１ この表は、第二十条の五の二に規定する職員以外の職員に適用する。 

２ この表に定める上段の号給数は条例第八条第三項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下

段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。 

 

 ロ 行政職給料表八級以上職員相当職員昇給号給数表 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

昇給の号

給数 

２ １ ０ ０ ０ 

備考 

  この表は、第二十条の五の二に規定する職員に適用する。 

 

別表第四　昇給号給数表（第十六条、第二十条の五関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

六
五

別表第四の二 昇格時号給対応表（第二十三条関係） 

イ 教育職給料表（一）昇格時号給対応表 

昇格した日の

前日に受けて

いた号給 

昇格後の号給 

２級 特２級 ３級 ４級 

２級からの昇

格の場合 

特２級からの

昇格の場合 

１ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ １ 

１０ １ １ １ １ １ 

１１ １ １ １ １ １ 

１２ １ １ １ １ １ 

１３ １ １ １ １ １ 

１４ １ １ １ １ １ 

１５ １ １ １ １ １ 

１６ １ １ １ １ １ 

１７ １ １ １ １ １ 

１８ １ １ １ １ １ 

１９ １ １ １ １ １ 

２０ １ １ １ １ １ 

２１ １ １ １ １ １ 

２２ ２ １ １ １ １ 

２３ ３ １ １ １ １ 

２４ ４ １ １ １ １ 

別表第四の二　昇格時号給対応表（第二十三条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

六
六

２５ ５ １ １ １ １ 

２６ ６ １ １ １ １ 

２７ ７ １ １ １ １ 

２８ ８ １ １ １ １ 

２９ ９ １ １ １ １ 

３０ １０ １ １ ２ １ 

３１ １１ １ １ ３ １ 

３２ １２ １ １ ４ １ 

３３ １３ １ １ ５ １ 

３４ １４ １ １ ６ １ 

３５ １５ １ １ ７ １ 

３６ １６ １ １ ８ １ 

３７ １７ １ １ ９ １ 

３８ １８ ２ １ １０ １ 

３９ １９ ３ １ １１ １ 

４０ ２０ ４ １ １２ １ 

４１ ２１ ５ １ １３ １ 

４２ ２２ ６ １ １４ ２ 

４３ ２３ ７ １ １５ ３ 

４４ ２４ ８ １ １６ ４ 

４５ ２５ ９ １ １７ ５ 

４６ ２５ １０ １ １８ ６ 

４７ ２６ １１ １ １９ ７ 

４８ ２６ １２ １ ２０ ８ 

４９ ２７ １３ １ ２１ ９ 

５０ ２７ １４ １ ２２ ９ 

５１ ２８ １５ １ ２３ １０ 

５２ ２８ １６ １ ２４ １０ 

５３ ２９ １７ １ ２５ １１ 

５４ ２９ １８ １ ２６ １１ 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

六
七

５５ ３０ １９ １ ２７ １２ 

５６ ３０ ２０ １ ２８ １２ 

５７ ３１ ２１ １ ２９ １３ 

５８ ３１ ２２ １ ３０ １３ 

５９ ３２ ２３ １ ３１ １４ 

６０ ３２ ２４ １ ３２ １４ 

６１ ３３ ２５ １ ３３ １５ 

６２ ３３ ２６ １ ３４   

６３ ３４ ２７ １ ３５   

６４ ３４ ２８ １ ３６   

６５ ３５ ２９ １ ３７   

６６ ３５ ３０ １ ３８   

６７ ３６ ３１ １ ３９   

６８ ３６ ３２ １ ４０   

６９ ３７ ３３ １ ４１   

７０ ３７ ３４ １ ４２   

７１ ３８ ３５ １ ４３   

７２ ３８ ３６ １ ４４   

７３ ３９ ３７ １ ４５   

７４ ３９ ３８ ２ ４６   

７５ ４０ ３９ ３ ４７   

７６ ４０ ４０ ４ ４８   

７７ ４１ ４１ ５ ４９   

７８ ４１ ４２ ６ ５０   

７９ ４２ ４３ ７ ５１   

８０ ４２ ４４ ８ ５２   

８１ ４３ ４５ ９ ５２   

８２ ４３ ４６ １０ ５２   

８３ ４４ ４７ １１ ５３   

８４ ４４ ４８ １２ ５３   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

六
八

８５ ４５ ４９ １３ ５３   

８６ ４５ ５０ １４ ５４   

８７ ４６ ５１ １５ ５４   

８８ ４６ ５２ １６ ５４   

８９ ４７ ５３ １７ ５５   

９０ ４７ ５４ １８ ５５   

９１ ４８ ５５ １９ ５５   

９２ ４８ ５６ ２０ ５６   

９３ ４９ ５７ ２１ ５６   

９４ ４９ ５８ ２２ ５６   

９５ ５０ ５９ ２３ ５７   

９６ ５０ ６０ ２４ ５７   

９７ ５１ ６１ ２５ ５７   

９８ ５１ ６２ ２６ ５７   

９９ ５２ ６３ ２７ ５７   

１００ ５２ ６４ ２８ ５８   

１０１ ５３ ６５ ２９ ５８   

１０２ ５３ ６６ ３０ ５８   

１０３ ５４ ６７ ３１ ５９   

１０４ ５４ ６８ ３２ ５９   

１０５ ５５ ６９ ３３ ５９   

１０６ ５５ ７０ ３４     

１０７ ５６ ７１ ３５     

１０８ ５６ ７２ ３６     

１０９ ５７ ７３ ３７     

１１０ ５７ ７４ ３７     

１１１ ５７ ７５ ３８     

１１２ ５７ ７６ ３８     

１１３ ５８ ７７ ３９     

１１４ ５８ ７７ ３９     



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

六
九

１１５ ５８ ７８ ４０     

１１６ ５８ ７８ ４０     

１１７ ５９ ７９ ４１     

１１８ ５９ ７９ ４１     

１１９ ５９ ８０ ４１     

１２０ ５９ ８０ ４１     

１２１ ６０ ８０ ４１     

１２２ ６０ ８０ ４２     

１２３ ６０ ８０ ４２     

１２４ ６０ ８０ ４２     

１２５ ６１ ８０ ４２     

１２６ ６１ ８０ ４２     

１２７ ６１ ８０ ４２     

１２８ ６１ ８０ ４２     

１２９ ６１ ８０ ４２     

１３０ ６１ ８０ ４２     

１３１ ６２ ８０ ４２     

１３２ ６２ ８０ ４２     

１３３ ６２ ８０ ４２     

１３４ ６２ ８０ ４２     

１３５ ６２ ８０ ４２     

１３６ ６２ ８０ ４２     

１３７ ６３ ８０ ４２     

１３８ ６３ ８０ ４２     

１３９ ６３ ８０ ４３     

１４０ ６３ ８０ ４３     

１４１ ６３ ８１ ４３     

１４２ ６３ ８１ ４３     

１４３ ６４ ８２ ４３     

１４４ ６４ ８２ ４４     



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

七
〇

１４５ ６４ ８３ ４４     

１４６ ６４         

１４７ ６４         

１４８ ６４         

１４９ ６５         

１５０ ６５         

１５１ ６６         

１５２ ６６         

１５３ ６７         

ロ 教育職給料表（二）昇格時号給対応表 

昇格した日の

前日に受けて

いた号給 

昇格後の号給 

２級 特２級 ３級 ４級 

２級からの昇

格の場合 

特２級からの

昇格の場合 

１ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ １ 

１０ ２ １ １ ２ １ 

１１ ３ １ １ ３ １ 

１２ ４ １ １ ４ １ 

１３ ５ １ １ ５ １ 

１４ ６ １ １ ６ １ 

１５ ７ １ １ ７ １ 

１６ ８ １ １ ８ １ 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

七
一

１７ ９ １ １ ９ １ 

１８ １０ １ １ １０ １ 

１９ １１ １ １ １１ １ 

２０ １２ １ １ １２ １ 

２１ １３ １ １ １３ １ 

２２ １４ １ １ １４ １ 

２３ １５ １ １ １５ １ 

２４ １６ １ １ １６ １ 

２５ １７ １ １ １７ １ 

２６ １８ １ １ １８ １ 

２７ １９ １ １ １９ １ 

２８ ２０ １ １ ２０ １ 

２９ ２１ １ １ ２１ １ 

３０ ２２ １ １ ２２ １ 

３１ ２３ １ １ ２３ １ 

３２ ２４ １ １ ２４ １ 

３３ ２５ １ １ ２５ １ 

３４ ２６ １ １ ２６ １ 

３５ ２７ １ １ ２７ １ 

３６ ２８ １ １ ２８ １ 

３７ ２９ １ １ ２９ １ 

３８ ３０ １ １ ３０ １ 

３９ ３１ １ １ ３１ １ 

４０ ３２ １ １ ３２ １ 

４１ ３３ １ １ ３３ １ 

４２ ３４ １ １ ３４ １ 

４３ ３５ １ １ ３５ １ 

４４ ３６ １ １ ３６ １ 

４５ ３７ １ １ ３７ １ 

４６ ３７ １ １ ３８ １ 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

七
二

４７ ３８ １ １ ３９ １ 

４８ ３８ １ １ ４０ １ 

４９ ３９ １ １ ４１ １ 

５０ ３９ ２ １ ４２ １ 

５１ ４０ ３ １ ４３ １ 

５２ ４０ ４ １ ４４ １ 

５３ ４１ ５ １ ４５ １ 

５４ ４１ ６ １ ４６ １ 

５５ ４２ ７ １ ４７ １ 

５６ ４２ ８ １ ４８ １ 

５７ ４３ ９ １ ４９ １ 

５８ ４３ １０ １ ５０ １ 

５９ ４４ １１ １ ５１ １ 

６０ ４４ １２ １ ５２ １ 

６１ ４５ １３ １ ５３ １ 

６２ ４５ １４ １ ５４ ２ 

６３ ４６ １５ １ ５５ ３ 

６４ ４６ １６ １ ５６ ４ 

６５ ４７ １７ １ ５７ ４ 

６６ ４７ １８ ２ ５８ ４ 

６７ ４８ １９ ３ ５９ ４ 

６８ ４８ ２０ ４ ６０ ４ 

６９ ４９ ２１ ５ ６１ ５ 

７０ ４９ ２２ ６ ６２ ５ 

７１ ５０ ２３ ７ ６３ ５ 

７２ ５０ ２４ ８ ６４ ５ 

７３ ５１ ２５ ９ ６５ ５ 

７４ ５１ ２６ １０ ６６ ６ 

７５ ５２ ２７ １１ ６７ ６ 

７６ ５２ ２８ １２ ６８ ６ 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

七
三

７７ ５３ ２９ １３ ６９ ６ 

７８ ５３ ３０ １４ ７０ ６ 

７９ ５３ ３１ １５ ７１ ７ 

８０ ５４ ３２ １６ ７２ ７ 

８１ ５４ ３３ １７ ７２ ７ 

８２ ５４ ３４ １８ ７２   

８３ ５５ ３５ １９ ７２   

８４ ５５ ３６ ２０ ７２   

８５ ５５ ３７ ２１ ７２   

８６ ５６ ３８ ２２ ７２   

８７ ５６ ３９ ２３ ７２   

８８ ５６ ４０ ２４ ７２   

８９ ５７ ４１ ２５ ７２   

９０ ５７ ４２ ２６ ７３   

９１ ５８ ４３ ２７ ７４   

９２ ５８ ４４ ２８ ７５   

９３ ５９ ４５ ２９ ７５   

９４ ５９ ４６ ３０ ７６   

９５ ６０ ４７ ３１ ７７   

９６ ６０ ４８ ３２ ７８   

９７ ６１ ４９ ３３ ７９   

９８ ６１ ５０ ３４ ８０   

９９ ６１ ５１ ３５ ８１   

１００ ６１ ５２ ３６ ８１   

１０１ ６２ ５３ ３７ ８１   

１０２ ６２ ５４ ３８ ８１   

１０３ ６２ ５５ ３９ ８１   

１０４ ６２ ５６ ４０ ８１   

１０５ ６３ ５７ ４１ ８１   

１０６ ６３ ５８ ４２     



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

七
四

１０７ ６３ ５９ ４３     

１０８ ６３ ６０ ４４     

１０９ ６４ ６１ ４５     

１１０ ６４ ６２ ４６     

１１１ ６４ ６３ ４７     

１１２ ６４ ６４ ４８     

１１３ ６５ ６５ ４９     

１１４ ６５ ６６ ５０     

１１５ ６５ ６７ ５１     

１１６ ６５ ６８ ５２     

１１７ ６６ ６９ ５３     

１１８ ６６ ７０ ５３     

１１９ ６６ ７１ ５４     

１２０ ６６ ７２ ５４     

１２１ ６７ ７３ ５５     

１２２ ６７ ７４ ５５     

１２３ ６７ ７５ ５６     

１２４ ６７ ７６ ５６     

１２５ ６８ ７７ ５７     

１２６   ７８ ５８     

１２７   ７９ ５９     

１２８   ８０ ６０     

１２９   ８１ ６１     

１３０   ８２ ６１     

１３１   ８３ ６１     

１３２   ８４ ６２     

１３３   ８４ ６２     

１３４   ８４ ６２     

１３５   ８４ ６２     

１３６   ８４ ６２     



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

七
五

１３７   ８４ ６２     

１３８   ８４ ６２     

１３９   ８４ ６２     

１４０   ８４ ６２     

１４１   ８４ ６２     

１４２   ８４ ６２     

１４３   ８４ ６２     

１４４   ８４ ６２     

１４５   ８４ ６２     

１４６   ８４ ６２     

１４７   ８４ ６２     

１４８   ８４ ６２     

１４９   ８４ ６２     

１５０   ８４ ６２     

１５１   ８４ ６２     

１５２   ８４ ６２     

１５３   ８４ ６３     

１５４   ８４ ６３     

１５５   ８４ ６３     

１５６   ８５ ６３     

１５７   ８６ ６４     

ハ 教育職給料表（三）昇格時号給対応表 

昇格した日の

前日に受けて

いた号給 

昇格後の号給 

２級 

 

３級 ４級 ５級 

１ １ １ １ １ 

２ １ １ １ ２ 

３ １ １ １ ３ 

４ １ １ １ ４ 

５ １ １ １ ５ 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

七
六

６ １ １ １ ５ 

７ １ １ １ ５ 

８ １ １ １ ５ 

９ １ １ １ ５ 

１０ １ １ １ ５ 

１１ １ １ １ ５ 

１２ １ １ １ ５ 

１３ １ １ １ ５ 

１４ ２ １ １ ５ 

１５ ３ １ １ ５ 

１６ ４ １ １ ５ 

１７ ５ １ １ ５ 

１８ ６ １ １   

１９ ７ １ １   

２０ ８ １ １   

２１ ９ １ １   

２２ １０ １ １   

２３ １１ １ １   

２４ １２ １ １   

２５ １３ １ １   

２６ １４ １ １   

２７ １５ １ １   

２８ １６ １ １   

２９ １７ １ １   

３０ １８ １ １   

３１ １９ １ １   

３２ ２０ １ １   

３３ ２１ １ １   

３４ ２２ １ １   

３５ ２３ １ １   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

七
七

３６ ２４ １ １   

３７ ２５ １ １   

３８ ２５ ２ ２   

３９ ２６ ３ ２   

４０ ２６ ４ ２   

４１ ２７ ５ ２   

４２ ２７ ６ ２   

４３ ２８ ７ ２   

４４ ２８ ８ ２   

４５ ２９ ９ ３   

４６ ２９ １０ ３   

４７ ２９ １１ ３   

４８ ２９ １２ ３   

４９ ３０ １３ ３   

５０ ３０ １４ ３   

５１ ３０ １５ ３   

５２ ３０ １６ ４   

５３ ３１ １７ ４   

５４ ３１ １８ ４   

５５ ３１ １９ ４   

５６ ３１ ２０ ４   

５７ ３２ ２１ ４   

５８ ３２ ２２ ４   

５９ ３２ ２３ ４   

６０ ３２ ２４ ４   

６１ ３３ ２５ ５   

６２ ３３ ２６ ５   

６３ ３４ ２７ ５   

６４ ３４ ２８ ５   

６５ ３５ ２９ ５   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

七
八

６６ ３５ ２９ ５   

６７ ３６ ３０ ６   

６８ ３６ ３０ ６   

６９ ３７ ３１ ６   

７０ ３７ ３１ ６   

７１ ３７ ３２ ６   

７２ ３８ ３２ ６   

７３ ３８ ３３ ７   

７４ ３８ ３４ ７   

７５ ３９ ３５ ７   

７６ ３９ ３６ ７   

７７ ３９ ３７ ７   

７８ ４０ ３８ ７   

７９ ４０ ３９ ７   

８０ ４０ ４０ ７   

８１ ４１ ４１ ７   

８２ ４１ ４２ ７   

８３ ４２ ４３ ８   

８４ ４２ ４４ ８   

８５ ４３ ４５ ８   

８６ ４３ ４６ ８   

８７ ４４ ４７ ８   

８８ ４４ ４８ ８   

８９ ４５ ４９ ８   

９０ ４５ ５０ ８   

９１ ４５ ５１ ８   

９２ ４６ ５２ ８   

９３ ４６ ５３ ８   

９４ ４６ ５３ ８   

９５ ４７ ５４ ８   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

七
九

９６ ４７ ５４ ８   

９７ ４７ ５５ ８   

９８ ４８ ５５     

９９ ４８ ５６     

１００ ４８ ５６     

１０１ ４９ ５７     

１０２ ４９ ５８     

１０３ ４９ ５９     

１０４ ４９ ６０     

１０５ ５０ ６１     

１０６ ５０ ６２     

１０７ ５０ ６３     

１０８ ５０ ６４     

１０９ ５１ ６４     

１１０ ５１ ６４     

１１１ ５１ ６４     

１１２ ５１ ６４     

１１３ ５２ ６４     

１１４ ５２ ６４     

１１５ ５２ ６４     

１１６ ５２ ６４     

１１７ ５３ ６４     

１１８ ５３ ６４     

１１９ ５３ ６４     

１２０ ５３ ６４     

１２１ ５３ ６４     

１２２ ５３ ６４     

１２３ ５４ ６４     

１２４ ５４ ６４     

１２５ ５４ ６４     



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

八
〇

１２６ ５４       

１２７ ５４       

１２８ ５４       

１２９ ５５       

１３０ ５５       

１３１ ５５       

１３２ ５５       

１３３ ５５       

１３４ ５５       

１３５ ５６       

１３６ ５６       

１３７ ５６       

１３８ ５６       

１３９ ５６       

１４０ ５６       

１４１ ５７       

 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

八
一

別表第四の三 降格時号給対応表（第二十四条の二関係） 

イ 教育職給料表（一）降格時号給対応表 

降格した日の前

日に受けていた

号給 

降格後の号給 

１級 ２級 特２級 ３級 

特２級からの

降格の場合 

３級からの降

格の場合 

１ ２１ ３７ ７３ ３６ ４１ 

２ ２２ ３８ ７４ ３６ ４２ 

３ ２３ ３９ ７５ ３６ ４３ 

４ ２４ ４０ ７６ ３７ ４４ 

５ ２５ ４１ ７７ ３８ ４５ 

６ ２６ ４２ ７８ ３９ ４６ 

７ ２７ ４３ ７９ ４０ ４７ 

８ ２８ ４４ ８０ ４１ ４８ 

９ ２９ ４５ ８１ ４２ ５０ 

１０ ３０ ４６ ８２ ４３ ５２ 

１１ ３１ ４７ ８３ ４４ ５４ 

１２ ３２ ４８ ８４ ４５ ５６ 

１３ ３３ ４９ ８５ ４６ ５８ 

１４ ３４ ５０ ８６ ４７ ６０ 

１５ ３５ ５１ ８７ ４８ ６１ 

１６ ３６ ５２ ８８ ４９ ６１ 

１７ ３７ ５３ ８９ ５０ ６１ 

１８ ３８ ５４ ９０ ５１ ６１ 

１９ ３９ ５５ ９１ ５２ ６１ 

２０ ４０ ５６ ９２ ５４ ６１ 

２１ ４１ ５７ ９３ ５５ ６１ 

２２ ４２ ５８ ９４ ５６   

２３ ４３ ５９ ９５ ５７   

２４ ４４ ６０ ９６ ５８   

別表第四の三　降格時号給対応表（第二十四条の二関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

八
二

２５ ４６ ６１ ９７ ５９   

２６ ４８ ６２ ９８ ６０   

２７ ５０ ６３ ９９ ６１   

２８ ５２ ６４ １００ ６２   

２９ ５４ ６５ １０１ ６３   

３０ ５６ ６６ １０２ ６４   

３１ ５８ ６７ １０３ ６６   

３２ ６０ ６８ １０４ ６７   

３３ ６２ ６９ １０５ ６８   

３４ ６４ ７０ １０６ ６９   

３５ ６６ ７１ １０７ ７０   

３６ ６８ ７２ １０８ ７１   

３７ ７０ ７３ １１０ ７３   

３８ ７２ ７４ １１２ ７４   

３９ ７４ ７５ １１４ ７６   

４０ ７６ ７６ １１６ ７７   

４１ ７８ ７７ １２１ ７９   

４２ ８０ ７８ １３８ ８０   

４３ ８２ ７９ １４３ ８２   

４４ ８４ ８０ １４５ ８３   

４５ ８６ ８１ １４５ ８３   

４６ ８８ ８２ １４５ ８３   

４７ ９０ ８３ １４５ ８３   

４８ ９２ ８４ １４５ ８３   

４９ ９４ ８５ １４５ ８３   

５０ ９６ ８６ １４５ ８３   

５１ ９８ ８７ １４５ ８３   

５２ １００ ８８ １４５ ８３   

５３ １０２ ８９ １４５ ８３   

５４ １０４ ９０ １４５ ８３   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

八
三

５５ １０６ ９１ １４５ ８３   

５６ １０８ ９２ １４５ ８３   

５７ １１２ ９３ １４５ ８３   

５８ １１６ ９４ １４５ ８３   

５９ １２０ ９５ １４５ ８３   

６０ １２４ ９６ １４５ ８３   

６１ １３０ ９７ １４５ ８３   

６２ １３６ ９８       

６３ １４２ ９９       

６４ １４８ １００       

６５ １５０ １０１       

６６ １５２ １０２       

６７ １５３ １０３       

６８ １５３ １０４       

６９ １５３ １０６       

７０ １５３ １０８       

７１ １５３ １１０       

７２ １５３ １１２       

７３ １５３ １１４       

７４ １５３ １１６       

７５ １５３ １１８       

７６ １５３ １２０       

７７ １５３ １２５       

７８ １５３ １３０       

７９ １５３ １３５       

８０ １５３ １４０       

８１ １５３ １４２       

８２ １５３ １４４       

８３ １５３ １４５       

８４ １５３ １４５       



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

八
四

８５ １５３ １４５       

８６ １５３ １４５       

８７ １５３ １４５       

８８ １５３ １４５       

８９ １５３ １４５       

９０ １５３ １４５       

９１ １５３ １４５       

９２ １５３ １４５       

９３ １５３ １４５       

９４ １５３ １４５       

９５ １５３ １４５       

９６ １５３ １４５       

９７ １５３ １４５       

９８ １５３ １４５       

９９ １５３ １４５       

１００ １５３ １４５       

１０１ １５３ １４５       

１０２ １５３ １４５       

１０３ １５３ １４５       

１０４ １５３ １４５       

１０５ １５３ １４５       

１０６ １５３         

１０７ １５３         

１０８ １５３         

１０９ １５３         

１１０ １５３         

１１１ １５３         

１１２ １５３         

１１３ １５３         

１１４ １５３         



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

八
五

１１５ １５３         

１１６ １５３         

１１７ １５３         

１１８ １５３         

１１９ １５３         

１２０ １５３         

１２１ １５３         

１２２ １５３         

１２３ １５３         

１２４ １５３         

１２５ １５３         

１２６ １５３         

１２７ １５３         

１２８ １５３         

１２９ １５３         

１３０ １５３         

１３１ １５３         

１３２ １５３         

１３３ １５３         

１３４ １５３         

１３５ １５３         

１３６ １５３         

１３７ １５３         

１３８ １５３         

１３９ １５３         

１４０ １５３         

１４１ １５３         

１４２ １５３         

１４３ １５３         

１４４ １５３         



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

八
六

１４５ １５３         

ロ 教育職給料表（二）降格時号給対応表 

降格した日の前

日に受けていた

号給 

降格後の号給 

１級 ２級 特２級 ３級 

特２級からの

降格の場合 

３級からの降

格の場合 

１ ９ ４９ ６５ １７ ６１ 

２ １０ ５０ ６６ １７ ６２ 

３ １０ ５１ ６７ １７ ６３ 

４ １１ ５２ ６８ １８ ６８ 

５ １２ ５３ ６９ ２０ ７３ 

６ １３ ５４ ７０ ２１ ７８ 

７ １４ ５５ ７１ ２２ ８１ 

８ １５ ５６ ７２ ２３ ８１ 

９ １７ ５７ ７３ ２４ ８１ 

１０ １８ ５８ ７４ ２５ ８１ 

１１ １９ ５９ ７５ ２６ ８１ 

１２ ２０ ６０ ７６ ２７ ８１ 

１３ ２１ ６１ ７７ ２８ ８１ 

１４ ２２ ６２ ７８ ２９ ８１ 

１５ ２３ ６３ ７９ ３０ ８１ 

１６ ２４ ６４ ８０ ３１ ８１ 

１７ ２５ ６５ ８１ ３２ ８１ 

１８ ２６ ６６ ８２ ３３ ８１ 

１９ ２７ ６７ ８３ ３４ ８１ 

２０ ２８ ６８ ８４ ３５ ８１ 

２１ ２９ ６９ ８５ ３６ ８１ 

２２ ３０ ７０ ８６ ３６   

２３ ３１ ７１ ８７ ３７   

２４ ３２ ７２ ８８ ３８   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

八
七

２５ ３３ ７３ ８９ ３９   

２６ ３４ ７４ ９０ ４０   

２７ ３５ ７５ ９１ ４１   

２８ ３６ ７６ ９２ ４２   

２９ ３７ ７７ ９３ ４３   

３０ ３８ ７８ ９４ ４４   

３１ ３９ ７９ ９５ ４５   

３２ ４０ ８０ ９６ ４６   

３３ ４１ ８１ ９７ ４７   

３４ ４２ ８２ ９８ ４８   

３５ ４３ ８３ ９９ ４９   

３６ ４４ ８４ １００ ５０   

３７ ４６ ８５ １０１ ５１   

３８ ４８ ８６ １０２ ５３   

３９ ５０ ８７ １０３ ５４   

４０ ５２ ８８ １０４ ５５   

４１ ５４ ８９ １０５ ５６   

４２ ５６ ９０ １０６ ５７   

４３ ５８ ９１ １０７ ５９   

４４ ６０ ９２ １０８ ６０   

４５ ６２ ９３ １０９ ６１   

４６ ６４ ９４ １１０ ６２   

４７ ６６ ９５ １１１ ６３   

４８ ６８ ９６ １１２ ６４   

４９ ７０ ９７ １１３ ６５   

５０ ７２ ９８ １１４ ６６   

５１ ７４ ９９ １１５ ６７   

５２ ７６ １００ １１６ ６８   

５３ ７９ １０１ １１８ ７０   

５４ ８２ １０２ １２０ ７２   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

八
八

５５ ８５ １０３ １２２ ７４   

５６ ８８ １０４ １２４ ７６   

５７ ９０ １０５ １２５ ７７   

５８ ９２ １０６ １２６ ７８   

５９ ９４ １０７ １２７ ７９   

６０ ９６ １０８ １２８ ８０   

６１ １００ １０９ １３１ ８３   

６２ １０４ １１０ １５２ ８４   

６３ １０８ １１１ １５６ ８５   

６４ １１２ １１２ １５７ ８６   

６５ １１６ １１４ １５７ ８６   

６６ １２０ １１６ １５７ ８６   

６７ １２４ １１８ １５７ ８６   

６８ １２５ １２０ １５７ ８６   

６９ １２５ １２１ １５７ ８６   

７０ １２５ １２２ １５７ ８６   

７１ １２５ １２３ １５７ ８６   

７２ １２５ １２４ １５７ ８６   

７３ １２５ １２５ １５７ ８６   

７４ １２５ １２６ １５７ ８６   

７５ １２５ １２７ １５７ ８６   

７６ １２５ １２８ １５７ ８６   

７７ １２５ １３０ １５７ ８６   

７８ １２５ １３４ １５７ ８６   

７９ １２５ １３８ １５７ ８６   

８０ １２５ １４２ １５７ ８６   

８１ １２５ １４６ １５７ ８６   

８２ １２５ １５０       

８３ １２５ １５３       

８４ １２５ １５６       



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

八
九

８５ １２５ １５７       

８６ １２５ １５７       

８７ １２５ １５７       

８８ １２５ １５７       

８９ １２５ １５７       

９０ １２５ １５７       

９１ １２５ １５７       

９２ １２５ １５７       

９３ １２５ １５７       

９４ １２５ １５７       

９５ １２５ １５７       

９６ １２５ １５７       

９７ １２５ １５７       

９８ １２５ １５７       

９９ １２５ １５７       

１００ １２５ １５７       

１０１ １２５ １５７       

１０２ １２５ １５７       

１０３ １２５ １５７       

１０４ １２５ １５７       

１０５ １２５ １５７       

１０６ １２５         

１０７ １２５         

１０８ １２５         

１０９ １２５         

１１０ １２５         

１１１ １２５         

１１２ １２５         

１１３ １２５         

１１４ １２５         



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

九
〇

１１５ １２５         

１１６ １２５         

１１７ １２５         

１１８ １２５         

１１９ １２５         

１２０ １２５         

１２１ １２５         

１２２ １２５         

１２３ １２５         

１２４ １２５         

１２５ １２５         

１２６ １２５         

１２７ １２５         

１２８ １２５         

１２９ １２５         

１３０ １２５         

１３１ １２５         

１３２ １２５         

１３３ １２５         

１３４ １２５         

１３５ １２５         

１３６ １２５         

１３７ １２５         

１３８ １２５         

１３９ １２５         

１４０ １２５         

１４１ １２５         

１４２ １２５         

１４３ １２５         

１４４ １２５         



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

九
一

１４５ １２５         

１４６ １２５         

１４７ １２５         

１４８ １２５         

１４９ １２５         

１５０ １２５         

１５１ １２５         

１５２ １２５         

１５３ １２５         

１５４ １２５         

１５５ １２５         

１５６ １２５         

１５７ １２５         

ハ 教育職給料表（三）降格時号給対応表 

降格した日の前

日に受けていた

号給 

降格後の号給 

１級 ２級 ３級 ４級 

１ １３ ３７ ３７ １ 

２ １４ ３８ ４４ ２ 

３ １４ ３９ ５１ ３ 

４ １５ ４０ ６０ ４ 

５ １６ ４１ ６６ １７ 

６ １８ ４２ ７２ １７ 

７ １９ ４３ ８２ １７ 

８ ２０ ４４ ９７ １７ 

９ ２１ ４５ ９７ １７ 

１０ ２２ ４６ ９７   

１１ ２３ ４７ ９７   

１２ ２４ ４８ ９７   

１３ ２５ ４９ ９７   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

九
二

１４ ２６ ５０ ９７   

１５ ２７ ５１ ９７   

１６ ２８ ５２ ９７   

１７ ２９ ５３ ９７   

１８ ３０ ５４     

１９ ３１ ５５     

２０ ３２ ５６     

２１ ３３ ５７     

２２ ３４ ５８     

２３ ３５ ５９     

２４ ３６ ６０     

２５ ３８ ６１     

２６ ４０ ６２     

２７ ４２ ６３     

２８ ４４ ６４     

２９ ４８ ６６     

３０ ５２ ６８     

３１ ５６ ７０     

３２ ６０ ７２     

３３ ６２ ７３     

３４ ６４ ７４     

３５ ６６ ７５     

３６ ６８ ７６     

３７ ７１ ７７     

３８ ７４ ７８     

３９ ７７ ７９     

４０ ８０ ８０     

４１ ８２ ８１     

４２ ８４ ８２     

４３ ８６ ８３     



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

九
三

４４ ８８ ８４     

４５ ９１ ８５     

４６ ９４ ８６     

４７ ９７ ８７     

４８ １００ ８８     

４９ １０４ ８９     

５０ １０８ ９０     

５１ １１２ ９１     

５２ １１６ ９２     

５３ １２２ ９４     

５４ １２８ ９６     

５５ １３４ ９８     

５６ １４０ １００     

５７ １４１ １０１     

５８ １４１ １０２     

５９ １４１ １０３     

６０ １４１ １０４     

６１ １４１ １０５     

６２ １４１ １０６     

６３ １４１ １０７     

６４ １４１ １２５     

６５ １４１ １２５     

６６ １４１ １２５     

６７ １４１ １２５     

６８ １４１ １２５     

６９ １４１ １２５     

７０ １４１ １２５     

７１ １４１ １２５     

７２ １４１ １２５     

７３ １４１ １２５     



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

九
四

７４ １４１ １２５     

７５ １４１ １２５     

７６ １４１ １２５     

７７ １４１ １２５     

７８ １４１ １２５     

７９ １４１ １２５     

８０ １４１ １２５     

８１ １４１ １２５     

８２ １４１ １２５     

８３ １４１ １２５     

８４ １４１ １２５     

８５ １４１ １２５     

８６ １４１ １２５     

８７ １４１ １２５     

８８ １４１ １２５     

８９ １４１ １２５     

９０ １４１ １２５     

９１ １４１ １２５     

９２ １４１ １２５     

９３ １４１ １２５     

９４ １４１ １２５     

９５ １４１ １２５     

９６ １４１ １２５     

９７ １４１ １２５     

９８ １４１       

９９ １４１       

１００ １４１       

１０１ １４１       

１０２ １４１       

１０３ １４１       



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

九
五

１０４ １４１       

１０５ １４１       

１０６ １４１       

１０７ １４１       

１０８ １４１       

１０９ １４１       

１１０ １４１       

１１１ １４１       

１１２ １４１       

１１３ １４１       

１１４ １４１       

１１５ １４１       

１１６ １４１       

１１７ １４１       

１１８ １４１       

１１９ １４１       

１２０ １４１       

１２１ １４１       

１２２ １４１       

１２３ １４１       

１２４ １４１       

１２５ １４１       

 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

九
六

「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
な
ら
な
い
。
」
を
「
な
ら
な
い
。
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お

い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

2　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
に
お
い
て
扶
養
の
事
実
等
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
。

第
二
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
）

第
二
十
七
条
の
二　

扶
養
手
当
の
支
給
は
、
職
員
が
新
た
に
条
例
第
十
三
条
の
職
員
た
る
要
件
を
具

備
す
る
に
至
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属

す
る
月
）
か
ら
開
始
し
、
職
員
が
同
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
（
人
事
委
員
会
が

定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
以
降
の
日
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る

日
）
の
属
す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
を
も

つ
て
終
わ
る
。
た
だ
し
、
扶
養
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
、
こ
れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き

は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ

の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

2　

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
に
そ
の
月
額
を
変
更
す
べ
き
事
実
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事

実
の
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る

月
）
か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定
す
る
。
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
扶
養
手
当
の
月
額
を
増
額
し

て
改
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
六
条
の
二
第
三

項
」
に
、
「
勤
務
に
」
を
「
同
条
第
一
項
の
勤
務
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を

削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
の
三　

条
例
第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
第
一
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
勤
務
に
従
事
し
た
時
間
が

一
時
間
以
上
三
時
間
未
満
の
場
合
は
そ
の
額
に
百
分
の
七
十
、
一
時
間
未
満
の
場
合
は
そ
の
額
に

百
分
の
四
十
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
）
と
す
る
。

一　

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
別
表
第
七
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員　

次
に
掲
げ
る
当
該
職

員
の
占
め
る
職
に
係
る
同
表
に
掲
げ
る
支
給
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ　

二
種　

一
万
千
円

ロ　

三
種　

一
万
円

ハ　

四
種　

九
千
円

ニ　

五
種　

八
千
円

ホ　

六
種　

七
千
円

（
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
別
表
第
六
」
を
「
別
表
第
六
イ
」
に
、
「
昇
給
号
給
数
表
」
を
「
行
政
職

給
料
表
七
級
以
下
職
員
相
当
職
員
昇
給
号
給
数
表
」
に
改
め
、
「
掲
げ
る
号
給
数
」
の
下
に
「
（
第

十
九
条
の
五
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
六
ロ
に
定
め
る
行
政
職
給
料
表
八
級
以
上
職

員
相
当
職
員
昇
給
号
給
数
表
の
C
欄
に
掲
げ
る
号
給
数
）
」
を
加
え
る
。

第
十
九
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
三　

削
除

第
十
九
条
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
行
政
職
給
料
表
の
八
級
以
上
の
職
員
に
相
当
す
る
職
員
）

第
十
九
条
の
五　

条
例
第
八
条
の
四
第
三
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
公
安

職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
九
級
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
一
級
上
位
の
職
務
の
級
」
の
下
に
「
（
承
認
を
要
す
る
職
務
の
級
へ
昇
格

さ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
上
位
の
職
務
の
級
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
の
三
中
「
降
号
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
よ
り
二
号
給
下
位
の
号
給
（
当

該
受
け
て
い
た
号
給
が
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
の
最
低
の
号
給
の
直
近
上
位
の
号
給
で
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
最
低
の
号
給
）
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
号
給
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一　

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員　

降
号
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
よ
り
二
号
給

下
位
の
号
給
（
当
該
受
け
て
い
た
号
給
が
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
の
最
低
の
号
給
の
直
近
上

位
の
号
給
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
最
低
の
号
給
）

二　

第
十
九
条
の
五
に
規
定
す
る
職
員　

降
号
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
よ
り
一
号
給

下
位
の
号
給

第
二
十
六
条
第
一
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

新
た
に
条
例
第
十
三
条
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
職
員
は
、
人
事
委
員
会
が
定

め
る
様
式
の
扶
養
親
族
届
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
任
命
権
者
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
扶
養
手
当
を
受
け
て

い
る
職
員
の
届
出
に
係
る
扶
養
親
族
の
恒
常
的
な
所
得
の
年
間
の
見
込
額
そ
の
他
の
扶
養
の
事
実

等
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

第
二
十
七
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同

条
第
二
項
中
「
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

九
七

一　

条
例
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を
し

た
場
合

二　

条
例
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
一
項
の
勤
務
を
し

た
場
合

第
二
十
九
条
の
五　

任
命
権
者
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
実

績
簿
及
び
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
整
理
簿
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
附
則
第
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
十

項
」
を
「
附
則
第
九
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
見
出
し
中
「
附
則
第
十
項
」
を
「
附
則
第
九
項
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
十
九

条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
三
」
に
、
「
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項

第
一
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に

次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
令
和
七
年
改
正
条
例
附
則
第
四
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
の
読
替
え
）

第
六
条　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
十
六
条
中
「
条

例
」
と
あ
る
の
は
「
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
山
梨
県
条

例
第
十
八
号
）
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
（
以
下
「
読
替
え
後

の
条
例
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
二
十
六
条
の
二
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
読
替
え
後
の
条

例
」
と
、
第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
新
た
に
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
新
た
に
読
替
え
後
の
条
例
」

と
、
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
読
替
え
後
の
条
例
」
と
す
る
。

（
行
政
職
給
料
表
の
八
級
以
上
の
職
員
に
相
当
す
る
職
員
）

第
七
条　

山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
八

号
）
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る

職
務
の
級
が
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
別
表
第
一
の
行
政
職
給
料
表
の
八
級
以
上
に
相
当
す
る
職
員

と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
第
二
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
職
員
と
す
る
。

別
表
第
六
か
ら
別
表
第
六
の
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
別
表
第
七
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員　

次
に
掲

げ
る
当
該
職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
同
表
に
掲
げ
る
支
給
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
額

イ　

二
種　

一
万
円

ロ　

三
種　

九
千
円

ハ　

四
種　

八
千
円

ニ　

五
種　

七
千
円

ホ　

六
種　

六
千
円

三　

任
期
付
研
究
員
等
条
例
第
一
条
の
三
第
一
号
又
は
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定

め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
限
る
。
）　

一
万
二
千
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
人
事
委
員
会
が
認
め
る
額

2　

条
例
第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一　

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
別
表
第
七
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員　

次
に
掲
げ
る
当
該
職

員
の
占
め
る
職
に
係
る
同
表
に
掲
げ
る
支
給
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ　

二
種　

五
千
五
百
円

ロ　

三
種　

五
千
円

ハ　

四
種　

四
千
五
百
円

ニ　

五
種　

四
千
円

ホ　

六
種　

三
千
五
百
円

二　

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
別
表
第
七
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員　

次
に
掲

げ
る
当
該
職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
同
表
に
掲
げ
る
支
給
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
額

イ　

二
種　

五
千
円

ロ　

三
種　

四
千
五
百
円

ハ　

四
種　

四
千
円

ニ　

五
種　

三
千
五
百
円

ホ　

六
種　

三
千
円

三　

任
期
付
研
究
員
等
条
例
第
一
条
の
三
第
一
号
又
は
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定

め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
限
る
。
）　

六
千
円
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
人
事
委
員
会
が
認
め
る
額

第
二
十
九
条
の
四　

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
条
例
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理

職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
が
し
た
同
条
第
二
項
の
勤
務

は
、
同
条
第
一
項
の
勤
務
と
み
な
す
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

九
八

別表第六　昇給号給数表（第十七条、第十九条の四関係）別表第六 昇給号給数表(第十七条、第十九条の四関係) 

 イ 行政職給料表七級以下職員相当職員昇給号給数表 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

昇給の号

給数 

８以上 ６ ４ ２ ０ 

２以上 １ ０ ０ ０ 

 備考 

１ この表は、第十九条の五に規定する職員以外の職員に適用する。 

２ この表に定める上段の号給数は条例第八条の四第三項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、

下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。 

 

 ロ 行政職給料表八級以上職員相当職員昇給号給数表 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

昇給の号

給数 

２ １ ０ ０ ０ 

備考 

  この表は、第十九条の五に規定する職員に適用する。 

 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

九
九

別表第六の二 昇格時号給対応表（第二十一条の二関係） 

昇格した日の

前日に受けて

いた号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 

１ １ １ １ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ １ １ １ １ 

１０ ２ １ １ １ ２ １ １ １ 

１１ ３ １ １ １ ３ １ １ １ 

１２ ４ １ １ １ ４ １ １ １ 

１３ ５ １ １ １ ５ １ １ １ 

１４ ６ ２ １ １ ６ ２ １ ２ 

１５ ７ ３ １ １ ７ ３ １ ２ 

１６ ８ ４ １ １ ８ ４ １ ２ 

１７ ９ ５ １ １ ９ ５ １ ２ 

１８ １０ ６ １ １ １０ ６ ２ ３ 

１９ １１ ７ １ １ １１ ７ ３ ３ 

２０ １２ ８ １ １ １２ ８ ４ ３ 

２１ １３ ９ １ １ １３ ９ ５ ４ 

２２ １４ １０ ２ １ １４ １０ ６ ４ 

２３ １５ １１ ３ １ １５ １１ ７ ４ 

２４ １６ １２ ４ １ １６ １２ ８ ４ 

２５ １７ １３ ５ １ １７ １３ ９ ４ 

２６ １８ １４ ６ １ １８ １４ １０ ４ 

別表第六の二　昇格時号給対応表（第二十一条の二関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
〇
〇

２７ １９ １５ ７ １ １９ １５ １１ ４ 

２８ ２０ １６ ８ １ ２０ １６ １２ ５ 

２９ ２１ １７ ９ １ ２１ １７ １３ ５ 

３０ ２２ １８ １０ ２ ２２ １８ １４ ５ 

３１ ２３ １９ １１ ３ ２３ １９ １５ ５ 

３２ ２４ ２０ １２ ４ ２４ ２０ １６ ５ 

３３ ２５ ２１ １３ ５ ２５ ２１ １７ ５ 

３４ ２６ ２２ １４ ６ ２６ ２２ １８ ５ 

３５ ２７ ２３ １５ ７ ２７ ２３ １９ ５ 

３６ ２８ ２４ １６ ８ ２８ ２４ ２０ ５ 

３７ ２９ ２５ １７ ９ ２９ ２５ ２１ ５ 

３８ ３０ ２６ １８ １０ ３０ ２６ ２２ ５ 

３９ ３１ ２７ １９ １１ ３１ ２７ ２３ ５ 

４０ ３２ ２８ ２０ １２ ３２ ２８ ２４ ５ 

４１ ３３ ２９ ２１ １３ ３３ ２９ ２５ ５ 

４２ ３４ ３０ ２２ １４ ３４ ３０ ２５ ５ 

４３ ３５ ３１ ２３ １５ ３５ ３１ ２６ ５ 

４４ ３６ ３２ ２４ １６ ３６ ３２ ２６ ５ 

４５ ３７ ３３ ２５ １７ ３７ ３３ ２７ ５ 

４６ ３８ ３４ ２６ １８ ３８ ３４ ２７   

４７ ３９ ３５ ２７ １９ ３９ ３５ ２８   

４８ ４０ ３６ ２８ ２０ ４０ ３６ ２８   

４９ ４１ ３７ ２９ ２１ ４１ ３７ ２８   

５０ ４２ ３８ ３０ ２２ ４２ ３７ ２８   

５１ ４３ ３９ ３１ ２３ ４３ ３７ ２８   

５２ ４４ ４０ ３２ ２４ ４４ ３８ ２８   

５３ ４５ ４１ ３３ ２５ ４５ ３８ ２８   

５４ ４６ ４２ ３４ ２６ ４６ ３８ ２８   

５５ ４７ ４３ ３５ ２７ ４７ ３９ ２８   

５６ ４８ ４４ ３６ ２８ ４８ ３９ ２８   



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
〇
一

５７ ４９ ４５ ３７ ２９ ４９ ３９ ２９   

５８ ５０ ４６ ３８ ３０ ５０ ４０ ２９   

５９ ５１ ４７ ３９ ３１ ５１ ４０ ２９   

６０ ５２ ４８ ４０ ３２ ５２ ４０ ２９   

６１ ５３ ４９ ４１ ３３ ５３ ４０ ２９   

６２ ５４ ５０ ４２ ３４ ５４ ４０ ２９   

６３ ５５ ５１ ４３ ３５ ５５ ４０ ２９   

６４ ５６ ５２ ４４ ３６ ５６ ４０ ２９   

６５ ５７ ５３ ４５ ３７ ５７ ４０ ２９   

６６ ５８ ５４ ４６ ３７ ５８ ４０ ２９   

６７ ５９ ５５ ４７ ３８ ５９ ４０ ２９   

６８ ６０ ５６ ４８ ３８ ６０ ４１ ３０   

６９ ６１ ５７ ４９ ３９ ６０ ４１ ３０   

７０ ６２ ５８ ４９ ３９ ６０ ４１ ３０   

７１ ６３ ５９ ５０ ４０ ６１ ４１ ３１   

７２ ６４ ６０ ５０ ４０ ６２ ４１ ３１   

７３ ６５ ６１ ５１ ４１ ６３ ４１ ３１   

７４ ６６ ６２ ５１ ４２ ６４ ４１     

７５ ６７ ６３ ５２ ４３ ６５ ４１     

７６ ６８ ６４ ５２ ４４ ６６ ４１     

７７ ６９ ６５ ５３ ４５ ６７ ４１     

７８ ６９ ６６ ５４ ４６ ６８ ４１     

７９ ７０ ６７ ５５ ４７ ６９ ４１     

８０ ７０ ６８ ５６ ４８ ７０ ４２     

８１ ７１ ６９ ５７ ４９ ７１ ４２     

８２ ７１ ７０ ５８ ４９ ７２ ４２     

８３ ７２ ７１ ５９ ５０ ７３ ４３     

８４ ７２ ７２ ６０ ５０ ７４ ４３     

８５ ７３ ７３ ６１ ５１ ７５ ４３     

８６ ７４ ７４ ６２ ５１         



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
〇
二

８７ ７５ ７５ ６３ ５２         

８８ ７６ ７６ ６４ ５２         

８９ ７７ ７７ ６５ ５３         

９０ ７８ ７８ ６６ ５３         

９１ ７９ ７９ ６７ ５３         

９２ ８０ ８０ ６８ ５４         

９３ ８１ ８１ ６９ ５４         

９４ ８２ ８２ ７０ ５４         

９５ ８３ ８３ ７１ ５５         

９６ ８４ ８４ ７２ ５５         

９７ ８５ ８５ ７３ ５５         

９８ ８６ ８６ ７４ ５６         

９９ ８７ ８７ ７５ ５６         

１００ ８８ ８８ ７６ ５６         

１０１ ８９ ８９ ７７ ５７         

１０２ ９０ ８９ ７８ ５８         

１０３ ９１ ９０ ７９ ５９         

１０４ ９２ ９０ ８０ ６０         

１０５ ９３ ９１ ８１ ６０         

１０６ ９３ ９１ ８２ ６０         

１０７ ９３ ９２ ８３ ６０         

１０８ ９４ ９２ ８４ ６０         

１０９ ９４ ９３ ８５ ６０         

１１０ ９４ ９４ ８５ ６０         

１１１ ９５ ９５ ８６ ６０         

１１２ ９５ ９６ ８６ ６０         

１１３ ９５ ９７ ８７ ６１         

１１４ ９６ ９８ ８７ ６１         

１１５ ９６ ９９ ８８ ６１         

１１６ ９６ １００ ８８ ６１         



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
〇
三

１１７ ９７ １０１ ８９ ６１         

１１８ ９７ １０１ ８９ ６１         

１１９ ９８ １０１ ９０ ６１         

１２０ ９８ １０２ ９０ ６１         

１２１ ９９ １０２ ９１ ６１         

１２２ ９９ １０２ ９１           

１２３ １００ １０３ ９２           

１２４ １００ １０３ ９２           

１２５ １０１ １０３ ９２           

１２６   １０４ ９２           

１２７   １０４ ９２           

１２８   １０４ ９２           

１２９   １０５ ９２           

１３０     ９２           

１３１     ９２           

１３２     ９２           

１３３     ９３           

１３４     ９３           

１３５     ９３           

１３６     ９３           

１３７     ９３           

１３８     ９４           

１３９     ９５           

１４０     ９６           

１４１     ９６           

 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
〇
四

 

 

別表第六の三 降格時号給対応表（第二十二条の二関係） 

降格した日の

前日に受けて

いた号給 

降格後の号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

１ ９ １３ ２１ ２９ ９ １３ １７ １３ 

２ １０ １３ ２２ ３０ １０ １４ １８ １７ 

３ １０ １３ ２３ ３１ １１ １５ １９ ２０ 

４ １１ １４ ２４ ３２ １２ １６ ２０ ２７ 

５ １２ １５ ２５ ３３ １３ １７ ２１ ４５ 

６ １３ １６ ２６ ３４ １４ １８ ２２ ４５ 

７ １４ １７ ２７ ３５ １５ １９ ２３ ４５ 

８ １５ １８ ２８ ３６ １６ ２０ ２４ ４５ 

９ １６ １９ ２９ ３７ １７ ２１ ２５ ４５ 

１０ １７ ２０ ３０ ３８ １８ ２２ ２６   

１１ １８ ２２ ３１ ３９ １９ ２３ ２７   

１２ １９ ２３ ３２ ４０ ２０ ２４ ２８   

１３ ２０ ２４ ３３ ４１ ２１ ２５ ２９   

１４ ２１ ２５ ３４ ４２ ２２ ２６ ３０   

１５ ２２ ２６ ３５ ４３ ２３ ２７ ３１   

１６ ２３ ２７ ３６ ４４ ２４ ２８ ３２   

１７ ２４ ２８ ３７ ４５ ２５ ２９ ３３   

１８ ２５ ３０ ３８ ４６ ２６ ３０ ３４   

１９ ２７ ３０ ３９ ４７ ２７ ３１ ３５   

２０ ２８ ３２ ４０ ４８ ２８ ３２ ３６   

２１ ２９ ３３ ４１ ４９ ２９ ３３ ３７   

２２ ２９ ３４ ４２ ５０ ３０ ３４ ３８   

２３ ３０ ３５ ４３ ５１ ３１ ３５ ３９   

２４ ３１ ３６ ４４ ５２ ３２ ３６ ４０   

２５ ３３ ３７ ４５ ５３ ３３ ３７ ４２   

２６ ３３ ３８ ４６ ５４ ３４ ３８ ４４   

別表第六の三　降格時号給対応表（第二十二条の二関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
〇
五

 

 

２７ ３４ ３９ ４７ ５５ ３５ ３９ ４６   

２８ ３５ ４０ ４８ ５６ ３６ ４０ ５６   

２９ ３７ ４１ ４９ ５７ ３７ ４１ ６７   

３０ ３８ ４２ ５０ ５８ ３８ ４２ ７０   

３１ ３９ ４３ ５１ ５９ ３９ ４３ ７３   

３２ ４０ ４４ ５２ ６０ ４０ ４４ ７３   

３３ ４１ ４５ ５３ ６１ ４１ ４５ ７３   

３４ ４２ ４６ ５４ ６２ ４２ ４６ ７３   

３５ ４３ ４７ ５５ ６３ ４３ ４７ ７３   

３６ ４４ ４８ ５６ ６４ ４４ ４８ ７３   

３７ ４５ ４９ ５７ ６６ ４５ ５１ ７３   

３８ ４６ ５０ ５８ ６８ ４６ ５４ ７３   

３９ ４７ ５１ ５９ ７０ ４７ ５７ ７３   

４０ ４８ ５２ ６０ ７２ ４８ ６７ ７３   

４１ ４９ ５３ ６１ ７３ ４９ ７９ ７３   

４２ ５０ ５４ ６２ ７４ ５０ ８２ ７３   

４３ ５１ ５５ ６３ ７５ ５１ ８５ ７３   

４４ ５２ ５６ ６４ ７６ ５２ ８５ ７３   

４５ ５３ ５７ ６５ ７７ ５３ ８５ ７３   

４６ ５４ ５８ ６６ ７８ ５４ ８５     

４７ ５５ ５９ ６７ ７９ ５５ ８５     

４８ ５６ ６０ ６８ ８０ ５６ ８５     

４９ ５７ ６１ ７０ ８２ ５７ ８５     

５０ ５８ ６２ ７２ ８４ ５８ ８５     

５１ ５９ ６３ ７４ ８６ ５９ ８５     

５２ ６０ ６４ ７６ ８８ ６０ ８５     

５３ ６１ ６５ ７７ ９１ ６１ ８５     

５４ ６２ ６６ ７８ ９４ ６２ ８５     

５５ ６３ ６７ ７９ ９７ ６３ ８５     

５６ ６４ ６８ ８０ １００ ６４ ８５     



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
〇
六

 

 

５７ ６５ ６９ ８１ １０１ ６５ ８５     

５８ ６６ ７０ ８２ １０２ ６６ ８５     

５９ ６７ ７１ ８３ １０３ ６７ ８５     

６０ ６８ ７２ ８４ １１２ ７０ ８５     

６１ ６９ ７３ ８５ １２１ ７１ ８５     

６２ ７０ ７４ ８６ １２１ ７２ ８５     

６３ ７１ ７５ ８７ １２１ ７３ ８５     

６４ ７２ ７６ ８８ １２１ ７４ ８５     

６５ ７３ ７７ ８９ １２１ ７５ ８５     

６６ ７４ ７８ ９０ １２１ ７６ ８５     

６７ ７５ ７９ ９１ １２１ ７７ ８５     

６８ ７６ ８０ ９２ １２１ ７８ ８５     

６９ ７８ ８１ ９３ １２１ ７９ ８５     

７０ ８０ ８２ ９４ １２１ ８０ ８５     

７１ ８２ ８３ ９５ １２１ ８１ ８５     

７２ ８４ ８４ ９６ １２１ ８２ ８５     

７３ ８５ ８５ ９７ １２１ ８３ ８５     

７４ ８６ ８６ ９８ １２１ ８４       

７５ ８７ ８７ ９９ １２１ ８５       

７６ ８８ ８８ １００ １２１ ８５       

７７ ８９ ８９ １０１ １２１ ８５       

７８ ９０ ９０ １０２ １２１ ８５       

７９ ９１ ９１ １０３ １２１ ８５       

８０ ９２ ９２ １０４ １２１ ８５       

８１ ９３ ９３ １０５ １２１ ８５       

８２ ９４ ９４ １０６ １２１ ８５       

８３ ９５ ９５ １０７ １２１ ８５       

８４ ９６ ９６ １０８ １２１ ８５       

８５ ９７ ９７ １１０ １２１ ８５       

８６ ９８ ９８ １１２           



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
〇
七

 

 

８７ ９９ ９９ １１４           

８８ １００ １００ １１６           

８９ １０１ １０２ １１８           

９０ １０２ １０４ １２０           

９１ １０３ １０６ １２２           

９２ １０４ １０８ １３２           

９３ １０７ １０９ １３７           

９４ １１０ １１０ １３８           

９５ １１３ １１１ １３９           

９６ １１６ １１２ １４１           

９７ １１８ １１３ １４１           

９８ １２０ １１４ １４１           

９９ １２２ １１５ １４１           

１００ １２４ １１６ １４１           

１０１ １２５ １１９ １４１           

１０２ １２５ １２２ １４１           

１０３ １２５ １２５ １４１           

１０４ １２５ １２８ １４１           

１０５ １２５ １２９ １４１           

１０６ １２５ １２９ １４１           

１０７ １２５ １２９ １４１           

１０８ １２５ １２９ １４１           

１０９ １２５ １２９ １４１           

１１０ １２５ １２９ １４１           

１１１ １２５ １２９ １４１           

１１２ １２５ １２９ １４１           

１１３ １２５ １２９ １４１           

１１４ １２５ １２９ １４１           

１１５ １２５ １２９ １４１           

１１６ １２５ １２９ １４１           



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
〇
八

 

 

１１７ １２５ １２９ １４１           

１１８ １２５ １２９ １４１           

１１９ １２５ １２９ １４１           

１２０ １２５ １２９ １４１           

１２１ １２５ １２９ １４１           

１２２ １２５ １２９             

１２３ １２５ １２９             

１２４ １２５ １２９             

１２５ １２５ １２９             

１２６ １２５ １２９             

１２７ １２５ １２９             

１２８ １２５ １２９             

１２９ １２５ １２９             

１３０   １２９             

１３１   １２９             

１３２   １２９             

１３３   １２９             

１３４   １２９             

１３５   １２９             

１３６   １２９             

１３７   １２９             

１３８   １２９             

１３９   １２９             

１４０   １２９             

１４１   １２９             

 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
〇
九

附
則
第
十
二
条
中
「
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
三
十
六
条
の
三
」
に
改
め

る
。附

則
第
十
七
条
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
三
」
に
改
め

る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条
及
び
警
察
職
員
給

与
条
例
第
十
四
条
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
で
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
第
一
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例

第
十
三
条
第
一
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る
者

に
限
る
」
を
「
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
他
に
生
計
の
途
が
な
く
主
と
し
て
当
該
職
員
の
扶
養
を
受
け

て
い
る
も
の
及
び
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
第
一
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条
第
一
項
及
び
警

察
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
を
い
う
」
に
改
め
、
「
（
婚
姻
の
届
出
を

し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
削
る
。

第
四
条
中
「
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
三

項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
職
員
以
外
の
地
方
公
務

員
又
は
国
家
公
務
員
で
あ
つ
た
者
か
ら
引
き
続
き
」
を
「
新
た
に
」
に
改
め
、
「
又
は
公
益
的
法
人
等

へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
あ
つ
て
は
当
該
採
用
」
を
削
る
。

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3　

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
に
お
い
て
居
住
の
実
情
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
。

第
七
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
の
下
に
「
。
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様

と
す
る
」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
欠
く
に
至
つ
た
日
」
の
下
に
「
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
以
降
の
日
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日
）
」
を
加
え
、
「
終
る
」
を

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
切
替
日
に
お
け
る
昇
格
又
は
降
格
し
た
職
員
の
号
給
の
特
例
）

2　

令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
に
昇
格
又
は
降
格
し
た
職
員
に
つ
い
て

は
、
当
該
昇
格
等
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
切
替
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
を
切

替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
第
二
十
六
条
若

し
く
は
第
二
十
七
条
の
二
、
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
第
二
十
三
条
若
し
く
は
第
二

十
四
条
の
二
又
は
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
第
二
十
一
条
の
二
若
し
く
は
第
二
十
二

条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。

3　

教
育
職
給
料
表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
そ
の
職
務
の
級
が
特
二
級
で
あ
る
も
の
を
令
和

七
年
四
月
一
日
に
三
級
に
昇
格
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
附
則
第
二
項
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
昇
格
さ
せ
る
日
の
前
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
」
と
あ
る
の

は
、
「
令
和
七
年
四
月
一
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
」
と
す
る
。

4　

教
育
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
そ
の
職
務
の
級
が
特
二
級
で
あ
る
も
の
を
令
和

七
年
四
月
一
日
に
三
級
に
昇
格
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
附
則
第
二
項
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
昇
格
さ
せ
る
日
の
前
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
」
と
あ
る
の

は
、
「
令
和
七
年
四
月
一
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
」
と
す
る
。

（
改
正
後
の
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
に
お
け
る
暫
定
再
任
用
職
員
に
関
す
る
経
過
措

置
）

5　

山
梨
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
山
梨
県
条

例
第
四
十
七
号
）
附
則
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
は
、
地
方
公
務
員
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関

す
る
規
則
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
山
梨
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
規

則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

6　

山
梨
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
等
の
施
行
に
伴
う
関
係

規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
中
「
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
三
十
七
条
の
三
」
に
改
め

る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
一
〇

二　

通
勤
の
た
め
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
に
変
更
が
生
じ
る
と
き
の
当
該
転
居
後
の

住
居
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ　

職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
四
項
等
に
規
定
す
る
直
前
の
住
居
か
ら
通
勤
す
る
場
合
に
利
用

す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
ロ
に
お
い
て
「
旧
最
寄
り
駅
等
」
と

い
う
。
）
と
、
当
該
転
居
後
の
住
居
か
ら
通
勤
す
る
場
合
に
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る

経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
ロ
に
お
い
て
「
新
最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
が
、
新
幹
線
鉄

道
等
に
係
る
経
路
に
お
い
て
隣
接
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居

ロ　

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
旧
最
寄
り
駅
等
と
新
最
寄
り
駅
等
と
の
間
の
新
幹
線
鉄
道
等
に

係
る
経
路
の
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住

居

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
住
居
の
ほ
か
、
人
事
委
員
会
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
住
居
で
あ
る
と
認
め
る
も

の
第
十
一
条
を
削
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
を
「
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
」
に

改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
を
「
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
特
別
料
金
等
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
」
を
「
特
別
料
金
等
相
当
額

（
第
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
「
特
別
料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
項
第
一
号
」
を

「
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
改
め
、
「
、
同
号
イ
中
「
価
額
」
と
あ
る
の
は
「
価
額
の
二
分
の
一

に
相
当
す
る
額
」
と
」
を
削
り
、
「
普
通
交
通
機
関
等
」
と
あ
る
の
は
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
、
「
運

賃
等
の
」
を
「
運
賃
等
」
に
、
「
特
別
料
金
等
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
」
を
「
特
別
料
金
等
」

に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
に
お
い
て
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
通
勤
の
た
め
利
用
す
る
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と

き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
及
び
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
」
を
「
に
お
け
る
次
に
掲
げ

る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一　

通
勤
の
た
め
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後

の
住
居

二　

通
勤
の
た
め
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
に
変
更
が
生
じ
る
と
き
の
当
該
転
居
後
の

住
居
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ　

職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
四
項
等
並
び
に
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
五
項
、
学
校
職
員

給
与
条
例
第
十
四
条
第
五
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
六
条
第
五
項
（
以
下
「
職
員
給
与

条
例
第
十
五
条
第
五
項
等
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
直
前
の
住
居
か
ら
通
勤
す
る
場
合
に
利

用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
ロ
に
お
い
て
「
旧
最
寄
り
駅
」
と

い
う
。
）
と
、
当
該
転
居
後
の
住
居
か
ら
通
勤
す
る
場
合
に
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る

経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
ロ
に
お
い
て
「
新
最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
が
、
新
幹
線
鉄

「
終
わ
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三　

第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
の
職
員
た
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
場
合

第
五
条
第
一
項
中
「
提
示
」
の
下
に
「
又
は
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
の
職
員
た

る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
提
出
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
を
「
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
四
項
、
学
校
職
員
給
与
条

例
第
十
四
条
第
四
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
六
条
第
四
項
（
以
下
「
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条

第
四
項
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
（
以
下
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
運
賃
等
相
当
額
」
の
下
に
「
（
第
八
条
第
二
号
に
お
い
て
「
運
賃
等
相
当
額
」

と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
八
条
第
二
号
中
「
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
等
に
規
定
す
る
一
箇
月
当
た
り
の
運

賃
等
相
当
額
（
二
以
上
の
普
通
交
通
機
関
等
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
」
を
「
運
賃
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
で
除
し
て
得
た
額
（
普
通
交
通
機
関
等
が

二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
る
場
合
に
は
公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す

る
公
署
の
移
転
前
の
通
勤
時
間
よ
り
長
時
間
の
通
勤
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
等
の
通
勤
の
実

情
の
」
を
「
通
勤
の
実
情
に
」
に
改
め
、
「
で
あ
る
も
の
」
の
下
に
「
（
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
よ

り
通
勤
事
情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
条
中
「
に
お
い
て
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
通
勤
の
た
め
利
用
す
る
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き

の
当
該
転
居
後
の
住
居
及
び
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
」
を
「
に
お
け
る
次
に
掲
げ

る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一　

通
勤
の
た
め
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後

の
住
居



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
一
一

「
配
偶
者
（
」
を
「
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
」
に
、
「
当
該
住
居
」
を
「
当
該
転
居
後
の
住
居
（
特
定
住

居
を
含
む
。
）
」
に
、
「
新
幹
線
鉄
道
等
で
そ
の
利
用
が
第
十
一
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
通

勤
事
情
の
改
善
に
相
当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
を
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
に
改

め
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三　

職
員
又
は
配
偶
者
の
公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
（
配
偶
者
が
職
員
で

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
伴
い
、
配
偶
者
と
同
居
し
て

満
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
を
養
育
す
る
た
め
、

職
員
及
び
配
偶
者
の
通
勤
を
考
慮
し
た
地
域
の
住
居
に
転
居
し
た
職
員
で
、
当
該
転
居
後
の
住
居

（
当
該
転
居
の
日
以
後
に
当
該
地
域
へ
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
日
以
後
の
転
居
後
の
住
居

を
含
む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等

を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
（
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
い
で
通
勤
す
る
も
の
と
し

た
場
合
に
お
け
る
通
勤
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
通
勤
時
間
が
九
十
分
以
上
あ
り
、

か
つ
、
当
該
子
の
養
育
を
行
つ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

四　

職
員
又
は
配
偶
者
の
父
母
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
）
の
介
護
に
伴
い
、
当
該
父
母
の
住
居

又
は
そ
の
近
隣
の
住
居
に
転
居
し
た
職
員
で
、
当
該
転
居
後
の
住
居
（
当
該
転
居
の
日
以
後
に
当

該
父
母
の
住
居
又
は
そ
の
近
隣
の
住
居
を
転
居
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
日
以
後
の
転
居
後
の
住

居
を
含
む
。
）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金

等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
（
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
い
で
通
勤
す
る
も
の
と

し
た
場
合
に
お
け
る
通
勤
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
通
勤
時
間
が
九
十
分
以
上
あ

り
、
か
つ
、
当
該
父
母
の
介
護
を
行
つ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

第
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2　

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
「
特
定
住
居
」
と
は
、
職
員
派
遣
か
ら
の
復
帰
又
は
同
項
第

二
号
に
規
定
す
る
転
居
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
復
帰
等
」
と
い
う
。
）
の
日
以
後
に
転
居
す
る

場
合
に
お
け
る
当
該
復
帰
等
の
日
以
後
の
転
居
後
の
住
居
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
転
居
後
の
住

居
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一　

通
勤
の
た
め
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後

の
住
居

二　

通
勤
の
た
め
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
の
当
該
転
居
後
の

住
居
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ　

当
該
復
帰
等
の
直
前
の
住
居
か
ら
通
勤
す
る
場
合
に
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路

の
起
点
と
な
る
駅
等
（
ロ
に
お
い
て
「
旧
最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
、
当
該
転
居
後
の
住

居
か
ら
通
勤
す
る
場
合
に
利
用
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
の
起
点
と
な
る
駅
等
（
ロ
に

道
等
に
係
る
経
路
に
お
い
て
隣
接
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居

ロ　

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
旧
最
寄
り
駅
等
と
新
最
寄
り
駅
等
と
の
間
の
新
幹
線
鉄
道
等
に

係
る
経
路
の
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住

居

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
住
居
の
ほ
か
、
人
事
委
員
会
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
住
居
で
あ
る
と
認
め
る
も

の
第
十
三
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
十
四
条
中
「
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
、
国
家
公
務
員
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五

年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
役
職
員
で
あ

つ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
当

該
適
用
の
直
前
の
勤
務
地
と
所
在
す
る
地
域
を
異
に
す
る
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴

い
、
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
る
場
合
に
は
当
該
適
用
前
の
通
勤
時
間
よ
り
長
時
間
の
通
勤

時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
等
の
通
勤
の
実
情
の
変
更
を
生
ず
る
者
」
を
「
次
に
掲
げ
る
職
員
」

に
改
め
、
「
で
あ
る
も
の
」
の
下
に
「
（
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善
が
認
め
ら

れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一　

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公

務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
者
（
次
号
に
お
い
て
「
人
事
交
流
等
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
当

該
適
用
の
直
前
の
住
居
と
所
在
す
る
地
域
を
異
に
す
る
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
者

二　

人
事
交
流
等
職
員
の
う
ち
、
当
該
適
用
の
直
前
の
勤
務
地
と
所
在
す
る
地
域
を
異
に
す
る
公
署

に
在
勤
す
る
こ
と
に
な
つ
た
こ
と
に
伴
い
、
通
勤
実
情
に
変
更
を
生
ず
る
職
員

第
十
四
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
次
に
掲
げ
る
職
員
」
の
下
に
「
（
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善

が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
次
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
」
を

「
公
益
的
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三

号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
職
員
派
遣
（
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
職
員
派
遣
」
と

い
う
。
）
か
ら
職
務
に
復
帰
し
た
」
に
、
「
、
当
該
事
由
の
発
生
」
を
「
、
当
該
復
帰
に
伴
い
、
当
該

復
帰
」
に
、
「
当
該
事
由
の
発
生
の
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
い
て
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
通
勤
の

た
め
利
用
す
る
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
及
び
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に
準

ず
る
と
認
め
る
住
居
」
を
「
特
定
住
居
」
に
、
「
新
幹
線
鉄
道
等
で
そ
の
利
用
が
第
十
一
条
に
規
定
す

る
基
準
に
照
ら
し
て
通
勤
事
情
の
改
善
に
相
当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
を

「
新
幹
線
鉄
道
等
」
に
、
「
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
る
場
合
に
は
当
該
事
由
の
発
生
前
の

通
勤
時
間
よ
り
長
時
間
の
通
勤
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
等
の
通
勤
の
実
情
の
」
を
「
通
勤
の

実
情
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
削
り
、
同
条
中
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
号
中
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梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
一
二

り
、
同
条
第
四
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
当
該
給
与
」
を
「
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
当
該
給
与
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
、
新
幹
線
鉄
道
等
」
を
「
、
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る

特
別
料
金
等
」
に
、
「
当
該
新
幹
線
鉄
道
等
」
を
「
当
該
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金

等
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
支
給
さ
れ
て
い
る
通
勤
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
か
ら
引
き
続
き
職
員
（
山
梨
県
職
員

給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
八
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
令
和
七
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
職
員
給
与
条
例

（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
九
号
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
職
員
給
与
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
、
令
和
七
年
改
正
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
号
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
改
正
前
の
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
令
和
七
年
改
正

条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
警
察
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例

第
四
十
三
号
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
警
察
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
六

条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
（
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
通

勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
三
号

に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も
の
を
除
き
、
二
以
上
の
普
通
交
通
機
関
等
（
改
正
前
の
規
則
第
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
普
通
交
通
機
関
等
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て

通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
合
計
額
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

「
改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
、
改
正
前
の
職
員
給
与
条
例
第
十
五

条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
改
正
前
の
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第

三
号
並
び
に
改
正
前
の
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
額

（
改
正
前
の
規
則
第
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に

お
い
て
「
改
正
前
の
自
動
車
等
の
利
用
に
係
る
額
」
と
い
う
。
）
及
び
改
正
前
の
職
員
給
与
条
例
第

十
五
条
第
四
項
、
改
正
前
の
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
第
四
項
及
び
改
正
前
の
警
察
職
員
給
与

条
例
第
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
別
料
金
等
の
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
（
改
正
前
の
職
員
給

与
条
例
第
十
五
条
第
八
項
、
改
正
前
の
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
第
八
項
及
び
改
正
前
の
警
察

職
員
給
与
条
例
第
十
六
条
第
八
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
二
以
上
の
新
幹
線
鉄
道
等
（
改
正
前
の
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
四

項
、
改
正
前
の
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
第
四
項
及
び
改
正
前
の
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
六

お
い
て
「
新
最
寄
り
駅
等
」
と
い
う
。
）
と
が
、
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
経
路
に
お
い
て
隣
接

し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住
居

ロ　

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
旧
最
寄
り
駅
等
と
新
最
寄
り
駅
等
と
の
間
の
新
幹
線
鉄
道
等
に

係
る
経
路
の
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
転
居
後
の
住

居

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
住
居
の
ほ
か
、
人
事
委
員
会
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
住
居
で
あ
る
と
認
め
る
も

の
第
十
五
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
五
条
の
二
第
二
項
中
「
離
職
し
」
を
「
離
職
（
職
員
が
離
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
（
当
該
翌
日

が
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県

の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
当
該
翌
日
後
に
お
い
て
最
も
当
該
翌
日
に
近
い
県
の
休
日
で
な
い
日
を
含

む
。
）
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
場
合
の
離
職
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を

し
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
職
員
が
二
以
上
の
普
通
交
通
機
関
等
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
職
員

給
与
条
例
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
等
に
定
め
る
額
の
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
一

箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
当
該
通
勤
手
当
」
を
「
一

箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
（
第
八
条
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
職
員
給

与
条
例
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
等
に
定
め
る
額
（
第
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
及
び
特
別
料
金
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
新
幹
線
鉄
道
等

が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
の
合
計
額
（
第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
「
一
箇

月
当
た
り
の
通
勤
手
当
算
出
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
が
十
五
万
円
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
通
勤
手

当
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
普
通
交
通
機
関
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中

「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
が
五
万
五
千
円
以
下
」
を
「
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
手
当
算
出

基
礎
額
が
十
五
万
円
以
下
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
普
通
交
通
機
関
等
（
」
を
「
普
通
交
通
機
関
等
又

は
新
幹
線
鉄
道
等
（
」
に
、
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
が
五
万
五
千
円
」
を
「
一
箇
月
当

た
り
の
通
勤
手
当
算
出
基
礎
額
が
十
五
万
円
」
に
、
「
普
通
交
通
機
関
等
）
」
を
「
普
通
交
通
機
関
等

及
び
新
幹
線
鉄
道
等
）
」
に
、
「
普
通
交
通
機
関
等
に
つ
き
」
を
「
普
通
交
通
機
関
等
及
び
新
幹
線
鉄

道
等
に
つ
き
」
に
、
「
運
賃
等
の
」
を
「
運
賃
等
及
び
特
別
料
金
等
の
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
が
五
万
五
千
円
を
」
を
「
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
手
当
算
出
基

礎
額
が
十
五
万
円
を
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
ロ
及
び
ハ
」
を
「
ロ
」
に
、
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃

等
相
当
額
等
と
五
万
五
千
円
と
の
差
額
の
二
分
の
一
を
五
万
五
千
円
に
加
算
し
た
額
」
を
「
十
五
万

円
」
に
、
「
支
給
単
位
期
間
」
を
「
支
給
単
位
期
間
等
」
に
、
「
普
通
交
通
機
関
等
」
を
「
普
通
交
通

機
関
等
及
び
新
幹
線
鉄
道
等
」
に
、
「
払
戻
金
相
当
額
」
を
「
払
戻
金
相
当
額
の
合
計
額
並
び
に
人
事

委
員
会
の
定
め
る
額
の
合
計
額
」
に
改
め
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
三
項
を
削
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く
。
）
に
も
適
用
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

附
則
中
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
二
項
と
し
、
第
五
項
を
第
三
項
と
す
る
。

別
表
東
京
都
の
項
中
「
三
級
地
」
を
「
二
級
地
」
に
改
め
、
同
表
石
川
県
の
項
中
「
七
級
地
」
を

「
五
級
地
」
に
改
め
、
同
表
静
岡
県
の
項
中
「
六
級
地
」
を
四
級
地
に
改
め
、
同
表
備
考
中
「
平
成
二

十
七
年
四
月
一
日
」
を
「
令
和
七
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
地
域
手
当
）

2　

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県

条
例
第
三
十
九
号
）
第
十
四
条
の
二
第
一
項
、
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨

県
条
例
第
四
十
号
）
第
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
山
梨
県
警
察
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山

梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
地
域
は
、
こ
の
規

則
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
別
表
に
掲
げ
る
地
域
と
す
る
。

3　

山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
八
号
。
次
項

及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
令
和
七
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
二
・
三
と
す
る
。

4　

令
和
七
年
改
正
条
例
附
則
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
地
域
手
当
の
級

地
の
区
分
は
次
に
掲
げ
る
区
分
と
し
、
同
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
当
該
各
号
に

掲
げ
る
級
地
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

一　

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
二
十

二　

十
六
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
十
六

三　

十
五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
十
五

四　

十
四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
十
四

五　

十
三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
十
三

条
第
四
項
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
を
い
う
。
）
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
通
勤
手
当
を
支
給
さ

れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
合
計
額
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
特

別
料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
が
十
五
万
円
を
超
え
て
い
る
職
員
を
除
く
。
）
に
支
給

さ
れ
て
い
る
通
勤
手
当
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
施
行
日
の
前
日
及
び
施
行
日
を
含
む
支

給
単
位
期
間
等
（
改
正
前
の
規
則
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間
等
を
い

う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一　

普
通
交
通
機
関
等
及
び
改
正
前
の
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
、
改
正
前
の
学
校

職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
改
正
前
の
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
六
条
第
一
項

第
二
号
に
規
定
す
る
自
動
車
等
に
係
る
通
勤
手
当
（
改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額

及
び
改
正
前
の
自
動
車
等
の
利
用
に
係
る
額
の
合
計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
場
合
の
も
の
に

限
る
。
）

二　

改
正
前
の
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
四
項
第
一
号
、
改
正
前
の
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
四

条
第
四
項
第
一
号
及
び
改
正
前
の
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
六
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新

幹
線
鉄
道
等
に
係
る
通
勤
手
当

3　

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員

に
は
、
当
該
通
勤
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
間
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
各
月

に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
端
数
を
切
り

捨
て
た
額
と
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
各
号

に
定
め
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。
）
を
、
支
給
単
位
期
間
を
一
箇
月
と
す
る
通
勤
手
当
と
し
て
支
給

す
る
。

一　

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合　

改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
運

賃
等
相
当
額
及
び
改
正
前
の
自
動
車
等
の
利
用
に
係
る
額
の
合
計
額
か
ら
五
万
五
千
円
を
減
じ
て

得
た
額
か
ら
当
該
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
て
得
た
額

二　

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合　

改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
特

別
料
金
等
相
当
額
か
ら
当
該
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

を
減
じ
て
得
た
額

（
権
衡
職
員
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

4　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
次
項
及
び
附
則
第
六
項
に
お
い
て
「
改

正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
さ
れ
た
転
居
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

5　

改
正
後
の
規
則
第
十
三
条
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と

な
っ
た
者
に
も
適
用
す
る
。

6　

改
正
後
の
規
則
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
こ
れ
ら
の
号
に

掲
げ
る
職
員
と
な
っ
た
者
（
こ
れ
ら
の
号
に
規
定
す
る
当
該
日
以
降
の
転
居
を
し
た
も
の
を
除



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
一
四

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
四
条
の
二
第

一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
」
を
「
第
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
」
に
、
「
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三

項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
配
偶
者
が
」
を
「
配
偶
者
（
届
出
を
し
な

い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
人
事
交
流

等
に
よ
り
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
」
を
「
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
や
む
を
得

な
い
事
情
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
次
に

掲
げ
る
事
由
の
発
生
」
を
「
公
益
的
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三

年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た

こ
と
」
に
改
め
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
七
号
中
「
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
又
は
国

家
公
務
員
で
あ
っ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
」
を
「
新
た
に
」
に
改
め
、
「
伴
い
」

と
」
の
下
に
「
、
「
第
二
条
」
と
あ
る
の
を
「
前
項
」
と
」
を
加
え
る
。

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3　

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
に
お
い
て
配
偶
者
等
と
の
別
居
の
状
況
等
を
認
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要

し
な
い
。

第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
の
下
に
「
。
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様

と
す
る
」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
欠
く
に
至
っ
た
日
」
の
下
に
「
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
日
以
降
の
日
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日
）
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
第
五
条
第
二
項
第
七
号
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
新

六　

十
二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
十
二

七　

十
一
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
十
一

八　

十
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
十

九　

九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
九

十　

八
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
八

十
一　

七
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
七

十
二　

六
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
六

十
三　

五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
五

十
四　

四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
四

十
五　

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
三

十
六　

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
二

十
七　

一
パ
ー
セ
ン
ト
級
地　

百
分
の
一

5　

令
和
七
年
改
正
条
例
附
則
第
五
条
第
一
項
後
段
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
級
地
は
、
附
則
別

表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

附
則
別
表
（
附
則
第
四
項
及
び
附
則
第
五
項
関
係
）

都
道
府
県
支
給
地
域

級
地

東
京
都
特
別
区

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

八
王
子
市

十
五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

神
奈
川
県
横
浜
市

十
六
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

石
川
県

金
沢
市

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

静
岡
県

静
岡
市

七
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

大
阪
府

大
阪
市

十
六
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

備
考　

こ
の
表
の
支
給
地
域
欄
に
掲
げ
る
名
称
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
名
称

を
有
す
る
市
又
は
特
別
区
の
同
日
に
お
け
る
区
域
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
地
域
を
示
し
、
そ
の
後
に

お
け
る
そ
れ
ら
の
名
称
の
変
更
又
は
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
も
の
の
区
域
の
変
更
に
よ
っ
て
影

響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
一
五

二
〇　
　
　

白
州
中
学
校　
　

を
「
北
杜
市
小
淵
沢
町
七
三
二　
　
　
　
　

小
淵
沢
中
学
校
」
に
、

二
〇
〇
三　

甲
陵
中
学
校　

」

大
月
市
笹
子
町
黒
野
田
一
三
二
四　
　
　
　
　
　

笹
子
警
察
官
駐
在
所

南
ア
ル
プ
ス
市
芦
安
芦
倉
七
六
九　
　
　
　
　
　

芦
安
警
察
官
駐
在
所　

を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
芦
安
安

北
杜
市
長
坂
町
長
坂
上
条
二
五
七
五
の
七
九　
　

北
杜
警
察
署　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
北
杜
市
大
泉
町
谷
戸
二
九
六
六
の
一　

大
泉
警
察
官

通
五
五
一
の
一　

芦
安
警
察
官
駐
在
所
」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
杜
市
白
州
町
下
教
来
石
四
八
の
二　

鳳
来
警
察
官

駐
在
所　

に
改
め
る
。

駐
在
所
」附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
項
か
ら
附
則
第
八
項
ま
で
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一　

職
員
給
与
条
例　

山
梨
県
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
九
号
）
を
い

う
。

二　

学
校
職
員
給
与
条
例　

山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
十

号
）
を
い
う
。

三　

警
察
職
員
給
与
条
例　

山
梨
県
警
察
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三

号
）
を
い
う
。

四　

旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員　

次
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
で
あ
っ
て
、
常

時
勤
務
に
服
す
る
職
員
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
を
い
う
。
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
山
梨

県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
山
梨
県
条
例
第

四
十
七
号
）
附
則
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
、
同
条
例
附

則
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
同
条
例
附
則
第
二
十
九

条
第
二
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ

る
も
の
を
い
う
。

イ　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
地
域
に
在
勤
す
る
職
員

ロ　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
こ
の
規
則
に
よ

た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
に
も
適
用
す
る
。

（
山
梨
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
規

則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

3　

山
梨
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
等
の
施
行
に
伴
う
関
係

規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で　

削
除

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
扶
養
親
族
（
」
の
下
に
「
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関

係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
で
他
に
生
計
の
途
が
な
く
主
と
し
て
そ
の
職
員
の
扶
養
を
受

け
て
い
る
も
の
並
び
に
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
中
「
北
杜
市
高
根
町
東
井
出
一
五
二
九
の
一　

総
合
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
高
冷
地
野
菜
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
北
杜
市
小
淵
沢
町
上
笹
尾
三
三
三
二
の
三　

森
林
総
合
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
杜
市
明
野
町
浅
尾
二
四
九
六　
　
　
　
　

総
合
農
業
技

花
き
振
興
セ
ン
タ
ー
八
ヶ
岳
試
験
地
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
杜
市
高
根
町
東
井
出
一
五
二
九
の
一　
　

総
合
農
業
技

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
杜
市
明
野
町
浅
尾
二
四
五
五　
　
　
　
　

果
樹
試
験
場

究
所
森
林
研
究
部
シ
ミ
ッ
ク
八
ヶ
岳
薬
用
植
物
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
北
杜
市
小
淵
沢
町
七
三
二

術
セ
ン
タ
ー
高
冷
地
野
菜
・
花
き
振
興
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、　

北
杜
市
白
州
町
白
須
一
九

術
セ
ン
タ
ー
高
冷
地
野
菜
・
花
き
振
興
セ
ン
タ
ー
八
ヶ
岳
試
験
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
杜
市
長
坂
町
長
坂
上
条

栽
培
部
明
野
試
験
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　

小
淵
沢
中
学
校　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
一
六

4　

職
員
給
与
条
例
第
十
九
条
第
三
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
三
項
及
び
警
察
職
員
給
与

条
例
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
者
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
寒
冷
地
手
当
支
給

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
七
年
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
附
則
第
三
項
」
と
、
「
同

項
」
と
あ
る
の
は
「
同
規
則
附
則
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

5　

寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
第
三
条
の
規
定
は
、
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ

れ
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
三
条
中
「
職
員
給
与
条
例
第
十
九

条
第
三
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
三
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十
条
第
三
項
」

と
あ
る
の
は
「
寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
七
年
人
事
委
員
会
規
則
第

十
号
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
職
員
給
与
条
例
第
十
九
条
第
三
項
、
学

校
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
三
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十
条
第
三
項
」
と
、
同
条
第
一

号
及
び
第
二
号
中
「
職
員
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二
項
等
」
と
あ
る
の
は
「
寒
冷
地
手
当
支
給
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
七
年
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
附
則
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

6　

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
者
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
基
準
日
に
お
い
て
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
、
施
行
日
（
こ
の
規

則
の
施
行
の
日
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
旧

寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
引

き
続
き
新
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
又
は
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
た
も
の
（
前
三
項
の

規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
者
を
除
き
、
再
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
の
前
日

に
常
時
勤
務
に
服
す
る
職
員
で
あ
っ
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
は
、
そ
の
新
寒
冷
地
等
在
勤
等
職

員
又
は
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
た
期
間
を
継
続
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
と
し

て
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
、
前
三
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
額

の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

7　

人
事
交
流
等
に
よ
り
施
行
日
以
降
に
引
き
続
き
職
員
給
与
条
例
、
学
校
職
員
給
与
条
例
又
は
警
察

職
員
給
与
条
例
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
給
料
表
適
用
職
員
」

と
い
う
。
）
と
な
り
、
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
基
準
日
に
お
い

て
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
、
施
行
日
の
前
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
前
日
ま

で
の
間
に
お
け
る
そ
の
給
料
表
適
用
職
員
で
な
か
っ
た
期
間
を
給
料
表
適
用
職
員
と
し
て
勤
務
し
て

い
た
も
の
と
み
な
し
て
、
附
則
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
寒
冷
地

る
改
正
前
の
別
表
第
二
に
掲
げ
る
公
署
に
在
勤
す
る
職
員

五　

新
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
別
表
第
二
に

掲
げ
る
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
で
あ
っ
て
、
常
時
勤
務
に
服
す
る
職
員
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
又
は
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
も
の
を
い
う
。

六　

特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員　

旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
て
、
新
寒
冷
地
等
在
勤
等

職
員
で
な
い
も
の
を
い
う
。

七　

継
続
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員　

基
準
日
（
職
員
給
与
条
例
第
十
九
条
第
一
項
、
学
校
職

員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
一
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日

を
い
い
、
そ
の
属
す
る
月
が
令
和
七
年
十
一
月
か
ら
令
和
九
年
三
月
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
以
下

同
じ
。
）
に
お
い
て
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
引
き
続
き
特
定

旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
た
者
（
再
任
用
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び

暫
定
再
任
用
職
員
（
山
梨
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例

（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
及
び
同
条

例
附
則
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
切
替
日
の
前
日
に
常
時
勤
務
に
服
す
る
職
員

（
暫
定
再
任
用
職
員
を
除
く
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。

八　

み
な
し
寒
冷
地
手
当
額　

継
続
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
に
つ
き
、
基
準
日
に
お
け
る
そ

の
基
準
区
分
（
当
該
者
の
施
行
日
の
前
日
以
降
に
お
け
る
区
分
（
職
員
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二

項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
二
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定

す
る
区
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
職
員
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二

項
各
号
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
二
項
各
号
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十
条
第
二

項
各
号
に
定
め
る
寒
冷
地
手
当
の
額
が
最
も
少
な
い
区
分
を
い
う
。
）
を
そ
の
区
分
と
み
な
し

て
、
職
員
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
二
項
及
び
警
察
職
員

給
与
条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
寒
冷
地
手
当
の
額
を
い

う
。

3　

継
続
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
に
対
し
て
、
み
な
し
寒
冷
地
手
当
額
が
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
基
準
日
の
属
す
る
月
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き

は
、
職
員
給
与
条
例
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
一
項
及
び

第
二
項
並
び
に
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
み
な

し
寒
冷
地
手
当
額
か
ら
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
日
の
属
す
る
月
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
か
ら
令
和
八
年
三
月
ま
で

六
千
六
百
円

令
和
八
年
十
一
月
か
ら
令
和
九
年
三
月
ま
で

一
万
三
千
二
百
円

令
和
七
年
十
一
月
か
ら
令
和
八
年
三
月
ま
で

六
千
六
百
円

令
和
八
年
十
一
月
か
ら
令
和
九
年
三
月
ま
で

一
万
三
千
二
百
円



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
一
七

第
四
条
第
二
項
中
「
受
け
て
い
た
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
の
下
に
「
（
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
、
現
に
受
け
る
給
料
の
月
額
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
掲

げ
る
職
員
」
の
下
に
「
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
」
を
「
規
定
に
よ
る
採
用
又
は
法
第
二
十
二
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
の
翌
日
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
れ
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
以
下
」
を
「
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
」
に
、
「
又
は
公
益
的
法
人
等
派
遣
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
」
を
「
、
公

益
的
法
人
等
派
遣
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
若
し
く
は
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

三　

法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
採
用
の
日
の
前
日
に

在
勤
し
て
い
た
公
署
に
引
き
続
き
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
の
う
ち
、
当
該
採
用
の
日
前
か

ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
職
員
給
与
条
例
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
、

学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
六
条
の
五
第
二
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
新
た
に
特
地
公
署
等
又
は
準
特
地
公
署
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
公
署
等
に
在

勤
す
る
職
員
で
、
指
定
日
前
三
年
以
内
に
当
該
公
署
等
に
異
動
し
、
当
該
異
動
に
伴
つ
て
住
居
を

移
転
し
た
も
の
と
な
る
も
の

四　

法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
職
員
で
、
当
該
採
用
の
日
の
前
日

に
職
員
給
与
条
例
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
六
条

の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
た
も
の
の
う
ち
、
当
該
採

用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
項
の
規
定
に
よ
る
特

地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
各
号
に
規
定
す
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
職
員
と

し
て
人
事
委
員
会
が
認
め
る
も
の

第
五
条
第
三
項
第
一
号
中
「
又
は
公
益
的
法
人
等
派
遣
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

た
」
を
「
、
公
益
的
法
人
等
派
遣
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
日
又
は
法
第
二
十

二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
」
に
、
「
及
び
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
当
該
職
員
の
」
を
「
、
当
該
職
員
の
」
に
、
「
又
は
公
益
的
法
人
等
派
遣

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
」
を
「
、
公
益
的
法
人
等
派
遣
法
第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
日
又
は
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
」
に
改

め
、
同
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

四　

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
職
員　

当
該
職
員
が
同
号
の
採
用
の
日
前
か
ら
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
と
し
て
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
指
定
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

手
当
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し
て
算
出
さ
れ
る
額
の

寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

8　

附
則
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
け
る
職
員
給
与

条
例
第
十
九
条
第
四
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
四
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十

条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
」
と
あ
る
の

は
、
「
寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
七
年
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）

附
則
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
と
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
感
染
症
対
策
グ
ル
ー
プ
」
を
「
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
観
光
資
源
課
」
を
「
観
光
地
経
営
支
援
グ
ル
ー
プ
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
合
算
し
た
額
」
の
下
に
「
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六

十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
現
に
受
け
る
給
料

の
月
額
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
掲
げ
る
職
員
」
の
下
に
「
（
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
一
八

し
た
日
」
と
、
「
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
条
に
お
い
て
「
暫
定
再
任
用
」
と

い
う
」
と
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
同
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
法
第
二
十
二

条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
」
と
あ
る
の
は
「
暫
定
再
任
用
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
暫
定
再
任
用
職
員
（
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二

十
三
条
第
八
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第

五
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
す
る
。

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
へ
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関

す
る
経
過
措
置
）

4　

改
正
後
の
規
則
第
五
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
地

方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
、
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
、
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
等
の
規
定
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
採
用

を
さ
れ
た
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

5　

改
正
後
の
規
則
第
五
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
地
方
公
務
員
法

第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務

し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
同
号
の
規
定
す
る
異
動
を
し
た
日
が
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
で

あ
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

6　

改
正
後
の
規
則
第
五
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
地
方
公
務
員
法

第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
の
前
日
に
支
給
さ
れ
て

い
た
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
、
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
号
）
第

十
六
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
山
梨
県
警
察
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県

条
例
第
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず

る
手
当
の
支
給
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
日
が
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て

適
用
す
る
。

（
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
特
地
勤
務
手
当
と
地
域
手
当
と
の
調
整
に
関
す
る
経

過
措
置
）

6　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
特
地
勤
務
手
当
等
に
関

す
る
規
則
第
三
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
の
二
、

学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
の
二
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
五
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
山
梨

県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
八
号
）
附
則
第
五

条
」
と
す
る
。

五　

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
職
員　

当
該
職
員
が
同
号
の
採
用
の
日
前
か
ら
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
と
し
て
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
又

は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
採
用
の
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

六　

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
職
員　

別
に
人
事
委
員
会
が
定
め
る
期
間
及
び
額

附
則
第
三
条
の
見
出
し
中
「
職
員
給
与
条
例
附
則
第
八
項
等
」
を
「
職
員
給
与
条
例
附
則
第
七
項

等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
附
則
第
八
項
」
を
「
附
則
第
七
項
」
に
、
「
附
則
第
十
項
」
を
「
附

則
第
九
項
」
に
、
「
職
員
給
与
条
例
附
則
第
八
項
等
」
を
「
職
員
給
与
条
例
附
則
第
七
項
等
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
職
員
給
与
条
例
附
則
第
八
項
等
」
を
「
職
員
給
与
条
例
附
則
第
七
項
等
」
に
改

め
る
。

附
則
第
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
職
員
給
与
条
例
附
則
第
八
項
等
」
を
「
職
員
給
与
条
例
附

則
第
七
項
等
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
後
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
に
お
け
る
暫
定
再
任
用
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
）

2　

山
梨
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
山
梨
県
条

例
第
四
十
七
号
。
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
令
和
四
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
三
条

第
二
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
（
次
項
及
び
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
暫
定
再
任
用
職
員
」

と
い
う
。
）
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第

三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関

す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
四

条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

3　

暫
定
再
任
用
職
員
に
対
す
る
改
正
後
の
規
則
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
山
梨
県
職
員
の
定

年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
七
号
。
以

下
「
令
和
四
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十

三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
、
「
退
職
し
た
日
」
と
あ
る
の
は

「
退
職
し
た
日
又
は
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十

三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
に
係
る
任
期
が
満
了
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一
一
九

三
・
二
五
」
を
「
百
分
の
六
十
二
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
百
分
の
四
十
九
・
七
五
」
を
「
百
分

の
四
十
八
・
五
」
に
、
「
百
分
の
五
十
九
・
七
五
」
を
「
百
分
の
五
十
八
・
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三

号
中
「
百
分
の
四
十
七
・
七
五
」
を
「
百
分
の
四
十
六
・
五
」
に
、
「
百
分
の
五
十
七
・
七
五
」
を

「
百
分
の
五
十
六
・
五
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
三
号
中
「
第
十
一
項
第
四
号
の
規
定
」
を
「
第
十
一
項
第
四
号
の
規
定　

次
に
掲
げ
る

退
職
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
申
請
書
」
に
改
め
、
同
号
イ
を
削
り
、
同
号
ロ
中

「
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ

を
同
号
イ
と
し
、
同
号
ハ
中
「
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
就
業
促
進
定
着

手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
」
を
「
雇
用
保
険
法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に

係
る
就
業
促
進
手
当
（
就
業
定
着
促
進
手
当
に
限
る
。
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
」
に
改
め
、
同
号
ハ

を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
中
ニ
を
ハ
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
第
十
一
項
第
六
号
の
規
定
」
を
「
第
十
一

項
第
六
号
の
規
定　

次
に
掲
げ
る
退
職
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
申
請
書
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員　

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当

す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

イ　

勤
務
成
績
が
特
に
優
秀
な
職
員　

百
分
の
百
二
十
五
以
上
百
分
の
三
百
十
五
以
下
（
第
四
条

の
二
に
規
定
す
る
特
定
幹
部
職
員
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
幹
部
職
員
」
と

い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
四
十
九
以
上
百
分
の
三
百
七
十
五
以
下
）

ロ　

勤
務
成
績
が
優
秀
な
職
員　

百
分
の
百
十
三
・
五
以
上
百
分
の
百
二
十
五
未
満
（
特
定
幹
部

職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
三
十
四
・
五
以
上
百
分
の
百
四
十
九
未
満
）

ハ　

勤
務
成
績
が
良
好
な
職
員
及
び
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職

員
（
ニ
の
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）　

百
分
の
百
二
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ

て
は
、
百
分
の
百
二
十
二
）

ニ　

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
職
員
及
び
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
懲
戒
処
分

を
受
け
た
職
員
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員　

百
分
の
九
十
三
・
五
以
下
（
特
定
幹

部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
十
二
・
五
以
下
）

二　

山
梨
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
及
び
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年

山
梨
県
条
例
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員　

当
該
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合

イ　

勤
務
成
績
が
優
秀
な
職
員　

百
分
の
八
十
七
・
五
以
上
百
分
の
二
百
六
十
二
・
五
以
下

ロ　

勤
務
成
績
が
良
好
な
職
員
及
び
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職

員
（
ハ
の
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）　

百
分
の
七
十
七
・
五

ハ　

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
職
員
及
び
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
懲
戒
処
分

を
受
け
た
職
員
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員　

百
分
の
七
十
一
以
下

第
十
三
条
の
二
第
一
号
中
「
百
分
の
百
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
五
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

「
百
分
の
九
十
六
」
を
「
百
分
の
九
十
三
・
五
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
三
第
一
号
中
「
百
分
の
五
十
三
・
二
五
」
を
「
百
分
の
五
十
二
」
に
、
「
百
分
の
六
十
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部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中
「
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官　

事
務
局
長　

出
納
局
長　

感
染

症
対
策
統
轄
官
補
」
を
「
事
務
局
長　

出
納
局
長
」
に
、
「
人
口
減
少
危
機
対
策
監　

人
口
減
少
調
査

監　

感
染
症
対
策
監　

地
域
ブ
ラ
ン
ド
推
進
監　

富
士
山
保
全
・
観
光
エ
コ
シ
ス
テ
ム
推
進
監　

富
士

五
湖
自
然
首
都
圏
推
進
監　

広
聴
広
報
監　

国
際
戦
略
監　

リ
ニ
ア
・
次
世
代
交
通
推
進
監　

新
事
業

チ
ャ
レ
ン
ジ
推
進
監　

情
報
政
策
推
進
監　

D
X
推
進
監
」
を
「
感
染
症
対
策
監　

高
度
政
策
推
進
監

　

広
聴
広
報
監　

観
光
政
策
推
進
監　

観
光
振
興
監　

観
光
地
経
営
支
援
監　

南
ア
ル
プ
ス
観
光
振
興

監　

富
士
山
観
光
振
興
監
」
に
、
「
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
又
は
知
事
政
策
局
」
を
「
高
度

政
策
推
進
局
又
は
観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
」
に
、
「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
・
広
聴
広
報
統
括
官　

富
士
山

保
全
・
観
光
エ
コ
シ
ス
テ
ム
推
進
統
括
官　

理
事　

技
監　

歳
入
確
保
対
策
監　

富
士
山
火
山
防
災
監

　

ス
ポ
ー
ツ
戦
略
推
進
監
」
を
「
多
様
性
・
働
き
方
統
括
官　

こ
ど
も
・
次
世
代
統
括
官　

富
士
山
未

来
・
次
世
代
交
通
統
括
官　

山
梨
ブ
ラ
ン
ド
・
国
際
戦
略
統
括
官　

感
染
症
対
策
統
括
官　

ス
ポ
ー
ツ

統
括
官　

理
事　

技
監　

富
士
山
火
山
防
災
監
」
に
、
「
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
、
部
、
局
又
は

D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
付
の
者
に
限
る
。
）
」
を
「
部
又
は
局
付
の
者
に
限
る
。
）　

デ
ザ
イ

ン
推
進
監
」
に
、
「
行
政
経
営
管
理
課
」
を
「
行
政
法
務
課
」
に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の
項
中

「
所
長　

学
校
運
営
支
援
統
括
幹
」
を
「
所
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
八
項
」
を
「
附
則
第
七
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
二
一

別表第一 教育職給料表（二）の適用を受ける者（第四条関係） 

職員の

区分 

職務の級 

号給 

１級 ２級 特２級 ３級 ４級 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

１～４ ２，０００円２，１００円４，０００円 ４，９００円７，４００円

５～８ ２，０００ ２，３００ ４，３００ ５，１００ ７，５００

９～１２ ２，１００ ２，４００ ４，５００ ５，２００ ７，６００

１３～１６ ２，２００ ２，５００ ４，７００ ５，４００ ７，７００

１７～２０ ２，３００ ２，６００ ４，９００ ５，５００ ７，９００

２１ ２，４００ ２，８００ ５，１００ ５，７００ ８，０００

２２～２４ ２，４００ ２，８００ ５，１００ ５，７００

２５～２８ ２，６００ ２，９００ ５，３００ ５，９００

２９～３２ ２，７００ ３，０００ ５，４００ ６，０００

３３～３６ ２，８００ ３，２００ ５，６００ ６，１００

３７～４０ ２，９００ ３，３００ ５，７００ ６，３００

４１～４４ ３，１００ ３，５００ ５，８００ ６，４００ 

４５～４８ ３，２００ ３，７００ ６，０００ ６，６００ 

４９～５２ ３，３００ ３，８００ ６，１００ ６，８００ 

５３～５６ ３，４００ ４，１００ ６，３００ ６，９００ 

５７～６０ ３，５００ ４，３００ ６，４００ ７，０００ 

６１～６４ ３，６００ ４，５００ ６，５００ ７，１００ 

６５～６８ ３，７００ ４，８００ ６，７００ ７，２００ 

６９～７２ ３，８００ ４，９００ ６，８００ ７，３００ 

７３～７６ ３，９００ ５，１００ ６，９００ ７，４００ 

７７～８０ ４，０００ ５，３００ ６，９００ ７，５００ 

８１ ４，０００ ５，３００ ６，９００ ７，５００ 

８２～８４ ４，１００ ５，４００ ７，０００  

８５～８８ ４，１００ ５，５００ ７，２００  

８９～９２ ４，２００ ５，６００ ７，２００  

９３～９６ ４，３００ ５，８００ ７，２００   

９７～１００ ４，４００ ５，９００ ７，３００   

別表第一　教育職給料表（二）の適用を受ける者（第四条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
二
二

１０１～１０４ ４，４００ ６，１００ ７，３００   

１０５ ４，５００ ６，２００ ７，３００   

１０６～１０８ ４，５００ ６，２００    

１０９～１１２ ４，５００ ６，３００   

１１３～１１６ ４，６００ ６，４００   

１１７～１２０ ４，７００ ６，５００   

１２１～１２４ ４，７００ ６，６００   

１２５ ４，８００ ６，７００   

１２６～１２８  ６，７００   

１２９～１３２  ６，８００   

１３３～１３６  ６，９００   

１３７～１４０  ６，９００   

１４１～１４４  ６，９００   

１４５～１４８  ７，０００   

１４９～１５２  ７，１００   

１５３～１５６  ７，１００   

１５７  ７，１００   

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 ３，２００ ３，８００ ４，５００ ５，１００ ６，４００

 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
二
三

 

 

別表第二 教育職給料表（一）の適用を受ける者（第四条関係） 

職員の

区分 

職務の級 

号給 

１級 ２級 特２級 ３級 ４級 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

１～４ ２，０００円２，５００円４，０００円 ５，７００円７，４００円

５～８ ２，０００ ２，６００ ４，３００ ５，９００ ７，５００

９～１２ ２，１００ ２，８００ ４，５００ ６，０００ ７，６００

１３～１６ ２，２００ ２，９００ ４，７００ ６，１００ ７，７００

１７～２０ ２，３００ ３，０００ ４，９００ ６，３００ ７，９００

２１ ２，４００ ３，２００ ５，１００ ６，４００ ８，０００

２２～２４ ２，４００ ３，２００ ５，１００ ６，４００

２５～２８ ２，６００ ３，３００ ５，３００ ６，６００

２９～３２ ２，７００ ３，５００ ５，４００ ６，８００

３３～３６ ２，８００ ３，７００ ５，６００ ６，９００

３７～４０ ２，９００ ３，８００ ５，７００ ７，０００ 

４１～４４ ３，１００ ４，１００ ５，８００ ７，１００ 

４５～４８ ３，２００ ４，３００ ６，０００ ７，２００ 

４９～５２ ３，３００ ４，５００ ６，１００ ７，３００ 

５３～５６ ３，４００ ４，８００ ６，３００ ７，４００ 

５７～６０ ３，５００ ４，９００ ６，４００ ７，５００ 

６１ ３，６００ ５，１００ ６，５００ ７，５００ 

６２～６４ ３，６００ ５，１００ ６，５００  

６５～６８ ３，７００ ５，３００ ６，７００  

６９～７２ ３，８００ ５，４００ ６，８００  

７３～７６ ３，９００ ５，５００ ６，９００  

７７～８０ ４，０００ ５，６００ ６，９００   

８１～８４ ４，１００ ５，８００ ７，０００   

８５～８８ ４，１００ ５，９００ ７，２００   

８９～９２ ４，２００ ６，１００ ７，２００   

９３～９６ ４，３００ ６，２００ ７，２００   

９７～１００ ４，４００ ６，３００ ７，３００   

別表第二　教育職給料表（一）の適用を受ける者（第四条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
二
四

 

 

１０１～１０４ ４，４００ ６，４００ ７，３００   

１０５ ４，５００ ６，５００ ７，３００   

１０６～１０８ ４，５００ ６，５００    

１０９～１１２ ４，５００ ６，６００   

１１３～１１６ ４，６００ ６，７００   

１１７～１２０ ４，７００ ６，８００   

１２１～１２４ ４，７００ ６，９００   

１２５～１２８ ４，８００ ６，９００   

１２９～１３２ ４，９００ ６，９００   

１３３～１３６ ４，９００ ７，０００   

１３７～１４０ ４，９００ ７，１００   

１４１～１４４ ５，０００ ７，１００   

１４５ ５，１００ ７，１００   

１４６～１４８ ５，１００    

１４９～１５２ ５，１００    

１５３ ５，１００    

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 ３，２００ ３，８００ ４，５００ ５，１００ ６，４００

 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
二
五

う
。
）
を
考
慮
し
つ
つ
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
公
務
の
運

営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
と
き
は
、
別
に
人
事
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申

告
と
異
な
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一　

第
一
条
の
六
に
規
定
す
る
単
位
期
間
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
単
位
期
間
」
と
い
う
。
）

を
そ
の
初
日
か
ら
一
週
間
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
（
単
位
期
間
が
一
週
間
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
単
位
期
間
。
次
号
に
お
い
て
「
区
分
期
間
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
し

て
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二　

一
日
に
つ
き
四
時
間
以
上
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
。
た
だ
し
、
区
分
期
間
（
勤
務
時

間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
含
む
区
分
期
間
を
除
く
。
）
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
し
て
職
員
が
指

定
す
る
日
（
第
四
号
に
お
い
て
「
特
例
対
象
日
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
あ
ら
か
じ

め
定
め
る
時
間
未
満
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

三　

前
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
日
（
条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
及

び
年
末
年
始
の
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
に
つ
い
て

は
、
七
時
間
四
十
五
分
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
。

四　

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
十
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
の
間
に
、
標
準
休
憩
時
間
（
任

命
権
者
が
職
員
が
勤
務
す
る
部
局
又
は
機
関
の
職
員
の
休
憩
時
間
等
を
考
慮
し
て
、
そ
の
時
間

並
び
に
始
ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
を
定
め
る
標
準
的
な
休
憩
時
間
を
い
う
。
第
三
条
の
二

第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
い
て
連
続
す
る
よ
う
に
、
勤
務
時
間
を

割
り
振
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
例
対
象
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
時
間
帯
に
勤
務
時
間
を
割
り
振

ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

五　

始
業
の
時
刻
を
午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻
を
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

2　

職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
に
必
要
な
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め
る
場
合
に
係
る
条

例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

3　

任
命
権
者
は
、
第
一
項
各
号
（
第
一
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
ら
な
い

こ
と
が
、
公
務
の
能
率
の
向
上
に
資
し
、
か
つ
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
、
当
該
基
準
に
つ
い
て
別
段
の

定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
別
段
の
定
め
が
人
事
委
員
会
が
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
は
、
当
該
人
事
委
員
会
と
の
協
議
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
の
変
更
）

第
一
条
の
四　

任
命
権
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
勤
務
時
間
の
割
振

り
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

条
例
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
告
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
に
変

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
人
事

委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
三
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
）

第
一
条
の
二　

条
例
第
三
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と

す
る
。

一　

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
育
児
休

業
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤

務
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た
職
員
及
び
同
法
第
十
七
条
の

規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い

う
。
）

二　

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
条
例
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

三　

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
（
条
例
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）

四　

山
梨
県
職
員
の
修
学
部
分
休
業
及
び
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨

県
条
例
第
二
号
）
第
二
条
又
は
第
五
条
の
承
認
を
受
け
た
職
員

（
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
の
基
準
等
）

第
一
条
の
三　

任
命
権
者
は
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
（
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務

時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
第
三

条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
第
五
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
設
定
又
は
勤
務
時
間
の
割
振
り
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
一
条
の
六
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
条
例
第
三

条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
告
（
次
条
第
一
号
及
び
第
三
条
の
二
を
除
き
、
以
下
「
申
告
」
と
い
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梨
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次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う

に
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

一　

標
準
休
憩
時
間
の
時
間
帯
に
お
い
て
一
時
間
の
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
に
よ
り
業
務
を
処
理

す
る
た
め
に
必
要
な
要
員
の
確
保
が
で
き
な
い
場
合
又
は
条
例
第
八
条
の
二
第
五
号
に
掲
げ
る

職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
障
害
者
で
あ
る
職
員
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
申
出
が
あ
り
、

か
つ
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合　

条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
一
時
間
の
休
憩
時
間
を
十
五
分
単
位
で
二
回
に
分
割
し
、
そ
の
う
ち
四
十
五
分
の
休
憩
時
間

を
標
準
休
憩
時
間
の
時
間
帯
に
一
回
置
き
、
他
の
一
回
の
休
憩
時
間
を
当
該
時
間
帯
以
外
の
時

間
帯
に
置
く
こ
と
。

二　

条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
一
日
の
勤
務
時
間
（
条
例
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
勤
務
時
間
を
同
項
の
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り

振
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
含
む
。
）
が
七
時
間
四
十
五
分
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
休
憩
時
間
を
置
く
だ
け
で
は
次
に
掲
げ

る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
（
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る

揚
合
に
あ
つ
て
は
、
職
員
か
ら
申
出
が
あ
り
、
か
つ
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
と
き
に
限
る
。
）　

そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ

る
休
憩
時
間
を
延
長
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
、

終
業
の
時
刻
は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

イ　

職
員
が
勤
務
時
間
の
一
部
の
時
間
帯
に
お
い
て
職
員
の
住
居
に
お
け
る
勤
務
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
在
宅
勤
務
」
と
い
う
。
）
（
当
該
休
憩
時
間
に
当
該
在
宅
勤
務
を
行
う
場
所

と
通
常
の
勤
務
場
所
と
の
間
の
移
動
が
必
要
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
適
切
な
実
施
を
確

保
で
き
な
い
場
合

ロ　

育
児
介
護
等
職
員
（
次
に
掲
げ
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
⑴
に
規
定
す
る
養
育

又
は
⑵
に
規
定
す
る
介
護
を
行
う
た
め
に
必
要
な
時
間
を
確
保
で
き
な
い
場
合
（
当
該
休
憩

時
間
の
直
前
又
は
直
後
に
在
宅
勤
務
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

⑴　

条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の

子
又
は
小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
に
就

学
し
て
い
る
子
を
養
育
す
る
職
員

⑵　

条
例
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員

⑶　

⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
職
員
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
職
員
の
状
況
に
類
す
る
状
況
に
あ
る
職

員
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員

ハ　

障
害
者
で
あ
る
職
員
等
の
休
憩
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間
を
確
保
で
き
な
い
場
合

三　

次
に
掲
げ
る
場
合
（
職
員
か
ら
申
出
が
あ
り
、
か
つ
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
）　

条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
休
憩
時
間
を
、
四
十
五
分
に

更
す
る
と
き
。

二　

勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
つ
た
後
に
生
じ
た
事
由
に
よ
り
、
当
該
勤
務
時
間
の
割
振
り
等

の
変
更
を
行
わ
な
け
れ
ば
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
別
に
人

事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
変
更
す
る
と
き
。

（
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
の
申
告
）

第
一
条
の
五　

申
告
は
、
第
一
条
の
三
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
希
望
す
る
勤
務
時
間

を
割
り
振
ら
な
い
日
並
び
に
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
単
位
期
間
等
）

第
一
条
の
六　

条
例
第
三
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
一
週
間
、
二
週
間
、

三
週
間
又
は
四
週
間
の
う
ち
職
員
が
選
択
す
る
期
間
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
第
三
号
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、

「
同
条
」
を
「
条
例
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2　

任
命
権
者
は
、
週
休
日
の
振
替
等
（
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
週
休
日
の
振
替
等
を
行
つ
た
後
に
お
い
て
、
週
休
日
又
は
勤
務
時

間
を
割
り
振
ら
な
い
日
（
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
第
十
三
条
第
五

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
毎
四
週
間
に
つ
き
四
日
以
上
と
な
る
よ
う
に
し
、
か
つ
、
勤
務
日
等

（
条
例
第
十
条
に
規
定
す
る
勤
務
日
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
引
き
続
き
二
十
四
日
を
超
え

な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

週
休
日
の
振
替
（
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
勤
務
日
を
週
休
日
に
変
更
し
て
当

該
勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
同
条
の
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に

割
り
振
る
こ
と
を
い
う
。
）

二　

勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
振
替
（
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
勤
務
日
を
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
に
変
更
し
て
当

該
勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
同
項
の
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に

割
り
振
る
こ
と
を
い
う
。
）

三　

四
時
間
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
（
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
勤
務
日
（
四

時
間
の
勤
務
時
間
の
み
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
日
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
勤
務
時
間
の
う
ち
四
時
間
の
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
て
当
該
四

時
間
の
勤
務
時
間
を
同
条
の
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
三
条
の
二
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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「
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
四
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
」

を
「
第
一
項
各
号
」
に
、
「
へ
の
照
会
等
に
よ
り
そ
の
内
容
を
」
を
「
に
照
会
す
る
等
、
そ
の
事
由

や
必
要
な
休
憩
時
間
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を

加
え
る
。

4　

任
命
権
者
は
、
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に
は
、
職
員

か
ら
の
休
憩
時
間
の
申
告
を
考
慮
し
て
休
憩
時
間
を
置
く
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
申
告
ど
お
り
に
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
と

き
は
、
別
に
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
と
異
な
る
休
憩
時
間
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

5　

前
項
に
規
定
す
る
休
憩
時
間
の
申
告
は
、
条
例
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
告
を
す
る
際

に
、
併
せ
て
、
休
憩
時
間
の
始
ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
三
条
の
二
中
第
八
項
を
第
六
項
と
し
、
第
九
項
を
第
七
項
と
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
週
休
日
」
を
「
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら

な
い
日
を
設
け
、
若
し
く
は
勤
務
時
間
を
割
り
振
り
、
又
は
週
休
日
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
十
第
二
項
第
二
号
中
「
、
条
例
第
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
あ
つ
て
は

三
歳
に
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
あ
つ
て
は
」
を
削
る
。

第
八
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
中
「
及
び
第
二
十
四
条
の
二
」
を
「
、
第
二
十
四
条
の
二
及
び
第

四
十
一
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
五
項
中
「
週
休
日
」
の
下
に
「
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
子
の
看
護
等
休
暇
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
子
の
看

護
休
暇
」
を
「
子
の
看
護
等
休
暇
」
に
改
め
、
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
又
は
孫
」
を
加
え
、
「
子

の
看
護
（
」
を
「
子
又
は
孫
の
看
護
等
（
」
に
、
「
子
の
世
話
又
は
」
を
「
子
若
し
く
は
孫
の
世
話

若
し
く
は
」
に
、
「
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
」
を
「
子
若
し
く
は
孫
の
世
話
を
行
う
こ
と
又
は
学
校

保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
の
休
業
そ
の
他

こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
事
由
に
伴
う
そ
の
子
若
し
く
は
孫
の
世
話
を
行

う
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
子
の
看
護
休
暇
」
を
「
子
の
看
護
等
休
暇
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
子
の
看
護
休
暇
」
を
「
子
の
看
護
等
休
暇
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
中
「
子
の
看
護
休
暇
」
を
「
子
の
看
護
等
休
暇
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
つ
た
職
員
等
に
対
す
る
意
向
確
認
等
）

第
四
十
一
条
の
二　

任
命
権
者
は
、
職
員
が
配
偶
者
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
又
は
第
八
条
の

十
一
第
一
項
で
定
め
る
者
が
当
該
職
員
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
つ
た
こ
と
を
申
し
出
た

と
き
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
仕
事
と
介
護
と
の
両

短
縮
す
る
こ
と
。

イ　

育
児
介
護
等
職
員
が
前
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
養
育
又
は
同
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る
介
護
を
行

う
場
合

ロ　

交
通
機
関
を
利
用
し
て
通
勤
し
た
場
合
に
、
出
勤
に
つ
い
て
職
員
の
住
居
を
出
発
し
た
時

刻
か
ら
始
業
の
時
刻
ま
で
の
時
間
と
退
勤
に
つ
い
て
終
業
の
時
刻
か
ら
職
員
の
住
居
に
到
着

す
る
ま
で
の
時
間
を
合
計
し
た
時
間
（
交
通
機
関
を
利
用
す
る
時
間
に
限
る
。
）
が
、
始
業

の
時
刻
を
遅
ら
せ
、
又
は
終
業
の
時
刻
を
早
め
る
こ
と
に
よ
り
三
十
分
以
上
短
縮
さ
れ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
（
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
合
計
し
た
時

間
を
三
十
分
以
上
短
縮
で
き
る
場
合
を
除
く
。
）
。

ハ　

妊
娠
中
の
女
子
職
員
が
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機
関
の
混
雑
の
程
度
が
当
該
女
子
職
員
の

母
体
又
は
胎
児
の
健
康
保
持
に
影
響
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

ニ　

始
業
の
時
刻
か
ら
終
業
の
時
刻
ま
で
の
時
間
の
短
縮
が
障
害
者
で
あ
る
職
員
等
に
必
要
と

認
め
ら
れ
る
場
合

四　

次
に
掲
げ
る
場
合
（
職
員
か
ら
申
出
が
あ
り
、
か
つ
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
）　

条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
又
は
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
標
準
休

憩
時
間
の
時
間
帯
に
置
く
休
憩
時
間
に
加
え
、
当
該
時
間
帯
以
外
の
時
間
帯
に
次
に
定
め
る
範

囲
内
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
時
間
の
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
た
職
員
の
始
業
の
時
刻
は

午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻
は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

イ　

第
二
号
イ
に
掲
げ
る
場
合　

一
時
間

ロ　

第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合　

一
時
間

ハ　

障
害
者
で
あ
る
職
員
等
か
ら
申
出
が
あ
り
、
か
つ
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合　

一
時
間
、
三
十
分
又
は
十
五
分

五　

次
に
掲
げ
る
場
合
（
職
員
か
ら
申
出
が
あ
り
、
か
つ
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
）　

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
前
号
の
規
定
に
よ
り

置
い
た
休
憩
時
間
を
延
長
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後

に
、
終
業
の
時
刻
は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

イ　

前
号
イ
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
職
員
の
住
居
と
通
常
の
勤
務
場
所
と
の
間
の
移
動
に

要
す
る
時
間
が
一
時
間
を
超
え
る
と
き　

当
該
移
動
に
要
す
る
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内

ロ　

前
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
前
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
養
育
又
は
同
号
ロ
⑵
に
規
定

す
る
介
護
に
要
す
る
時
間
が
一
時
間
を
超
え
る
と
き　

当
該
養
育
又
は
当
該
介
護
に
要
す
る

時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内

第
三
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
項
」
を
「
前
項
第
二

号
」
に
、
「
前
項
」
を
「
前
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
二
八

三　

そ
の
他
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置

別
表
第
二
の
十
八
の
項
中
「
子
を
看
護
す
る
」
を
「
子
又
は
孫
の
看
護
等
を
行
う
」
に
改
め
、
同

表
中
二
十
の
項
を
二
十
一
の
項
と
し
、
十
九
の
項
を
二
十
の
項
と
し
、
十
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

19　

学
校
行
事
参
加
休
暇

十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
あ
る
子
が
在
籍
す
る
学
校
等
が
実
施
す

る
行
事
に
参
加
す
る
場
合
二
日
（
十
八
歳
に
達
す
る

日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る

子
が
三
人
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
日
）
以
内

（
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規

則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
二
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

県
教
育
委
員
会
は
、
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
。一　

標
準
休
憩
時
間
（
県
教
育
委
員
会
が
学
校
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
が
勤
務
す
る

部
局
又
は
機
関
の
職
員
の
休
憩
時
間
等
を
考
慮
し
て
、
そ
の
時
間
並
び
に
始
ま
る
時
刻
及
び
終

わ
る
時
刻
を
定
め
る
標
準
的
な
休
憩
時
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
時
間
帯
に
お
い
て
一
時
間
の
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
に
よ
り
業
務
を
処
理
す
る
た
め

に
必
要
な
要
員
の
確
保
が
で
き
な
い
場
合
又
は
条
例
第
九
条
の
二
第
五
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
障
害
者
で
あ
る
職
員
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
申
出
が
あ
り
、
か
つ
、
公

務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
時
間

の
休
憩
時
間
を
置
い
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）　

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
間

の
休
憩
時
間
を
十
五
分
単
位
で
二
回
に
分
割
し
、
そ
の
う
ち
四
十
五
分
の
休
憩
時
間
を
標
準
休

憩
時
間
の
時
間
帯
に
一
回
置
き
、
他
の
一
回
の
休
憩
時
間
を
当
該
時
間
帯
以
外
の
時
間
帯
に
置

く
こ
と
。

二　

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
一
日
の
勤
務
時
間
（
条
例
第
六
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
勤
務
時
間
を
同
項
の
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
場

合
に
お
け
る
そ
の
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
含
む
。
）
が
七
時
間
四
十
五
分
で
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
休
憩
時
間
を
置
く
だ
け
で
は
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
る
と
き
（
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
揚
合
に
あ
つ
て

立
に
資
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
制
度
又
は
措
置
（
以
下
「
介
護
両
立
支
援
制
度

等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立
支

援
制
度
等
の
申
告
、
請
求
又
は
申
出
（
以
下
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
職
員
の
意
向

を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

任
命
権
者
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
が
四
十

歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
第
五
十

一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
事
項
を

知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
）

第
四
十
一
条
の
三　

任
命
権
者
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施

二　

介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備

三　

そ
の
他
人
事
委
員
会
が
定
め
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る

措
置

第
四
十
四
条
第
二
項
中
「
特
別
休
暇
」
の
下
に
「
及
び
傷
病
休
暇
」
を
加
え
、
「
、
傷
病
休
暇
」

を
削
る
。

第
四
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2　

傷
病
休
暇
の
う
ち
、
別
表
第
三
3
の
項
に
掲
げ
る
休
暇
は
有
給
休
暇
と
し
、
同
表
1
の
項
及

び
2
の
項
に
掲
げ
る
休
暇
は
無
給
の
休
暇
と
す
る
。

第
五
十
一
条
を
第
五
十
三
条
と
し
、
第
五
十
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
つ
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
）

第
五
十
一
条　

任
命
権
者
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
が
配
偶
者
等
が
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
介

護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
つ
た
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し

て
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の

請
求
等
に
係
る
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

任
命
権
者
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
が
四
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る

年
度
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
）

第
五
十
二
条　

任
命
権
者
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る

た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施

二　

介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備
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梨
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四　

次
に
掲
げ
る
場
合
（
職
員
か
ら
申
出
が
あ
り
、
か
つ
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
）　

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
又
は
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
標
準
休

憩
時
間
の
時
間
帯
に
置
く
休
憩
時
間
に
加
え
、
当
該
時
間
帯
以
外
の
時
間
帯
に
次
に
定
め
る
範

囲
内
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
時
間
の
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
た
職
員
の
始
業
の
時
刻
は

午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻
は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

イ　

第
二
号
イ
に
掲
げ
る
場
合　

次
の
⑴
又
は
⑵
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
又
は
⑵
に
定

め
る
時
間

　

⑴　

一
日
の
勤
務
時
間
が
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
る
場
合　

一
時
間

　

⑵　

一
日
の
勤
務
時
間
が
六
時
間
を
超
え
七
時
間
四
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合　

四
十
五
分

ロ　

第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合　

次
の
⑴
又
は
⑵
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
又
は
⑵
に
定

め
る
時
間

　

⑴　

一
日
の
勤
務
時
間
が
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
る
場
合　

一
時
間

　

⑵　

一
日
の
勤
務
時
間
が
六
時
間
を
超
え
七
時
間
四
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合　

四
十
五
分

ハ　

障
害
者
で
あ
る
職
員
等
か
ら
申
出
が
あ
り
、
か
つ
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合　

次
の
⑴
又
は
⑵
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
又
は
⑵
に
定
め
る
時
間

⑴　

一
日
の
勤
務
時
間
が
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
る
場
合　

一
時
間
、
三
十
分
又
は
十
五

分
⑵　

一
日
の
勤
務
時
間
が
六
時
間
を
超
え
七
時
間
四
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合　

四
十
五

分
、
三
十
分
又
は
十
五
分

五　

次
に
掲
げ
る
場
合
（
職
員
か
ら
申
出
が
あ
り
、
か
つ
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
）　

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
前
号
の
規
定
に
よ
り

置
い
た
休
憩
時
間
を
延
長
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後

に
、
終
業
の
時
刻
は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

イ　

前
号
イ
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
職
員
の
住
居
と
通
常
の
勤
務
場
所
と
の
間
の
移
動
に

要
す
る
時
間
が
同
号
イ
⑴
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
時
間
、
同
号
イ
⑵
に
掲
げ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
四
十
五
分
を
超
え
る
と
き　

当
該
移
動
に
要
す
る
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内

ロ　

前
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
前
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
養
育
又
は
同
号
ロ
⑵
に
規
定

す
る
介
護
に
要
す
る
時
間
が
同
号
イ
⑴
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
時
間
、
同
号
イ
⑵
に

掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
四
十
五
分
を
超
え
る
と
き　

当
該
養
育
又
は
当
該
介
護
に
要
す
る

時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内

第
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
第
二
号
」

に
、
「
前
項
」
を
「
同
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一

項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
」
を
「
第
一
項
各
号
」
に
、

は
、
職
員
か
ら
申
出
が
あ
り
、
か
つ
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限

る
。
）　

そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
休
憩
時
間
を

延
長
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻
は

午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

イ　

職
員
が
勤
務
時
間
の
一
部
の
時
間
帯
に
お
い
て
職
員
の
住
居
に
お
け
る
勤
務
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
在
宅
勤
務
」
と
い
う
。
）
（
当
該
休
憩
時
間
に
当
該
在
宅
勤
務
を
行
う
場
所

と
通
常
の
勤
務
場
所
と
の
間
の
移
動
が
必
要
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
の
適
切
な
実
施
を
確

保
で
き
な
い
場
合

ロ　

育
児
介
護
等
職
員
（
次
に
掲
げ
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
⑴
に
規
定
す
る
養
育

又
は
⑵
に
規
定
す
る
介
護
を
行
う
た
め
に
必
要
な
時
間
を
確
保
で
き
な
い
場
合
（
当
該
休
憩

時
間
の
直
前
又
は
直
後
に
在
宅
勤
務
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

⑴　

条
例
第
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の

子
又
は
小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
に
就

学
し
て
い
る
子
を
養
育
す
る
職
員

⑵　

条
例
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員

⑶　

⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
職
員
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
職
員
の
状
況
に
類
す
る
状
況
に
あ
る
職

員
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員

ハ　

障
害
者
で
あ
る
職
員
等
の
休
憩
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間
を
確
保
で
き
な
い
場
合

三　

次
に
掲
げ
る
場
合
（
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
時
間
の
休
憩
時
間
を
置
い
て
い

る
場
合
で
あ
つ
て
、
職
員
か
ら
申
出
が
あ
り
、
か
つ
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
と
き
に
限
る
。
）　

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
休
憩
時
間
を
、
四
十
五
分
に
短

縮
す
る
こ
と
。

イ　

育
児
介
護
等
職
員
が
前
号
ロ
⑴
に
規
定
す
る
養
育
又
は
同
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る
介
護
を
行

う
場
合

ロ　

交
通
機
関
を
利
用
し
て
通
勤
し
た
場
合
に
、
出
勤
に
つ
い
て
職
員
の
住
居
を
出
発
し
た
時

刻
か
ら
始
業
の
時
刻
ま
で
の
時
間
と
退
勤
に
つ
い
て
終
業
の
時
刻
か
ら
職
員
の
住
居
に
到
着

す
る
ま
で
の
時
間
を
合
計
し
た
時
間
（
交
通
機
関
を
利
用
す
る
時
間
に
限
る
。
）
が
、
始
業

の
時
刻
を
遅
ら
せ
、
又
は
終
業
の
時
刻
を
早
め
る
こ
と
に
よ
り
三
十
分
以
上
短
縮
さ
れ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
（
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
合
計
し
た
時

間
を
三
十
分
以
上
短
縮
で
き
る
場
合
を
除
く
。
）
。

ハ　

妊
娠
中
の
女
子
職
員
が
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機
関
の
混
雑
の
程
度
が
当
該
女
子
職
員
の

母
体
又
は
胎
児
の
健
康
保
持
に
影
響
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

ニ　

始
業
の
時
刻
か
ら
終
業
の
時
刻
ま
で
の
時
間
の
短
縮
が
障
害
者
で
あ
る
職
員
等
に
必
要
と

認
め
ら
れ
る
場
合
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二　

介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備

三　

そ
の
他
人
事
委
員
会
が
定
め
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る

措
置

第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
特
別
休
暇
」
の
下
に
「
及
び
傷
病
休
暇
」
を
加
え
、
「
、
傷
病
休
暇
」

を
削
る
。

第
四
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2　

傷
病
休
暇
の
う
ち
、
別
表
第
三
3
の
項
に
掲
げ
る
休
暇
は
有
給
休
暇
と
し
、
同
表
1
の
項
及
び

2
の
項
に
掲
げ
る
休
暇
は
無
給
の
休
暇
と
す
る
。

第
五
十
条
を
第
五
十
二
条
と
し
、
第
四
十
九
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
つ
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
）

第
五
十
条　

県
教
育
委
員
会
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
が
配
偶
者
等
が
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の

介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
つ
た
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対

し
て
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等

の
請
求
等
に
係
る
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

県
教
育
委
員
会
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し
て
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
四
十
歳
に

達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
）

第
五
十
一
条　

県
教
育
委
員
会
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施

二　

介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備

三　

そ
の
他
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置

別
表
第
二
の
十
八
の
項
中
「
子
を
看
護
す
る
」
を
「
子
又
は
孫
の
看
護
等
を
行
う
」
に
改
め
、
同

表
中
二
十
の
項
を
二
十
一
の
項
と
し
、
十
九
の
項
を
二
十
の
項
と
し
、
十
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

19　

学
校
行
事
参
加
休
暇

十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
あ
る
子
が
在
籍
す
る
学
校
等
が
実
施
す

る
行
事
に
参
加
す
る
場
合
二
日
（
十
八
歳
に
達
す
る

日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る

子
が
三
人
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
日
）
以
内

（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

「
へ
の
照
会
等
に
よ
り
そ
の
内
容
を
」
を
「
に
照
会
す
る
等
、
そ
の
事
由
や
必
要
な
休
憩
時
間
に
つ

い
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
中
第
六
項
を
第
四
項
と
し
、
第
七
項
を
第
五
項

と
す
る
。

第
七
条
の
十
第
二
項
第
二
号
中
「
、
条
例
第
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
あ
つ
て
は

三
歳
に
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
あ
つ
て
は
」
を
削
る
。

第
七
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
中
「
及
び
第
二
十
三
条
の
二
」
を
「
、
第
二
十
三
条
の
二
及
び
第

四
十
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
子
の
看
護
等
休
暇
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
子
の
看

護
休
暇
」
を
「
子
の
看
護
等
休
暇
」
に
改
め
、
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
又
は
孫
」
を
加
え
、
「
子

の
看
護
（
」
を
「
子
又
は
孫
の
看
護
等
（
」
に
、
「
子
の
世
話
又
は
」
を
「
子
若
し
く
は
孫
の
世
話

若
し
く
は
」
に
、
「
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
」
を
「
子
若
し
く
は
孫
の
世
話
を
行
う
こ
と
又
は
学
校

保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
の
休
業
そ
の
他

こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
事
由
に
伴
う
そ
の
子
若
し
く
は
孫
の
世
話
を
行

う
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
子
の
看
護
休
暇
」
を
「
子
の
看
護
等
休
暇
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
子
の
看
護
休
暇
」
を
「
子
の
看
護
等
休
暇
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
中
「
子
の
看
護
休
暇
」
を
「
子
の
看
護
等
休
暇
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
つ
た
職
員
等
に
対
す
る
意
向
確
認
等
）

第
四
十
条
の
二　

県
教
育
委
員
会
は
、
職
員
が
配
偶
者
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
又
は
第
七
条

の
十
一
第
一
項
で
定
め
る
者
が
当
該
職
員
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
つ
た
こ
と
を
申
し
出

た
と
き
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
仕
事
と
介
護
と
の

両
立
に
資
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
制
度
又
は
措
置
（
以
下
「
介
護
両
立
支
援
制

度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立

支
援
制
度
等
の
申
告
、
請
求
又
は
申
出
（
以
下
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
職
員
の
意

向
を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

2　

県
教
育
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
が

四
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
第

五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
事
項

を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
）

第
四
十
条
の
三　

県
教
育
委
員
会
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う

に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施
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と
い
う
。
）
以
後
の
日
を
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十

八
年
山
梨
県
条
例
第
五
号
）
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
の
制
限
の
開
始
日
と
す
る
山
梨
県
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
山
梨
県

条
例
第
二
十
二
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
第
八
条
の
三
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
請
求
（
三
歳
か
ら
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
に
行

う
も
の
に
限
る
。
）
を
行
お
う
と
す
る
職
員
は
、
一
部
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
改
正
条
例
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
第
八
条
の
三

第
二
項
及
び
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す

る
規
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

3　

一
部
施
行
日
以
後
の
日
を
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山

梨
県
条
例
第
二
十
七
号
）
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
の
制
限
の
開
始
日
と
す
る
改
正
条
例
第

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
の
三
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
三
歳
か
ら
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
に

行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
行
お
う
と
す
る
学
校
職
員
は
、
改
正
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
の
三
第
二
項
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
第
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
の
例
に

よ
り
、
当
該
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
第
七
号
中
「
規
定
す
る
週
休
日
」
の
下
に
「
、
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第

三
項
及
び
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。

（
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則

第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
週
休
日
を
い
う
。
）
」
の
下
に
「
、
県
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
県

職
員
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。

（
給
料
の
半
減
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
給
料
の
半
減
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
以
下
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
、
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す

る
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
同
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
（
第
六
条
に
お
い
て
「
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な

い
日
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
六
条
中
「
の
日
数
」
を
「
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
合
計
日
数
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一　

次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定　

公
布
の
日

二　

第
一
条
中
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
第
三
条
の
二
第
二
項
か

ら
第
五
項
ま
で
を
削
り
、
第
六
項
を
第
二
項
と
し
、
第
七
項
を
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
二
項

を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
三
項
の
次
に
二
項
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
八
条
の
十
第
二
項

第
二
号
の
改
正
規
定
、
第
八
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
第
二
十
三
条
の
二
の
改
正

規
定
、
第
四
十
一
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
四
十
四
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第

四
十
七
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
五
十
一
条
を
第
五
十
三
条
と
し
、
第
五
十
条
の
次
に

二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
別
表
二
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
の
規
定　

令
和
七
年
四
月
一

日

（
経
過
措
置
）

2　

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
一
部
施
行
日
」
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